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北海道小学校長会 研修部 



令和２年度から  

新研究主題 ｢自ら未来を拓き ともに生きる豊かな社会を創る 

日本人の育成を目指す小学校教育の推進」 

全国連合小学校長会 

 全国連合小学校長会は、平成２５年度第６５回三重大会から「新たな知を拓き 人間性豊かな

社会を築く 日本人の育成を目指す小学校教育の推進」を研究主題として、実践的な研究を積み

重ねてきた。これまでの研究成果を受け、あらゆる分野での知識基盤社会への進展やグローバ

ル化の進行、世界に類を見ないスピードで進む少子高齢化の社会において、小学校教育の役割

と変化する時代の潮流や近未来的な課題を踏まえ、豊かな創造性やしなやかな知性を発揮し、

互いの個性や絆を大切にする社会づくりに貢献できる日本人の育成を目指す小学校教育の推進

に鋭意努力してきた。 

 平成２９年３月に告示された新学習指導要領の前文では、「これからの学校には、こうした教

育の目的及び目標の達成を目指しつつ、一人一人の児童が、自分のよさや可能性を認識すると

ともに、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社会

変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となることができるように

することが求められる」とあり、「よりよい学校教育を通してよりよい社会を創る」という理念

を学校と社会が共有し、その実現に向けて必要となる教育課程の基準が大綱的に定められた。 

 今の子どもたちやこれから誕生する子どもたちが成人して社会で活躍する頃には我が国は、

生産年齢人口の減少やグローバル化の進展、絶え間ない技術革新等により、社会構造等の環境

が大きくまた急速に変化し、予測が困難な時代となっている。また少子高齢化が進む中で、持

続可能な社会の担い手として、個人と社会の成長につながる新たな価値を生み出していくこと

が期待される。 

 このような急激な社会の変化の中では、一人一人が自らの能力や可能性を信じ、学習したこ

とを生活や社会の中で課題解決に生かすことのできる力が求められる。また、あらゆる他者を

価値のある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社会変化を乗り越えていく生

き抜く力の育成も課題である。 

こうした状況を踏まえ、これからの教育は、学校と社会とが認識を共有化し、変化が激しく

未来の予測が困難な時代に向かって、これまでの研究主題「新たな知を拓き」を生かし、価値

観の違いや変化を前向きに受け止めながら、自らの力で未来を切り拓き、誰もが幸福と感じら

れる、ともに生きる豊かな社会を創り出すことのできる人間を育成する教育を実現しなくては

ならない。 

 この期にあたり、令和２年度からの研究主題を「自ら未来を拓き ともに生きる豊かな社会を

創る 日本人の育成を目指す小学校教育の推進」とする。 

私たちは、新学習指導要領の趣旨を踏まえ、児童や地域の現状と課題に対して、これまでの
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実践と研究の蓄積を生かすとともに、家庭や地域社会と連携して教育活動のさらなる充実を図

らなければならない時を迎えている。 

全国連合小学校長会は、本研究主題について日々真摯な研究を重ね、その成果を学校経営に

生かすとともに、新しい課題に応える教育の推進に全力を傾注していく。また、研究に当たっ

ては、特に次の事項を重視し、学校経営及び日常の教育活動を通して、積極的に研究・実践に

努めていくこととする。 

１ 学校経営 

校長のリーダーシップが強く求められる。 

時代の変化と保護者や地域、社会の期待を的確に把握し、校長の明確なビジョンのもと、

活気ある学校組織と経営体制を築き、新しい時代に求められる資質・能力を育む教育課程を

実現する学校経営を推し進めていく必要がある。 

２ 教育課程 

  「社会に開かれた教育課程」の実現が求められる。 

 学校の創意工夫のもと、学校教育を通じて育む「生きる力」とは何かを資質・能力として

明確にし、一人一人の豊かな学びを実現し、感性を働かせながら、社会や人生をよりよいも

のにしていく人間を育成するためのカリキュラム・マネジメントの実現が必要である。 

３ 指導・育成 

教育課程の実現は、教職員の指導力が求められる。 

教員の資質向上を担うために研修制度の在り方やＯＪＴ等の指導体制の確立、主任・主幹

教諭等のミドルリーダーの育成と次世代の学校を担う管理職の発掘と育成等の方策を探って

いく必要がある。 

４ 危機管理 

安心・安全な学校を確立するために、管理職の強い危機管理が求められる。 

現代の学校の危機管理は、授業が成立しない状況やいじめ・不登校問題への対応等、学校

経営全般に関わる。また近年、地震や集中豪雨等の自然災害、交通事故や不審者への対応等、

学校内外での危機への対応と未然防止策を常に明確にしておく必要がある。 

５ 教育課題 

時代の変化による新たな教育課題への対応が求められる。 

人権教育や特別支援教育、環境教育、食育や健康教育、キャリア教育等重要な教育課題が

増えている。校長はこうした課題への問題意識と具体策を保持しながら、学校経営を推進し

ていく必要がある。 
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北海道小学校長会  大会主題･副主題 

   ｢自ら未来を拓き ともに生きる豊かな社会を創る 日本人の育成を目指す小学校教育の推進｣ 

  ～ふるさとに誇りと愛着をもち ともに未来社会の創造に挑戦する子どもを育てる学校経営の推進～ 

 

【大会主題・副主題の趣旨】 

全国連合小学校長会は、真摯に研究と実践を積み重ね、我が国の小学校教育の充実・発展と教育諸条件の整

備に多くの成果を収めてきた。その成果を踏まえ令和２年度より研究主題を「自ら未来を拓き ともに生きる

豊かな社会を創る 日本人の育成を目指す小学校教育の推進」とし、その実現を目指し取組を進めているとこ

ろである。 

 知識基盤社会にあって、あらゆる分野で情報化やグローバル化が進展する今日では、社会の多様化と急激

な社会環境の変化により将来の予測が困難になっている。特に、絶え間ない技術革新とともに、人工知能（AI）

は、飛躍的な進化を遂げており、近い将来人類の知能を超えるという指摘もある。人としての生き方が今以上

に問われる時代を目前に控え、少子高齢化、人間関係の希薄化、子どもの貧困問題など、教育環境にも関わる

多岐にわたる課題が顕在化している。 

こうした時代を生き抜き、子どもたちが、自ら豊かな人生や社会を拓いていくためには、社会の変化や直面

する問題に主体的に向き合い関わり合っていく力と同時に、他者と協働しながら問題を解決していこうとす

る能力が重要である。また、子どもたちが、育ったふるさとの自然・歴史・文化を愛し、身近な地域を含めた

社会に誇りと愛着をもち、地域社会とのつながりの中で学び、自らの人生や社会をよりよく変えていこうと

いう思いをもつことは、今後、我が国が、グローバル化する社会的な課題を乗り越え未来を切り拓いていくた

めの大きな原動力になると考える。  

 学校には、子どもたち一人一人のよさと可能性を伸ばし、新しい時代に求められる資質・能力を確実に育成

することが求められている。家庭・地域との連携・協働により、人との関わりを通して、ふるさとの自然や文

化から学ぶ教育を推進するとともに、学んだことを社会の発展へと役立てていく力を育成しなければならな

い。そのために我々校長は、学習指導要領の理念を十分に理解し、「全ての子供たちの可能性を引き出す、個

別最適な学びと、協働的な学び」を実現するためのカリキュラム・マネジメントを進め、幅広い視野で教育活

動を創造していかなければならない。 

一方、ふるさと北海道に目を向けると、北の大地の冬は、雪に覆われ、長く厳しい寒さに包まれる。開拓

時代、この自然環境は人々に多くの困難をもたらした。しかし今では、冷涼な気候を利用して安心安全な食材

を豊富に産出する日本最大の食糧基地となり、雪まつりやスキーなどの雪や寒さを活用した観光やウイン

タースポーツ、行動展示で脚光を浴びる旭山動物園などが大きな魅力となっている。そして、青函トンネルを

走る北海道新幹線が、それらの魅力を求める多くの観光客を運ぶことにより、北海道はますます発展を遂げ

ようとしている。先人たちの知恵と工夫と挑戦が、この厳しい自然環境を克服し、現代に恩恵をもたらしてい

るのである。 

 副主題には、豊かではあるが厳しい自然を乗り越え、人との絆を大切にしながら、脈々と人の営みを紡いで

きた先人たちから、地域に根ざした文化や歴史などを学び、さらにそこから、自ら未来を切り拓き、自分の夢

や目標の実現を目指す人材を育みたいという思いがある。 

そのために、自立した個人が個性・能力を生かし、相手の価値を尊重し、多様な立場の者との協働を通じ新

たな価値を創造していくことができる柔軟な社会の実現が求められる。こうした新しい社会の形成に向けて

たくましく挑戦する子どもを育てるためには、人と人との絆を強め、支え合う共生の意識や夢と希望に満ち

た活気溢れるふるさとづくりに積極的に貢献しようとする意識など、社会の創り手としての意識を醸成する

ことが必要である。また、環境・資源・エネルギー問題などに関するグローバルな視点をもち、多様な人々と

協働して、地域の環境・経済・少子高齢化・地域格差などの身近な課題についての解決策を考えようとする資

質が求められる。 

さらに、一人一人の個性と人と人との絆を大切にしながら、自然災害やコロナ禍などからの復興･再生に粘

り強く取り組むことができるたくましさを育むことが大切となってくる。こうした教育課題の解決や社会状

況を改善していくには、子ども一人一人の能力を伸ばし、来るべき社会の担い手として必要とされる基本的

な資質・能力を育む学校経営を推進していくことが必要となる。 

 以上のことから、第65回北海道小学校長会教育研究旭川大会は、これまでの研究の成果と課題を踏まえ、

大会主題の実現と追究を目指すため、副主題を「ふるさとに誇りと愛着をもち ともに未来社会の創造に挑戦

する子どもを育てる学校経営の推進」と設定し、学校経営の責任者である校長の果たすべき役割と指導性を

究明しようとするものである。 



領域 研究課題 発表地区

(1)子どもの自立や社会参加に向けた特別支援教育の推進
後志

宗谷13

(2)成長の連続性を生かした学校段階等間の接続・連携の推進

12

(2)多様な他者と協働する資質・能力を育む教育の推進

Ⅴ
教
育
課
題

社会形成能力

社会形成能力を育む
教育活動の推進と校
長の在り方

(1)社会の発展に貢献する資質・能力・態度を育む教育活動の推進

空知11
(2)地域に愛着をもち、よりよい社会の創造に貢献する力を育む
キャリア教育の推進

社会との
連携・
協働

家庭や地域等との連
携・協働、学校段階
等間の接続・連携の
推進と校長の在り方

(1)家庭や地域等と連携・協働を深め、創意ある教育活動を展開
する学校づくりの推進

自立と共生

自立と共生の実現に
向けた教育活動の推
進と校長の在り方

10
(2)教職員の高い危機管理能力の育成と未然防止に向けた組織体
制づくり

Ⅳ
危
機
管
理

学校安全
命を守る安全教育・
防災教育の推進と校
長の在り方

(1)自ら判断し行動できる子どもを育てる安全教育・防災教育の
推進

オホーツク9
(2)家庭や地域・関係機関との連携・協働を図った組織的・計画
的な防災教育に関わる取組の推進

危機対応

様々な危機への対
応、未然防止の体制
づくりと校長の在り
方

(1)いじめ・不登校等への適切な対応と体制づくり
開催なし

これからの学校運営
を担うリーダーの育
成と校長の在り方

(1)学校教育への確かな展望をもち、優れた実践力と応用力のあ
るミドルリーダーの育成

開催なし8
(2)社会の変化に主体的にかかわり、自ら学び続ける管理職人材
の育成

Ⅲ
指
導
・
育
成

研究・研修
学校の教育力を向上
させる研究・研修の
推進と校長の在り方

(1)学び続ける教職員を目指し、資質・能力の向上を図る研究・
研修体制の充実

函館7

(2)「チームとしての学校」への参画意識を高める研修の推進

リーダー育成

Ⅱ
教
育
課
程

知性・創造性

知性・創造性を育む
カリキュラム・マネ
ジメントの推進と校
長の在り方

(1)主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の推進

胆振

健やかな体

健やかな体を育むカ
リキュラム・マネジ
メントの推進と校長
の在り方

(1)生涯にわたって豊かなスポーツライフを実現する資質や能力
を育てる教育活動の推進

十勝6

(2)健康で安全な生活を営む実践力を育てる教育活動の推進

(1)豊かな心を育む道徳教育の推進

(1)学校経営ビジョンの実現に向けた活力ある組織づくり

帯広5

(2)よりよい社会を創る人権教育の推進

豊かな人間性

豊かな人間性を育む
カリキュラム・マネ
ジメントの推進と校
長の在り方

根室2

(2)組織を活性化させるための具体的方策の推進

4

(2)知性・創造性を育む教育課程の編成・実施・評価・改善

評価・改善

学校教育の充実を図
るための評価・改善
の推進と校長の在り
方

(1)学校経営の組織的かつ継続的な改善に向けた学校評価の充実

第65回北海道小学校長会教育研究旭川大会　分科会一覧
　

分科会 研究の視点

Ⅰ
学
校
経
営

経営ビジョン

創意と活力に満ちた
学校経営ビジョンの
策定と校長の在り方

(1)未来を見据えた魅力ある学校経営ビジョンの策定
札幌1

上川3

(2)教職員の資質・能力の向上に向けた人事評価の工夫

(2)学校経営ビジョンに基づく創意と活力に満ちた学校経営の推進

組織・運営

学校経営ビジョンの
実現に向けた活力あ
る組織づくりと校長
の在り方
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今日、知識基盤社会や情報化・グローバル化の

進展とともに、少子高齢化に伴う労働力人口の減

少、地域社会のつながりや支え合いの希薄化、家

庭や地域の教育力の低下などの様々な課題に直

面している。あらゆる分野で社会が大きく変化す

る中、持続可能な社会を実現していくために、学

校に寄せる期待も大きく、しかも多様化している。 

これからの学校には、変化が激しく予測が困難

な時代にあっても、子どもたちが自信をもって自

分の人生を切り拓き、持続可能で豊かな社会を創

り出していくことができるよう、必要な資質・能

力をしっかりと育んでいくことが求められてい

る。 

そのために校長は、これからの時代に求められ

る資質・能力について、学校と家庭・地域が共通

理解して学校教育を推進できるようにするとと

もに、未来を見据えた明確な学校経営ビジョンを

示し、活力ある学校経営を行い、学校改善に向け

て絶えず検証して一層の充実を図っていかなけ

ればならない。 

様々な教育課題の改善や改革が急速に進行し

ている状況においては、校長はまず、自校の実態

から課題を明確にすることが大切である。そして、

課題解決に向けて重点化と効率化を図りながら

実効性のある解決を図ることが重要である。さら

には、教職員の知恵と力を結集させ、組織を効果

的に機能させていく力強い指導性と統率力の発

揮が求められている。 

本分科会では、校長がリーダーシップを発揮し

ながら力強く学校経営を行っていくために、未来

を見据えた創意と活力に満ちた学校経営ビジョ

ンの策定と校長の在り方について、具体的方策と

成果を明らかにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 未来を見据えた魅力ある学校経営ビジョン

の策定 

現在、学校に求められているのは、これからの

教育の方向性を見据えた学校経営の推進である。 

そのため校長は、社会の変化や教育改革等の動

向を踏まえ、具体的で先見性のある魅力的な学校

経営ビジョンを示すことが重要となる。校長は、

学校経営ビジョンの策定にあたって、保護者や地

域住民の願い、子どもの実態に関する現状把握と

分析を的確に行い、子どもたちの未来を見据えた

中・長期的な視点をもつ必要がある。そして、子

どもたちに求められる資質・能力の育成に向けて、

教職員、保護者、地域住民が共通理解して連携・

協働して取り組むために、学校の責任者として展

望をもったビジョンを校長は示さなければなら

ない。 

このような視点に立ち、未来を見据えた魅力的

な学校経営ビジョンを策定していく上での、校長

の果たすべき役割と指導性を究明する。 

 

⑵ 学校経営ビジョンに基づく創意と活力に満

ちた学校経営の推進 

学校経営ビジョンに基づく未来を見据えた学

校経営の推進には、学校教育目標の具現化、創意

ある教育課程の編成、教職員の学校経営参画意識

の醸成などの様々な視点から、これからの時代に

ふさわしい学校としての自主性、自立性を確立し

ていかなければならない。そのため校長は、教職

員が意欲的に教育実践を推進できるように、理念

や目的を共有しながら、明確な方向付けを行い、

活力ある学校経営を進めていくことが求められ

ている。 

このような視点から、学校経営ビジョンに基づ

く創意と活力に満ちた学校経営を推進していく

上での、校長の果たすべき役割と指導性を究明す

る。 

        第１分科会 経営ビジョン 

Ⅰ 学校経営   研究課題 創意と活力に満ちた学校経営ビジョンの策定と

校長の在り方 

分科会の趣旨 研究の視点 
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第１分科会「経営ビジョン」 

研究課題 「創意と活力に満ちた学校経営ビジョンの策定と校長の在り方」 

 

１ 「研究課題」のもつ今日的な課題性や先見性、意識改革の必要性についての解説 

平成 18年に教育基本法が改正され、以来、学校経営と組織、教員の指導力の向上に関わる施策など、

様々な教育改革が行われてきた。近年では、第 3 期教育振興基本計画において、2030 年頃の IoT や   

ビッグデータを活用した社会を想定し、さらに「令和の日本型学校教育」では、個別最適な学びと協働

的な学びの方向が示され、教育政策の一大転換期を迎えている。 

しかし、どのような教育施策を行ったとしても、それが学校教育や教育組織の新たな確立につながり子どもの成

長に還元されなければ、意味をなさず現状の改善はなし得ない。 

これまでの我が国の教育は、日本経済の不振や国際的な学力調査などの影響を受けて、日々その対応に汲々とし

ているように思われる。教育の本来的な目的からして、教育施策の基本方針や具体的施策は、子どもの豊かな人間

性の育成を第一に考えたものでなければならない。 

このように、教育に携わるものは、社会の動き、教育の動向に敏感になりながらも、常に本質的なものを見据え

ていなければならない。その上で、教育の専門家としてプロ意識と高い使命感、現状に甘んじない改善への意欲と

態度、改善すべき問題や課題の発見とその具体的解決への方策を策定し実施する必要がある。そのためには、教育

の在り方、学校の在り方、教職員の在り方を見直す必要がある。そして、自校の教育活動の全てに関与していると

いう見方・考え方から出発して、現状改善と未来に向けた問題・課題解決のために、組織人と個人としての両面か

ら解決を図る必要がある。 

自校の教育活動を見直し、新たな視点から未来を見据え、教育活動を創造し、活力あふれる学校にしていくため

には、次のような視点や姿勢を校長はもちろん、教職員ももつ必要がある。 

○未来からの視点で教育を展望すること 

○固定観念や過去の基準や判断を時には勇気をもって改善すること 

○現状を改善する意欲と姿勢で、新しい価値を創造すること 

○社会に開かれた学校、地域と共に育つ学校を目指すこと 

○子どもの願いと保護者・地域住民の願いとを的確に捉え、未来につなげる教育の実現と、その説明責任を明確

に図ること 

校長は、子どもたち一人一人の個性を尊重した教育を展開していくために、学校の自主性・自律性を

発揮し創意工夫を凝らした特色ある学校づくりを行っていかなくてはならない。 

また、学校マネジメントを担う校長は、学校がその機能を十分に果たす学校経営を行うために、個々

の教職員の活動をより有機的に結び付け、一人一人の教職員が、自らの資質・能力を高めつつ意欲をも

って学校運営参画意識を高め自らの役割を果たす組織的・機動的な学校運営を行う体制を整えることが

必要である。 

校長は、教育者としても組織の責任者としてもその資質・能力を他の教職員以上に高め、教育に関す

る理念や識見を有し、地域や学校の状況・課題を的確に把握しながら、学校の進むべき方向（ビジョン

と戦略）を明確に設定し、経営資源を活用して、組織を通して目標を達成していくリーダーシップを発

揮し、信頼される学校づくりを進めなければならない。 

 

２ 「研究課題」を究明する視点 

（１）未来を見据えた魅力ある学校経営ビジョンの策定 

  ・具体的で先見性のある魅力的な学校経営ビジョンを明確に示した教育計画 

  ・教職員、保護者、地域住民の共通理解と連携・協働を推進する学校の責任者としての展望 

（２）学校経営ビジョンに基づく創意と活力に満ちた学校経営の推進 

  ・教職員の学校運営参画意識を高め、理念や取組の共有を図る活力ある学校経営の推進  
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３ 分科会の方向性と「研究視点」に関する参考資料 

 

 

第１部我が国における今後の教育政策の方向性 

Ⅱ．教育をめぐる現状と課題 ２．社会の現状や 2030 年以降の変化等を踏まえ、取り組むべき課題 

○ 現在の社会は知識基盤社会であり、新しい知識・情報・技術が、社会のあらゆる領域での活動の基

盤として非常に重要であるが、この知識・情報・技術をめぐる変化は加速度を増している。また、グロ

ーバル化の進展等によって、一つの出来事が広範囲かつ複雑に伝搬し、社会の変化を正確に予測するこ

とはますます難しくなってきている。 

○ このような状況の中にあって、2030 年頃には、IoT（Internet of Things）やビッグデータ、AI 等をは

じめとする技術革新やグローバル化の一層の進展、人口構造の変化や女性・高齢者等の活躍の進展、雇

用環境の変化等が予想されている 

Ⅲ．2030年以降の社会を展望した教育政策の重点事項（2030 年以降の社会を展望した教育の役割）  

○ 2030 年以降の社会を展望した教育政策の体系を考える前提として、Ⅱ．２で述べたような社会の大

きな変化を受け止め、また、持続可能な開発目標（SDGs）をはじめとして社会の持続的な成長・発展

を目標とする国際的な政策の動向も踏まえ、今後どのような社会の未来像を描き、その実現に向けて教

育はどのような役割を担うべきかを明確にする必要がある。  

○ まず、2030 年以降の社会像の展望を踏まえた個人と社会の目指すべき姿と教育の役割として、次の

ような点が、今後も普遍的に重要と考えられる。 

 個人においては、「自立した人間として、主体的に判断し、多様な人々と協働しながら新たな価値を

創造する人材を育成していくこと」が重要である。変化に適応するのみならず、自らが自立して主体的

に社会に関わり、人間ならではの新たな価値を創造し、将来を創り出すことができるようになるべきで

あり、そのためには、予測不能な状況の中で問題の核心を把握し、自ら問いを立ててその解決を目指し、

多様な人々と協働しながら、様々な資源を組み合わせて解決に導いていく力が重要となる。 

  社会においては、「一人一人が活躍し、豊かで安心して暮らせる社会の実現」が求められる。年齢、

性別、国籍、経済事情、障害の有無など多様な人々の一人一人が互いの人格を尊重し支えあいながら幸

せに生きるとともに、社会で自らの役割と責任を果たし生き生きと活躍できるようにしていくことが重

要であり、教育を通じて全ての人が持つ可能性を開花させることで、一人一人が活躍し、豊かで安心し

て暮らせる社会の実現を目指す必要がある。  

  また、同じく社会においては、長期的な見通しをもって「社会（地域・国・世界）の持続的な成長・

発展」を目指していくことが重要となる。社会・産業構造の変化に加え、少子高齢化の進展に伴う労働

力人口の減少が予想される中において、社会の活力を維持・向上させていくためには、我が国の伝統と

文化を継承しつつ、教育を通じて個人の資質・能力を最大限伸長し、生産性の向上により経済成長を図

るなど、次世代まで長期に見通した社会（地域・国・世界）の持続的な成長・発展を目指すことが重要

である。 

 

 

 

 

 

４．「令和の日本型学校教育」の構築に向けた今後の方向性 

第３期教育振興基本計画     閣議決定  平成３０年６月１５日  

「令和の日本型学校教育」の構築を目指して ～全ての子供たちの可能性を引き出す， 

個別最適な学びと， 協働的な学びの実現～（答申） 

令和３年１月２６日  
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○ その際、学校現場に対して新しい業務を次から次へと付加するという姿勢であってはならない。学

校現場が力を存分に発揮できるよう、学校や教師がすべき業務・役割・指導の範囲・内容・量を、精選・

縮減・重点化するとともに、教職員定数、専門スタッフの拡充等の人的資源、ICT 環境や学校施設の整

備等の物的資源を十分に供給・支援することが、国に求められる役割である。  

（２）連携・分担による学校マネジメントを実現する  

○ 学校が様々な課題に対処し、学校における働き方改革を推進するためには、従来型のマネジメント

の下、学校の有するリソースだけで対処するには限界がある。校長のリーダーシップの下、組織として

教育活動に取り組む体制を整備することが必要である。 その際、校長を中心に学校組織のマネジメン

ト力の強化を図るとともに、学校内、あるいは学校外との関係で、「連携と分担」による学校マネジメ

ントを実現することが重要となる。  

○ 学校内においては、教師とは異なる知見を持つ外部人材や、スクールカウンセラー、スクールソー

シャルワーカー等の専門スタッフなど、多様な人材が指導に携わることができる学校を実現することが

求められる。また、事務職員が校務運営に参画する機会を一層拡大し、主体的・積極的に財務・総務等

に通じる専門職としての役割を果たすことが期待される。さらに、教師同士の関係においても、校長の

リーダーシップの下、教師が担う業務の適正化や、校内の各種委員会の整理・統合等の学校の組織体制

の在り方を見直すこと、主幹教諭、指導教諭をはじめ、経験豊富で専門性の高いミドルリーダーとなる

教師がリーダーシップを発揮できるような組織運営を促進することを通じて、教師が子供としっかりと

向き合い、教師本来の業務に専門性を発揮できるようにするとともに、学級担任、教科担任、養護教諭、

栄養教諭や部活動顧問の役割を適切に分担し、学校組織全体としての総合力を発揮していくことが求め

られる。 

○ また、子供たちの教育は、学校・家庭・地域がそれぞれの役割と責任を果たすとともに、相互に連

携・協働してこそ効果が上がるものであり、以下のような取組を通じて、地域全体で子供たちの成長を

支えていく環境を整えていくことが必要である。 

コミュニティ・スクールの設置が努力義務であることを踏まえ、また、地域学校協働本部の整備によ

り、保護者や地域住民等の学校運営への参加・参画を得ながら、学校運営を行う体制の構築・家庭生活

や社会環境の変化によって家庭の教育機能の低下も指摘される中、幼児教育段階はもとより、義務教育

段階を含め、子育てに悩みや不安を抱える保護者に対して、身近な子育て経験者等による学習機会の提

供や相談体制の整備など、地域の実情に応じた家庭教育支援に関する取組の推進  

○ その他、学校が家庭や地域社会と連携することで、社会とつながる協働的な学びを実現するととも

に、働き方改革の観点からも、保護者や PTA、地域住民、児童相談所等の福祉機関、NPO、地域スポー

ツクラブ、図書館・公民館等の社会教育施設など地域の関係機関と学校との連携・協働を進め、学校・

家庭・地域の役割分担を文部科学省が前面に立って強力に推進することで、多様性のあるチームによる

学校とし、「自立」した学校を実現することが必要である。  

○ その実現に向けては、教育課程と関連付けることが求められており、新学習指導要領を踏まえ、教

育課程に基づき組織的かつ計画的に各学校の教育活動の質の向上を図ること（カリキュラム・マネジメ

ント）が重要である。 

 

 

 

 

 

第１章 総説  １ 改訂の経緯及び基本方針  (2) 改訂の基本方針 

小学校学習指導要領（平成２９年告示）解説 総則編 

                文部科学省 平成２９年７月 
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② 育成を目指す資質・能力の明確化 

 今回の改訂では、知・徳・体にわたる「生きる力」を子供たちに育むために 「何のために学ぶのか」

という各教科等を学ぶ意義を共有しながら、授業の創意工夫や教科書等の教材の改善を引き出していく

ことができるようにするため、全ての教科等の目標及び内容を「知識及び技能」、「思考力、判断力、

表現力等」、「学びに向かう力、人間性等」の三つの柱で再整理した。 

第３章 教育課程の編成及び実施  第１節 小学校教育の基本と教育課程の役割 

１ 教育課程編成の原則（第１章第１の１）  (2) 教育課程の編成の原則  (ｳ) 地域の実態 

 なお、学校における教育活動が学校の教育目標に沿って一層効果的に展開されるためには、家庭や地

域社会と学校との連携を密にすることが必要である。すなわち、学校の教育方針や特色ある教育活動の

取組、児童の状況などを家庭や地域社会に説明し、理解を求め協力を得ること、学校が家庭や地域社会

からの要望に応えることが重要であり、このような観点から、その積極的な連携を図り、相互の意思の

疎通を図って、それを教育課程の編成、実施に生かしていくことが求められる。保護者や地域住民が学 

校運営に参画する学校運営協議会制度（コミュニティ・スクール）や、幅広い地域住民等の参画により

地域全体で児童の成長を支え地域を創生する地域学校協働活動等の推進により、学校と地域の連携及び

協働の取組が進められてきているところであり、これらの取組を更に広げ教育課程を介して学校と地域

がつながることにより、地域でどのような子供を育てるのか何を実現していくのかという目標やビジョ

ンの共有が促進され、地域とともにある学校づくりが一層効果的に進められていくことが期待される。 

２ 生きる力を育む各学校の特色ある教育活動の展開（第１章第１の２） 

平成 28年 12月の中央教育審議会答申を受け、今回の改訂においては、情報化やグローバル化といっ

た社会的変化が、人間の予測を超えて加速度的に進展するようになってきていることを踏まえ、複雑で

予測困難な時代の中でも、児童一人一人が、社会の変化に受け身で対応するのではなく、主体的に向き

合って関わり合い、自らの可能性を発揮し多様な他者と協働しながら、よりよい社会と幸福な人生を切

り拓らき、未来の創り手となることができるよう、教育を通してそのために必要な力を育んでいくこと

を重視している。こうした力は、学校教育が長年その育成を目指してきた「生きる力」そのものであり、

加速度的に変化する社会にあって「生きる力」の意義を改めて捉え直し、しっかりと発揮できるように

していくことが重要となる。このため、本項において「生きる力」の育成を掲げ、各学校の創意工夫を

生かした特色ある教育活動を通して、児童に確かな学力、豊かな心、健やかな体を育むことを目指すこ

とを示している。なお、本項では(1)から(3)までにわたって、それぞれが確かな学力、豊かな心、健や

かな体に対応する中心的な事項を示す項目となっているが、これらは学校教育を通じて、相互に関連し

合いながら一体的に実現されるものであることに留意が必要である。 

 

 

 

第 3 章 生涯学習社会の実現 

第 3 節 社会教育の振興と地域全体で子供を育む環境づくり 

3 社会全体で子供たちの学びを支援する取組の推進 

（1）地域と学校の連携・協働のための仕組み 

社会総掛かりでの教育の実現を図る上で、学校は、地域社会の中でその役割を果たし、地域とともに発

展していくことが重要です。学校と地域がパートナーとして連携・協働するために、これからの学校は、

地域でどのような子供たちを育てるのか、何を実現していくのかという目標やビジョンを保護者や地域

住民等と共有し、地域と一体となって子供たちを育む「地域とともにある学校」へと転換していく必要
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があります。また、地域においても、学校と連携・協働してより多くの地域住民等が子供たちの成長を

支える活動に参画するための基盤を整備していくことが重要です。 

 このため、文部科学省では、平成 29 年 3 月に改正された「地方教育行政の組織及び運営に関する法

律」に基づき、コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）の導入を推進しており、全ての公立学

校に学校運営協議会が設置されることを目指しています（図表 2‐3‐3）。また、同年に改正された「社

会教育法」に基づき、幅広い地域住民等の参画により地域全体で子供たちの学びや成長を支える様々な

活動である「地域学校協働活動」を推進しており、全ての小中学校区において地域学校協働活動が実施

されることを目指しています。 

 新学習指導要領の理念である、「社会に開かれた教育課程」の実現に向けては、コミュニティ・スク

ールと地域学校協働活動を一体的に推進することにより、学校が保護者や地域住民等と教育課程に関す

る情報や課題・目標を共有するとともに、学校教育を学校内に閉じずに、地域の人的・物的資源を活用

しながら授業等を実施するといったことが可能となります。実施後は活動の振り返りや評価を行い、次

年度の教育課程や活動に反映させるといった PDCA サイクルを機能させることができます。 

 また、学校運営協議会において教師の適正な勤務時間の設定に係る取組についても協議を行い、保護

者や地域住民等の理解と協力を得ながら必要な地域学校協働活動を行うなど、学校における働き方改革

に取り組む上でも重要な仕組みです。 

 さらには、地域と学校をつなぐコーディネーターである「地域学校協働活動推進員」が学校運営協議

会の委員となることで、協議の場である学校運営協議会と実働の場である地域学校協働活動が円滑に連

携し、両者の機能を高め、学校と地域の更なる連携・協働が推進されるなどの相乗効果が期待されます

（図表 2‐3‐4）。 

（2）地域と学校の連携・協働の現状 

平成 30 年 4 月 1 日現在において、コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）を導入している

学校数は 46都道府県内 5、432校となっています。小・中学校、義務教育学校数で見ると、全体の 16.7％

（4、796校）がコミュニティ・スクールを導入しています。 

 また、平成 30 年 11 月現在において、地域学校協働本部は 6、190 本部（※）が整備され、カバーす

る小・中学校数は、11、069 校となっています。地域学校協働活動の一環として、地域住民等の協力を

得て子供たちに学習・体験活動等を提供する「放課後子供教室」は 18、749教室（※）が実施され、学

習が遅れがちな中学生・高校生等を対象とした原則無料の学習支援である「地域未来塾」は 2、995 箇

所（※）で実施されています（図表 2‐3‐5）。 

 文部科学省では、地域と学校の連携・協働を一層推進していくため、以下の取組を実施しています。 

1. コミュニティ・スクール導入時の運営体制づくりへの支援及び地域学校協働活動推進員の配置

の促進など地域学校協働活動を推進するための財政支援 

2. コミュニティ・スクール導入の実践経験があるコミュニティ・スクール推進員（CSマイスター）

及び地域学校協働活動推進・調査研究員（コンサルタント）の派遣 

3. 「地域とともにある学校づくり推進フォーラム」及び「地域学校協働活動推進全国フォーラム」、

制度等説明会の実施 

4. 子供の豊かな学びを支えるため、趣旨に賛同する多様な企業・団体等を「土曜学習応援団」と

して位置づけ、休日や放課後等に出前授業や施設見学等の教育プログラムを提供する取組の実

施（※）補助事業を活用している数であり、地方単独財源で実施している数は含まない。 



 

 

 

 

 

 

 

 

情報化・グローバル化の急激な進展、少子高齢

化の進行、人工知能の飛躍的な進化等、先行きが

不透明で予測することが困難な時代において、全

ての子どもたちにこれからの時代を生き抜くため

の資質・能力を確実に育成することが、学校教育

には求められている。  

校長には、学校教育目標の実現を目指し、しな

やかなリーダーシップを発揮することが求められ

る。校長が示す経営ビジョンの実現のためには、

教職員一人一人に、共通確認された学校課題を自

分ごととして捉えさせ、課題解決に向けてベクト

ルを揃えるとともに、全教職員に学校運営参画意

識をもたせることが必要となる。  

一人一人が自覚と意欲をもって組織を機能させ

る体制を創り上げることで、教職員個々の資質・

能力を引き出すことになり、活力あふれる創造的

な学校風土の醸成につながる。そのため、校長の

考えや思いを分かりやすく具体的に伝えるなど、

教職員と十分なコミュニケーションを取ることで

信頼関係を築くとともに教職員の意識改革を図り、

全体が切磋琢磨し、学び合うことのできるチーム

学校をつくることが望まれる。 

また、様々な教育課題に積極的かつ柔軟に対応

するためには、課題を適切に把握して具体的な手

立てを講じることや家庭及び地域社会と連携する

ことが重要である。校長には、学校経営に対して

適切に説明責任を果たすとともに、学校・家庭・

地域をコーディネートする調整力を発揮し、連携・

協働により学校づくりを推進することが期待され

る。 

 本分科会では、校長の示す学校経営ビジョンの

実現を図るための活力ある組織づくり及び、組織

を積極的に経営していくための具体的方策と成果

を明らかにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 学校経営ビジョンの実現に向けた活力ある

組織づくり 

全教職員が学校経営ビジョンに基づき、一丸と

なって教育活動に当たっていく活力ある組織をつ

くるためには、まず校長の明確で分かりやすい学

校経営ビジョンが必要である。そして、校長が学

校教育目標の達成に向けたゴールを具体的に示し、

教職員全員に取組課題の共通理解を図ることが大

切である。  

教職員が組織の一員であるという自覚をもち、

意欲的・主体的に課題解決に向けた教育活動を推

進するために、校長は、教職員一人一人の状況や

特徴をしっかり捉え、個々の教職員の適材適所へ

の配置、数年後を見据えた人材育成が求められる。

また、組織を束ね、教職員が自己有用感をもち、

生き生きと活躍できる組織づくりを進めなくては

ならない。  

このような視点に立ち、学校経営ビジョンを具

現化するために、活力と実行力のある組織づくり

をしていく上での、校長の果たすべき役割と指導

性を究明する。 

 

⑵ 組織を活性化させるための具体的方策の推

進 

明確な学校経営ビジョンの提示と組織的に機能

する教職員集団づくりを進めることが、質の高い教

育の実現や教育活動の充実を図るための基盤で

ある。組織が活性化し適切に機能するように、現状

を絶えず分析・評価・改善を行い、学校経営を推

進していくことが重要である。  

学校経営ビジョンを教職員に周知徹底するため

には、それを分かりやすく具体的に示すことや、教

職員の実践に対するモチベーションを高めるような

評価を行う必要がある。それにより、教職員の学校

経営への参画意識の高揚を図り、学校組織の一

員としての意識の向上につながる。そして、学校経

営ビジョンの実現のためには、家庭や地域社会の

願い、学校の教育課題を学校・家庭・地域社会で

共有し、連携を機能させるコーディネーターとして

の校長の役割も重要である。 

このような視点に立ち、学校経営ビジョンの実現

を目指して、組織を活性化させる上での、校長の

果たすべき役割と指導性を究明する。 

       第２分科会 組織・運営 

Ⅰ 学校経営  研究課題 学校経営ビジョンの実現に向けた活力ある組織づくりと 

校長の在り方 

分科会の趣旨 研究の視点 
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第２分科会「組織・運営」 

研究課題「学校経営ビジョンの実現に向けた活力ある組織づくりと校長の在り方」  

 

１ 「研究課題」のもつ今日的な課題性や先見性、意識改革の必要性についての解説 

 人工知能（AI）、ビッグデータ、Internet of Things（IoT）、ロボティクス等の先端技術が

高度化してあらゆる産業や社会生活に取り入れられた Society5.0 時代が到来しつつあり、社

会の在り方そのものがこれまでとは「非連続」と言えるほど劇的に変わる状況が生じつつあ

る。また、学習指導要領の改訂に関する平成28年の中央教育審議会答申においても社会の変化

が加速度を増し、複雑で予測困難となってきていることが指摘されたが、新型コロナウイルス

感染症の世界的な感染拡大によりその指摘が現実のものとなっている。このような中、学校教

育の質を高め、多様性と柔軟性に富むものとするために、地域の人々と目標やビジョンを共有

し、地域と一体となって児童を育む「地域とともにある学校」への転換を図ることが求められ

ている。そのために、児童に必要な資質･能力の育成のための教職員の指導体制の充実、専門

性に基づくチーム体制の構築、学校のマネジメント機能の強化など様々な見直しが提言され、

学校教育に対する要請がこれまでになく多様で高度なものになってきている。 

  したがって、主体的な学校づくりの観点から学校の裁量・権限が拡大される中で、学校の自

主性、自律性の確立のためには、組織マネジメントの考え方も取り入れながら、校長のリーダ

ーシップのもと教職員の活動を有機的に結び付けた組織的な学校運営を行う体制の整備と透明

性の高い運営が必要である。 

また、学校運営を担う教職員の資質・能力と意欲の向上の観点から、チーム学校としての力

を生かし組織全体の総合力を高めるため、個々人の知識や経験など「知の共有化」を図ること

も重要である。 

 さらに、個々人の力を発揮することで貢献できたという満足感を得られるようにするととも

に、組織においての取組が円滑に進められるために十分なコミュニケーションを図っていくこ

とも大切である。 

  校長は、副校長・主幹教諭等の職の活用も図りつつ、リーダーシップを発揮して、グローバ

ル化や情報化などの社会の変化に的確に対応し、個性や能力の伸長をより一層重視した教育、

豊かな情操や規範意識を育む教育の充実と、児童の安全管理のために、協働的組織的な学校体

制の改善が進めていかなければならない。 

 

２ 「研究課題」を究明する視点 

（１）学校経営ビジョンの実現に向けた活力ある組織づくり 

・一人一人が自覚と意欲をもって組織を機能させる体制づくり 

  ・教職員が自己有用感をもち、生き生きと活躍できる組織づくりや人材育成の在り方 

 （２）組織を活性化させるための具体的方策の推進 

・教職員一人一人のやる気を引き出し、学校経営への参画意識の高揚を図る取組 

・学校・家庭・地域社会で教育課題を共有し、連携を機能させる校長のコーディネーター

としての役割 
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３ 分科会の方向性と「研究視点」に関する参考資料 

 

 

 

 

５．教育政策推進のための基盤を整備する  

目標（16）新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導体制の整備等 

○教職員指導体制・指導環境の整備 

・質の高い教育の提供に向けた専科指導や少人数によるきめ細かな指導の充実、障害のある児

童生徒や外国人児童生徒等への指導、貧困等に起因する学力課題の解消に向けた取組やいじめ・

不登校等の未然防止・早期対応の強化を図り、多様な子供たち一人一人の状況に応じた教育を

進めるために、平成 29（2017）年の義務標準法改正による基礎定数化の着実な実施を含め、学

校の指導・事務体制の効果的な強化・充実を図る。 

・校長のリーダーシップの下、カリキュラムや、日々の教育活動、学校の資源が一体的にマネ

ジメントされ、教諭はもとより、養護教諭、栄養教諭、事務職員、心理や福祉、法律相談等の

専門家（専門スタッフ）等の多様な人材が、それぞれ異なる専門性を生かし、連携・分担して

子供たちに必要な資質・能力を身に付けさせることができる学校（チームとしての学校）の実

現に向け取り組む。 

・課題を抱えた児童生徒に対し、教師と連携・分担しながらチームで支援を行うことができる

よう、スクールカウンセラー（SC）やスクールソーシャルワーカー（SSW）等の専門スタッフの

資質向上・配置促進や、各地方公共団体において、専門スタッフが力を発揮できる研修や事例

の共有を促進する。平成 31（2019）年度までに、原則として、SC を全公立小中学校に配置する

とともに、SSW を全中学校区に配置し、それ以降は、配置状況も踏まえ、配置時間の充実等学

校における専門スタッフとしてふさわしい配置条件の実現を目指す。また、SSW 等の育成の在

り方について、福祉関係者等との意見交換等を通じて、引き続き検討を行う。加えて、法的側

面からのいじめ予防教育や児童生徒を取り巻く問題についてアドバイスを行う法的専門家であ

るスクールロイヤーの配置の在り方について検討を行う。 

・スポーツ・文化指導に係る専門性を有し、教師と連携して部活動を支え、大会引率も可能な

部活動支援の配置を行う。新たな教育や、いじめ等の課題に対応するための指導体制の在り方

などに対する教育政策の効果を評価する実証研究を推進する。 

・新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き

方改革に向け、中央教育審議会における検討も踏まえながら、業務の役割分担・適正化を着実

に実行するための方策に取り組むとともに、必要な環境整備を行う。また、学校が作成する計

画等や組織運営の在り方についての見直しを進めるとともに、勤務時間に関する意識改革と時

間外勤務の抑制のための必要な措置を講ずる。あわせて、教育委員会をはじめとした教育関係

者における、学校における働き方改革に係る取組を促進する。 

 

 

 

 

 

 

新たな時代における教師・教職員集団の持続的な成長の在り方 

―前回特別部会の審議のポイント― 

経験を振り返ることを基礎とした学びと他者との対話から得られる学び 

教師・教職員集団の持続的な成長に向けて、急激な変化に対応できるための教師の「学び」

が組織的に行われるような環境づくりが求められる。その際、学校における働き方改革や業務

改善、協働性・心理的安全性を確保した職場環境づくりにより、学ぶための資源である、「学

第３期教育振興基本計画     閣議決定 平成 31 年６月 15 日  

中央教育審議会「令和の日本型学校教育」を担う教師の在り方特別部会（第3回）・教員免許更

新制小委員会（第4回）合同会議資料          

学校管理職を含む新しい時代の教職員集団の在り方の基本的考え方      令和3年8月4日 
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ぶ時間」や「学ぶマインド」を確保していくことを大前提に、教師が「経験を振り返ることを

基礎とした学び」と「他者との対話から得られる学び」が重要な役割を果たすと考えられる。 

「経験を振り返ることを基礎とした学び」は、OJT や校内研修、授業などの学校現場での学び

であり、教師の持続的成長の中核となるものである。「他者との対話から得られる学び」は、

教師の同僚性を生かした校内研修や授業研究などの教師同士の学び合いと、学校管理職やリー

ダーとの面談等によって、客観的なコメントや助言、気づきなどから得られるものである。 

自律した研修組織としての学校の在り方（学び合いのコミュニティ・同僚性） 

校外講習の受講や自己研鑽を含めた教師個人の研修と、校内研修などの学校（教職員集団）

全体の機能強化・充実が、有機的に組み合わさることで、学校の教育力向上が図られる。大量

退職に伴う大量採用期を経て全国的に教員組織の若返りが進む中、校内研修や授業研究などの

日常的かつ組織的な学びの場の重要性はさらに高まっている。こうした学校自体を、教師の学

びのコミュニティと捉えて、自律的な研修組織として機能させていくことが重要であり、その

推進役となる学校管理職やリーダーの果たす役割が大きい。教師が学校組織で働く中で、自ら

が成長実感をもって、学校教育活動に当たることが重要である。 

学校管理職（特に校長）に求められる資質能力 ― これまでの整理の振り返り― 

「学校組織マネジメント研修モデル・カリキュラム」においては、以下の通り管理職の役割

が示されている。これを基礎としながら、今日の学校教育を巡る状況も踏まえ、校長の役割と

必要な資質能力を再整理してはどうか。 

管理職に期待される４つの役割と校長に期待される具体的な役割行動（例示） 

１．学校ビジョン構築 

学校教育目標の実現に向けて、学校の中期・短期（年度）双方の視点から、取り組むべき重

点事項を明確にし、実現のシナリオを描く役割。 

・学校の中期的なビジョンを具体的に描く 

・特色ある学校づくりの方向性を示す 

・学校の置かれた状況を多面的に把握し、教職員に発信する 

・教育成果の向上に向けた、リスクを恐れないビジョンを構築する 

２．環境づくり 

学校教育目標の実現に向けて、学校内外の「人的資源」「物的資源」「資金的資源」「情報

的資源」「ネットワーク資源」を最も効果的に活かすため、学校の組織づくりや環境整備をす

る役割。 

・学校での教育成果をあげるための担任・校務等の組織づくりをする 

・教職員の自律性や創意工夫を生かす仕組みをつくる 

・部会、委員会、校務の各部やチームの役割を明確にする 

・教頭との率直な議論により、学校全体の運営を検討する 

・教職員とのコミュニケーションを図り、お互いの意思疎通を図る 

３．人材育成 

学校の各種活動を通じて、自らと教職員の能力を向上させ、人としての成長を促進させる役

割。 

・教職員の能力向上のための機会としくみをつくる 

・適宜、配慮ある指導アドバイスをする 

・教育者としての姿勢について体現することによって指導する（校長のうしろ姿を見せる） 

・教職員に対するメンタルヘルスにも配慮する 

・教頭を将来の校長として育成する 

４．外部折衝 

学校の各種活動を効果的・効率的に進めるため、学校外部に理解を求め、外部との協働ネッ

トワークを築く役割。 

・学校教育の課題解決に向け、教育委員会と連携して取り組む 
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・地域住民や保護者に対して､学校の方針などのメッセージを発信する 

・自校の課題に応じて他校などの情報を収集し、取捨選択の上で、学校運営に生かす 

・外部とのさまざまな調整の最終責任者として自覚する 

※文部科学省マネジメント研修カリキュラム等開発会議「学校組織マネジメント研修―これ

からの校長・教頭等のために― （モデル・カリキュラム）」（平成 16 年 3 月）を基に作成 

― 最近の動き― 

都道府県教育委員会等が定める学校管理職の教員育成指標の多くで、特に以下の事項等が共

通して求められている。 

・学校の置かれた状況や教育課題の把握と明確な経営ビジョンの提示、それらを踏まえたカ

リキュラム・マネジメントの実施 

・目標達成に向けた適切な校務分掌の設定など組織体制の整備 

・地域や家庭、関係機関との連携のためのコミュニケーション 

・危機管理体制の構築 

・良好な職場環境の確保・業務改善の推進 

・適切な人事評価や指導・助言、研修や OJT の推進を通じた人材育成 

・管理職としての責任感、向上心等 

・国や県、市町村の教育施策の理解 

近年の中央教育審議会の答申などにおいては、特に以下について学校管理職に必要な資質

として指摘されているところである。 

・支援スタッフ、事務職員など多様な人材の一層の活用や、教員の業務分担・組織体制の見

直し、ミドルリーダーとなる教員の活躍の促進等により学校における働き方改革を進める

学校組織マネジメントの能力 

・教職員のみならず地域住民や保護者等ともビジョンを共有し、彼らの力を学校運営に生か

し、地域との連携・協働を推進していく意識と能力 

 

 

 

 

第 13 節 きめ細かで質の高い教育に対応するための教職員等の指導体制の整備 

２ 新学習指導要領の円滑な実施と学校における働き方改革のための指導・運営体制の構築 

（3）チームとしての学校の実現に向けて 

子供を取り巻く課題は複雑化・多様化しており、こうした課題に対応していくためには、組織

として教育活動に取り組む「チームとしての学校」体制を創り上げ、学校の機能を強化してい

くことが必要です。文部科学省では、平成 27 年 12 月に中央教育審議会で取りまとめられた「チ

ームとしての学校の在り方と今後の改善方策について（答申）」で提言された三つの視点に沿っ

て、引き続き、「チームとしての学校」の実現に取り組んでまいります。 

 教師が、学校や子供たちの実態を踏まえ、学習指導や生徒指導等に取り組むためには、指導

体制の充実が必要です。加えて、心理や福祉等の専門性を有するスタッフについて、学校の職

員として、職務内容等を明確化し、質の確保と配置の充実を進める必要があります。具体的に

は、新学習指導要領の円滑な実施や、いじめ・不登校への対応強化などに必要な教職員定数の

拡充を進めてまいります。また、平成 29 年４月からスクールカウンセラーやスクールソーシャ

ルワーカー、部活動の引率等を単独で行うことができる部活動指導員を法令上に位置付けまし

た。文部科学省としては、その配置に係る支援を行うことで、配置を促進していくこととして

おります。 

 専門性に基づく「チームとしての学校」が機能するためには、校長のリーダーシップが重要

であり、学校のマネジメント機能を今まで以上に強化していくことが求められます。そのため

には、優秀な管理職を確保するための取組や、事務機能の強化など校長のマネジメント体制を

平成 30 年度 文部科学白書   文部科学省 
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支える仕組みを充実することが求められており、引き続き、取組を進めてまいります。また、

平成 29 年 4 月には、学校事務職員がより主体的・積極的に校務運営に参画することを目指し、

その職務規定を見直したほか、学校の事務機能強化を推進するため、共同学校事務室の制度を

法令上明確化しました。 

 教職員がそれぞれの力を発揮し、伸ばしていくことができるようにするためには、人材育成

の充実や業務改善の取組を進めることが重要です。具体的には、人事評価結果の処遇や研修へ

の適切な反映や、小規模市町村において、専門的な指導・助言を行う指導主事の配置充実等に

取り組んでまいります。また、平成 31 年 1 月に中央教育審議会で取りまとめられた「新しい時

代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関

する総合的な方策について（答申）」等を踏まえ、業務の役割分担・適正化や多様な主体との連

携、必要な人材の確保等、「チームとしての学校」の機能強化に着実に取り組んでまいります。 

 

 

 

 

４．「令和の日本型学校教育」の構築に向けた今後の方向性 

（２）連携・分担による学校マネジメントを実現する  

○ 学校が様々な課題に対処し、学校における働き方改革を推進するためには、従来型のマ 

ネジメントの下、学校の有するリソースだけで対処するには限界がある。校長のリーダー 

シップの下、組織として教育活動に取り組む体制を整備することが必要である。その際、 

校長を中心に学校組織のマネジメント力の強化を図るとともに、学校内、あるいは学校外 

との関係で、「連携と分担」による学校マネジメントを実現することが重要となる。  

○  学校内においては，教師とは異なる知見を持つ外部人材や、スクールカウンセラー、 ス

クールソーシャルワーカー等の専門スタッフなど、多様な人材が指導に携わることができ

る学校を実現することが求められる。また、教師同士の関係においても、校長のリーダー

シップの下、教師が担う業務の適正化や、校内の各種委員会の整理・統合等の学校の組織

体制の在り方を見直すことを通じて、教師が児童生徒としっかりと向き合い、 教師本来の

業務に専門性を発揮できるようにするとともに、学級担任、教科担任等の役割を適切に分

担し、学校組織全体としての総合力を発揮していくことが求められる。 

○  また、コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）の設置が努力義務であることを 

踏まえ、また、地域学校協働本部の整備により、保護者や地域住民等の学校運営への参加・

参画を得ながら、学校運営を行う体制の構築を図り、地域全体で子供たちの成長を支えて

いく環境を整えていくことが必要である。   

○  その他、学校が家庭や地域社会と連携することで、社会とつながる協働的な学びを実現

するとともに、働き方改革の観点からも、保護者や PTA、地域住民、児童相談所等の福祉

機関、NPO、地域スポーツクラブ、図書館・公民館等の社会教育施設など地域の関係機関と

学校との連携・協働を進め，学校・家庭・地域の役割分担を文部科学省が前面に立って強

力に推進することで、多様性のあるチームによる学校とし、「自立」した学校を実現する

ことが必要である。  

○  その実現に向けては、教育課程と関連付けることが求められており、新学習指導要領を

踏まえ、教育課程に基づき組織的かつ計画的に各学校の教育活動の質の向上を図ること（カ

リキュラム・マネジメント）が重要である。 

「令和の日本型学校教育」の構築を目指して（答申） 

                     中央教育審議会 令和３年１月 26 日 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Society5.0 時代が到来しつつあり、急激な社会

的変化が進む中、学校教育には、一人一人の児童が、

自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる

他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と

協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな

人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となるこ

とができるよう、その資質・能力を育成することが

求められている。 

校長は、変化する時代の潮流や近未来的な課題と

教育の役割を踏まえ、経営方針を明確にして、教育

活動を展開する必要がある。そして、児童がよりよ

い教育活動等を享受できるよう、絶えずその評価と

改善を進めていかなければならない。 

学校評価においては、自己評価とともに、学校関

係者評価が実施され、さらに第三者評価も進められ

ている。学校は経営や教育活動の自律的・継続的な

改善に努め、評価をより実効性のあるものとし、説

明責任を果たさなければならない。そして、連携・

参画の在り方について家庭や地域・関係機関と論議

し、共通理解を形成していくことが重要である。 

一方、人事評価は、学校職員の資質・能力の向上

と学校の活性化に資することを目的としており、校

長は評価者として教職員への適切な指導と対話を

重ね、各自の意識変革や能力開発を促し、個々の人

事評価が学校の組織全体の成長発展につながるよ

うに取り組むことが大切である。 

本分科会では、教育を巡る状況と子どもの未来を

しっかりと見据えた学校経営の在り方について考

え、学校評価と人事評価をツールとした組織マネジ

メントの改善等を通して、学校における教育の改革

を着実に推し進め、学校教育の充実を図るための具

体的方策と成果を明らかにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 学校経営の組織的かつ継続的な改善に向けた学

校評価の充実  

学校が保護者や地域住民から信頼される組織とな

るためには、明確な経営ビジョンを策定し、取組の過

程や目標への達成状況を点検・評価していくことが

大切である。 

学校評価は、展望をもった目標と計画を策定し、カ

リキュラム・マネジメントと関連付けながら実践を

吟味し、経営改善に生かしていくものである。また、

その結果を保護者や地域に公表し、適切な説明責任

を果たしていくためのツールでもある。併せて学校

関係者評価への保護者や地域住民の参画を通して、

開かれた学校としての信頼を得ることも重要である。 

このような視点に立ち、学校目標の実現を図るた

めの学校評価を、組織的かつ継続的な学校経営の工

夫・改善のツールとして効果的に活用する上での、校

長の果たすべき役割と指導性を究明する。 

 

⑵ 教職員の資質・能力の向上に向けた人事評価の

工夫 

学校が成熟した組織となるためには、教職員一人

一人が校内における役割と責任を自覚し、主体的に、

かつ同僚性を生かして取り組んでいくことが重要で

ある。 

人事評価は、資質・能力の向上及び学校の組織の活

性化に資するとともに、その成果が児童に還元され

ることを目標として実施されなければならない。 

人事評価を行うに当たって、校長は、教職生活全体

を通じた人材育成と捉え、計画的・継続的に行う必要

がある。また、人事評価の信頼性を高めるために、評

価基準や評価方法の提示、授業観察や観察後の指導、

校務の取組状況の把握等のきめ細かい対応が必要と

なる。さらには、その成果を適時、フィードバックし、

指導助言することも人材育成の観点から求められる。 

このような視点に立ち、学校目標の実現を図るた

め、教職員の人事評価を人材育成の工夫・改善に効果

的に生かす上での、校長の果たすべき役割と指導性

を具体的に究明する。 

第３分科会 評価・改善 

Ⅰ 学校経営  研究課題 学校教育の充実を図るための評価・改善の推進と 

校長の在り方 

分科会の趣旨 研究の視点 

第３分科会 評価・改善 ‐１‐ 



第３分科会 「評価・改善」 

研究課題  「学校教育の充実を図るための評価・改善の推進と校長の在り方」 

 

１ 「研究課題」のもつ今日的な課題性や先見性、意識改革の必要性についての解説 

人工知能（AI）、ビッグデータ、Internet of Things（IoT）、ロボティクス等の先端技術が高度化

してあらゆる産業や社会生活に取り入れられた Society5.0 時代が到来しつつあり、社会の在り方

そのものがこれまでとは「非連続」と言えるほど劇的に変わる状況が生じつつある。  

このような状況の下、令和時代の始まりとともに、「学習指導要領の全面実施」「学校における働

き方改革」「GIGA スクール構想」という、学校教育にとって極めて重要な取組が大きく進展してお

り、校長は新しい時代への学び（学びのイノベーション）に向けた、学校経営の改革に取り組んで

いくことが必要である。 

学校の裁量が拡大し、自主性・自律性が求められる中で、自校の教育活動等の成果を検証し、必

要な支援・改善を行うことにより、児童がよりよい教育活動等を享受できるように、学校運営の改

善と発展を目指し教育の水準の向上と保証を図ることは重要な課題である。そのためには、自己評

価を通し教職員自身が学校運営の状況を把握し、その改善に主体的に取り組むことが重要であり、

また学校評議員制度の活用を含めて地域・保護者等による学校関係者評価による客観的評価が必要

である。これら、学校評価を公表するとともに、それに基づいて「教育の質の保証・向上」「学校運

営の改善」に努めなくてはならない。校長は学校改善に取り組む指針を明確に立て、自己評価・学

校関係者評価などの実施を通して学校評価の充実と学校改善への取組を図っていかなければならな

い。 

さらに学校は、時代の変化に伴い様々な教育課題の解決を求められており、その教育力を一層充

実させなければならない。そのためには、何より子どもの教育に直接携わる教職員がその力を最大

限発揮することが重要であり、その意欲を一層高め、資質・能力の向上に努めるとともに、組織体

である学校の活性化に向け、校長を中心に教職員が相互に連携・協働して学校教育目標の達成や課

題解決に向け取組を進めていく必要がある。学校教育は、地域社会や保護者の信頼の上に成り立つ

ものであり、両者との連携を深め、信頼される学校づくりを進めていくことが求められている。こ

のような背景から、平成２６年６月に地方公務員法が改正され、学校職員人事評価制度が導入され

た（平成２８年４月施行）。地方公務員法で導入される人事評価制度は、能力・業績の両面から評

価するものであり、評価基準の明示や自己申告、面談、評価結果の開示等の仕組みにより客観性等

を確保し、人材育成にも活用されなければならない。校長は教職員一人一人をしっかりと評価する

ことが求められており、その上で、学校において、教職員同士や専門スタッフ等との協働を進めて

いくために、チームとしての活動を適切に評価できるような工夫を講じることが重要である。ま

た、人事評価を行うに当たっては、校長が、教員の授業を見たり、校務の取組状況等を把握したり

することが重要であり、その際、校長は、適時、適切なフィードバックを行うことが人材育成の観

点から重要である。学校職員人事評価制度は、こうした観点に立って、教職員の資質・能力の向上

と意識改革を図り、学校の活性化や改善に結び付けていかなければならない。 

学校教育目標の達成のために、学校職員人事評価制度と学校評価制度との二つの制度が有機的な

連携を図り運営に生かされるように進めていく必要がある。 

２ 「研究課題」を究明する視点  

（１）学校経営の組織的かつ継続的な改善に向けた学校評価の充実 

  ・学校評価における評価システムの活性化と評価内容や評価方法の創意工夫  

 ・教育活動全体の見直し改善や学校運営と組織の改革  

（２）教職員の資質・能力の向上に向けた人事評価の工夫 

  ・人材育成における校長の指導性と意欲を高める人事評価を生かした学校経営の推進  

  ・教育活動全体の見直し改善や教員の資質・能力の向上 

第３分科会 評価・改善 ‐２‐ 
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３ 分科会の方向性と「研究視点」に関する参考資料 

 

 

 

 

 

○ 人工知能（AI）、ビッグデータ、Internet of Things（IoT）、ロボティクス等の先端技術が

高度化してあらゆる産業や社会生活に取り入れられた Society5.0 時代が到来しつつあり、社

会の在り方そのものがこれまでとは「非連続」と言えるほど劇的に変わる状況が生じつつある。  

また、学習指導要領の改訂に関する平成 28（2016）年の中央教育審議会答申においても、社

会の変化が加速度を増し、複雑で予測困難となってきていることが指摘されたが、新型コロナ

ウイルス感染症の世界的な感染拡大により、その指摘が現実のものとなっている。  

○ このように急激に変化する時代の中で、我が国の学校教育には、一人一人の児童生徒が、自

分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様な

人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の

創り手となることができるよう、その資質・能力を育成することが求められている。 

 

 

 

 

 

学校評価の必要性と目的 

○ 学校の裁量が拡大し、自主性・自律性が高まる上で、その教育活動等の成果を検証し、必要な

支援・改善を行うことにより、児童生徒がより良い教育活動等を享受できるよう学校運営の改

善と発展を目指し、教育の水準の向上と保証を図ることが重要である。また、学校運営の質に

対する保護者等の関心が高まる中で、学校が適切に説明責任を果たすとともに、学校の状況に

関する共通理解を持つことにより相互の連携協力の促進が図られることが期待される。 

これらのことから、学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果

に基づき学校及び設置者等が学校運営の改善を図ること、及び、評価結果等を広く保護者等に

公表していくことが求められる。 

○ このことから、学校評価は以下の三つを目的として実施するものであり、これにより児童生徒

がより良い教育活動等を享受できるよう学校運営の改善と発展を目指すための取組と整理する。 

① 各学校が、自らの教育活動その他の学校運営について、目指すべき目標を設定し、その達成

状況や達成に向けた取組の適切さ等について評価することにより、学校として組織的・継続

的な改善を図ること。 

② 各学校が、自己評価及び保護者など学校関係者等による評価の実施とその結果の公表・説明

により、適切に説明責任を果たすとともに、保護者、地域住民等から理解と参画を得て、学

校・家庭・地域の連携協力による学校づくりを進めること。 

③ 各学校の設置者等が、学校評価の結果に応じて、学校に対する支援や条件整備等の改善措置

を講じることにより、一定水準の教育の質を保証し、その向上を図ること。 

 

学校評価に関する規定 

○学校教育法 

第42条 小学校は、文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活動その他の学校運

営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講

ずることにより、その教育水準の向上に努めなければならない。 

※幼稚園、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校等にもそれぞれ準用。 

○学校教育法施行規則 

第66条 小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、

その結果を公表するものとする。 

２ 前項の評価を行うに当たっては、小学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うも

のとする。 

学校評価ガイドライン[平成28年改訂] 

                        文部科学省 平成 28 年３月 22 日 

           平成 23 年 9 月 30 日    文部科学省 

日 

月 30 

 

「令和の日本型学校教育」の構築を目指して（答申） 

                       中央教育審議会 令和３年１月 26 日 

           平成 23 年 9 月 30 日    文部科学省 

日 

月 30 
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第67条 小学校は、前条第一項の規定による評価の結果を踏まえた当該小学校の児童の保護者

その他の当該小学校の関係者（当該小学校の職員を除く。）による評価を行い、その結果を

公表するよう努めるものとする。 

第68条 小学校は、第六十六条第一項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行

った場合はその結果を、当該小学校の設置者に報告するものとする。 

※幼稚園、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校等にもそれぞれ準用。 

教職員評価との関係 

(目標管理型の評価制度としての共通性と相違点) 

○ 一般に、教職員評価では、各学校の目標等をもとに、教職員一人一人が目標設定を行い、その

目標の達成度を評価する目標管理型の評価制度を目指すものが多い。各学校の目標設定を出発

点とする点で、このような教職員評価は学校評価と共通している。 

○ しかしながら、教職員評価が適切な人事管理や個々の教職員の職能の開発を目的とし、その結

果は公表になじまないものであるのに対し、学校評価では、組織的活動としての学校運営の改

善を目的とし、その結果を公表し、説明責任を果たすこととしているため、両者は、その目的

が大きく異なる。 

 (外部アンケート等の活用) 

○ 「教職員評価」の用語は多義的であるが、例えば、 

① 地方公務員法等に基づき法律上の義務として行われる教職員の人事評価であって、その評価

の結果に基づき人事・給与等の処遇が行われるようなもの 

② 授業観察を通じて教員がわかりやすい授業に取り組んでいるかどうかや、割り当てられた校

務分掌を適切に処理しているかなどの教職員の取組を検証することにより、教職員が抱える課

題の発見や今後の改善につなげるためのものなど、様々な類型があり得る。 

○ 学校評価は、学校という機関の、組織としての教育活動やマネジメントの状況を評価して、教

職員の気づきを喚起し学校運営の改善を促すために行うものである。その一環として、例えば

授業の理解度等について児童生徒等の状況を把握し、その結果を踏まえ、学校全体として授業

法に関する研修等の取組や適切な校務分掌等を促すなど、評価結果を組織の活性化のために適

切に活用することが期待される。更に、場合によっては特定された個々の教職員の取組の改善

に向けて学校として組織的にサポートしていくことも考えられる。 

同時に、この点において、学校評価と教職員評価等はその手法や内容の一部について共通す

る面を有している。 

○ 一方、人事評価としての教職員の評価は、個々の教職員について多面的な評価を行い、その結

果を日ごろの服務監督や人事権者による人事・給与などの処遇に反映することを目的としてお

り、学校の組織としての状況の把握や改善を目指すものではない。 

○ このことから、例えば、学校評価の一環として行われた外部アンケート等の結果について、前

に述べた学校における取組のみならず、学校から報告を受けた教育委員会において、教職員の

研修の必要性の判断や指導を行う際などに活用することも考えられる。しかし、学校評価と教

職員の評価はそもそも目的が異なっており、手法や内容等についても異なる面が多いことから、

教職員の人事評価として用いることを前提にその一人一人に至るまで保護者・児童生徒による

厳密な授業評価等を行うことは、それは教職員の人事評価として行うものと切り分けて整理す

ることが適当である。 

 

 

 

 

 

１ 学校職員人事評価制度の導入背景 

○ 時代の変化に対応して各学校においても様々な教育課題の解決を求められており、学校はそ

の教育力を一層充実させなければなりません。 

○ そのためには、何より児童生徒の教育に直接携わる学校職員がその力を最大限発揮すること

が重要であり、その意欲を一層高め、資質能力の向上に努めるとともに、組織体である学校の活

性化に向け、校長を中心に学校職員が相互に連携・協働して学校の教育目標の達成や課題解決に

向け取組を進めていく必要があります。 

学校職員人事評価制度（市町村立学校用）手引き  
北海道教育委員会（平成30年４月改訂） 



第３分科会 評価・改善 - 5 - 

  

○ また、学校教育は、保護者や地域社会の信頼の上に成り立つものであるため、その連携を深め、

信頼される学校づくりを進めていくことが求められています。 

○ こうした中、学校職員評価制度が平成２０年度から実施されておりますが、平成２８ 年４月

から地方公務員法が改正され、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績

を把握した上で行われる人事評価制度を導入し、これを任用、給与、分限その他の人事管理の基

礎とすることとされました。そのため、現在実施している学校職員評価制度を地方公務員法の改

正の内容に基づき、学校職員人事評価制度として、必要な見直しを行うこととしたところです。 

２ 学校職員人事評価制度の目的及び方向性 

○ 学校職員評価制度は、学校職員の資質能力の向上と学校の活性化に資するものとして導入し、

その成果が児童生徒に還元されることを目的として実施されてきたところです。 

この度の地方公務員法の改正に伴い、学校職員人事評価制度として必要な見直しを行い、これま

での目的に加え、評価結果を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用することとし

ますが、従来の学校職員評価制度と同様に次の観点に基づき、実施します。 

学校職員人事評価制度の方向性として、これまでと同様に次の４つの観点を制度に反映させます。 

①  学校教育目標の達成に向けた協働促進の観点   ② 意欲の向上促進の観点 

③ 資質能力の向上促進の観点   ④ 信頼される学校づくりを支える観点 

(1) 学校教育目標の達成に向けた協働促進の観点 

○ 現在、学校は、地域の期待を受け、学校の伝統を尊重しながら、未来へ向けて特色ある学校づ

くりを進めており、それぞれ学校の独自の教育目標を設定し、学校が抱える課題の解決に向けて

努力を重ねています。このようなことから、それぞれの学校の置かれている状況を十分反映しな

がら、教育目標の達成や課題の改善につながる制度として、学校職員人事評価制度を実施します。 

○ また、学校教育活動は多岐にわたっており、学校においては、学校職員一人一人がそれぞれの

役割を果たすとともに連携・協働して教育活動を行うことが求められており、学校職員人事評価

制度は学校の教育目標の達成のため学校職員の協働の促進を視野に入れて実施します。 

(2) 意欲の向上促進の観点 

○ 学校の活性化や学校職員の資質・能力の向上のためには、何よりまず個々の学校職員の意欲の

一層の向上を図ることが大切です。学校職員人事評価制度は学校職員を励ますものであり、評価

が意欲につながる制度である必要があります。 

○ 学校職員の意欲を一層高めていくためには、何よりも個々の学校職員の努力や成果を適切に

評価することが大切です。 

○ 目標達成のため、様々な努力を行い、その結果、成果を上げている学校職員と着実な成果を上

げることができない学校職員が同様の評価、取扱いを受け、その努力や成果が適正に評価されな

い状況があれば、学校職員の志気に悪影響を及ぼすとともに保護者や地域社会等の理解も得られ

ません。 

○ 評価に当たっては、学校職員の意欲を高めるという観点から、成果だけでなく、結果を生み出

すに至った要因（ 能力など） や過程（努力など）についても把握することが大切です。 

○ 評価は、公正、公平、妥当であることはもとより、透明性の高いものであることが大切であり、

その内容が個々の学校職員へ適切にフィードバックされることによって、学校職員を指導・評価

する立場にある校長等と、学校職員との信頼関係が育ち、学校職員の意欲の向上につながるもの

でなければなりません。 

(3) 資質・能力の向上促進の観点 

○ 学校職員の評価は、個々の学校職員の具体的な資質・能力の向上につながる制度でなければな

りません。 

○ 学校職員が資質・能力を向上させるためには、自己目標や目標達成のための取組方法等を設定

し、「計画(Plan)→ 実践(Do)→ 評価(Check)→改善(Action)」のサイクルの中で、年代や職能に

応じて、意識的計画的に研修を行うことが必要ですが、そのためには、自らの能力や課題を常に

認識することが大切です。 

○ 期待される資質・能力は、その学校が抱える課題や学校職員個々の役割などにより異なり、能

力開発を行うにも、学校職員一人一人の評価を行い、その結果をフィードバックして、本人が自

己の能力を認識した上で資質能力の向上に取り組むことが大切です。 

(4) 信頼される学校づくりを支える観点 

○ 学校教育は保護者や地域社会の信頼の上に成り立つものであり、学校職員の人事評価制度は、
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学校評価制度と相まって、説明責任を明らかにできるものであることが求められます。また、学

校全体の取組がなければ、一人一人評価しても全体の力とはなりません。 

○ 学校評価制度は、学校の教育活動その他学校運営の状況について、自己評価や外部評価を行う

とともにその結果を公表し、評価結果に基づいて学校運営の改善を行っていこうとするものです。 

○ 学校職員人事評価制度は、学校の教育目標を職員に示し、目標管理手法を導入しながら学校職

員の評価を行い、その結果をフィードバックして学校職員の資質能力の向上や学校の活性化を図

ろうとするものであり、学校の教育目標の達成のためには、二つのシステムが有機的に連携して

運営されることが望まれます。 

 

 

 

 

第３章 教育課程の編成及び実施    第５節 学校運営上の留意事項 

１ 教育課程の改善と学校評価等 

①  カリキュラム・マネジメントの実施と学校評価との関連付け（第１章第５の１のア） 

ア 各学校においては、校長の方針の下に、校務分掌に基づき教職員が適切に役割を分担しつつ、

相互に連携しながら、各学校の特色を生かしたカリキュラム・マネジメントを行うよう努めるも

のとする。また、各学校が行う学校評価については、教育課程の編成、実施、改善が教育活動や

学校運営の中核となることを踏まえ、カリキュラム・マネジメントと関連付けながら実施するよ

う留意するものとする。 

  本項は、カリキュラム・マネジメントを、校長の方針の下に、全教職員の適切な役割分担と

連携に基づき行うとともに、学校評価と関連付けて行うことを示している。 

  カリキュラム・マネジメントは、本解説第３章第１節の４において示すように、学校教育に

関わる様々な取組を、教育課程を中心に据えて組織的かつ計画的に実施し、教育活動の質の向

上につなげていくものである。カリキュラム・マネジメントの実施に当たって、「校長の方針

の下に」としているのは、学校の教育目標など教育課程の編成の基本となる事項とともに、校

長が定める校務分掌に基づくことを示しており、全教職員が適切に役割を分担し、相互に連携

することが必要である。その上で、児童の実態や地域の実情、指導内容を踏まえて効果的な年 

間指導計画等の在り方や、授業時間や週時程の在り方等について、校内研修等を通じて研究を

重ねていくことも重要であり、こうした取組が学校の特色を創り上げていくこととなる。 

  また、各学校におけるカリキュラム・マネジメントの取組は、学校が担う様々な業務の効率 

化を伴ってより充実することができる。この点からも、「校長の方針の下」に学校の業務改善

を図り、指導の体制を整えていくことが重要となる。 

  次に、各学校が行う学校評価は、学校教育法第 42 条において「教育活動その他の学校運営

の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずる」

と規定されており、教育課程の編成、実施、改善は教育活動や学校運営の中核となることを踏

まえ、教育課程を中心として教育活動の質の向上を図るカリキュラム・マネジメントは学校評

価と関連付けて実施することが重要である。 

  学校評価の実施方法は、学校教育法施行規則第 66 条から第 68 条までに、自己評価・学校関

係者評価の実施・公表、評価結果の設置者への報告について定めるとともに、文部科学省では

法令上の規定等を踏まえて「学校評価ガイドライン〔平成 28 年改訂〕」（平成 28 年３月文部

科学省）を作成している。同ガイドラインでは、具体的にどのような評価項目・指標等を設定

するかは各学校が判断するべきことではあるが、その設定について検討する際の視点となる例

が 12 分野にわたり示されている。カリキュラム・マネジメントと関連付けて実施する観点か

らは、教育課程・学習指導に係る項目はもとより、当該教育課程を効果的に実施するための人

的又は物的な体制の確保の状況なども重要である。 

  各学校は、例示された項目を網羅的に取り入れるのではなく、その重点目標を達成するため

に必要な項目・指標等を精選して設定することが期待され、こうした例示も参照しながら各教

科等の授業の状況や教育課程等の状況を評価し改善につなげていくことが求められる。 

小学校学習指導要領解説 総則編                文部科学省 平成29年６月  



 

 

 

 

 

 

 

人工知能（AI）、ビッグデータ、Internet of 

Things(IoT)、ロボティクス等の先端技術が高度

化してあらゆる産業や社会生活に取り入れられ

た Society 5.0 時代が到来し、子どもたちを取り

巻く環境が大きく変化する中で、学校は、子ども

たちに「生きる力」を育むことを目指し、基礎的・

基本的な知識や技能の習得、課題を解決するため

に必要な思考力・判断力・表現力等の育成、主体

的に学習に取り組む態度の育成に向けての教育

課程を編成していくことが求められている。さら

に、創意ある教育課程の編成・実施・評価・改善

を進め、社会の変化を柔軟に受け止めていく「社

会に開かれた教育課程」にしていくことも求めら

れている。 

こうした状況の中で学校においては、家庭や地

域と連携・協働して、子どもたちが社会の変化に

主体的に関わり、課題解決を図る知性・創造性を

発揮できるようにするとともに、より多様化が進

む子どもたちを誰一人取り残すことなく、その資

質・能力を育成することが求められている。 

そこで、校長は、教育課程を編成し、その成果

と課題の把握に努め、その結果をもとに、教育課

程の改善を図り、これからの時代を生きる子ども

たちに必要な資質・能力を育成する創意ある教育

の推進に向けて積極的に取り組むことが重要で

ある。そのためには、教育課程のＰＤＣＡサイク

ルの確立や地域などの外部資源の効果的な活用

等、社会に開かれた創意ある教育課程にしていく

ためのカリキュラム・マネジメントが求められる。 

本分科会では、校長のリーダーシップの下、よ

りよい学校教育を通してよりよい社会を創ると

いう目標を学校と社会が共有し、新しい社会を切

り拓くための知性・創造性を育む教育課程の編

成・実施・評価・改善についての具体的方策と成

果を明らかにする。 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授

業改善の推進  

学習指導要領では、子どもたちが学習内容を人

生や社会の在り方と結び付けて深く理解し、これ

からの時代に求められる資質・能力を身に付け、

生涯にわたって能動的に学び続けることができ

るよう、主体的・対話的で深い学びの実現に向け

た授業改善の推進を目指している。 

主体的・対話的で深い学びの実現に向けては、

児童の学習状況を的確に捉え、教師が指導の改善

を図るとともに、児童が自らの学びを振り返って

次の学びに向かうことができるよう、学習評価の

在り方を改善し、指導と評価の一体化を図る必要

がある。 

このような視点から、主体的・対話的で深い学

びに向けた授業改善を推進するための校長の果

たすべき役割と指導性を究明する。 

 

⑵ 知性・創造性を育む教育課程の編成・実施・

評価・改善 

子どもたちに今日的な課題を克服していく力

を身に付けることができるようにするためには、

全教職員が子どもたちに育成すべき資質・能力に

ついて共通理解を深めるとともに、そのために必

要な学習指導の工夫や教材の開発について協働

して取り組み、実践の結果を基に教育課程の見直

しを常に図っていく仕組みを確立する必要があ

る。 

そのために校長は、知性・創造性を育むための

教育課程編成上の課題を明確にし、家庭や地域と

連携・協働を図り、絶えずより望ましい学習活動

等の充実・改善を図ることが大切である。 

このような視点から、知性・創造性を育む教育

課程を編成・実施・評価・改善していくための校

長の果たすべき役割と指導性を究明する。 

第４分科会 知性・創造性 

Ⅱ 教育課程  研究課題 知性・創造性を育むカリキュラム・マネジメント

の推進と校長の在り方 

 

 

 

分科会の趣旨 研究の視点 
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第 4分科会 「知性・創造性」 

研究課題 「知性・創造性を育むカリキュラム・マネジメントの推進と校長の在り方」 

 

1 「研究課題」のもつ今日的課題性や先見性、意識改革の必要性についての解説 

 人工知能（AI），ビッグデータ，Internet of Things(IoT)，ロボティクス等の先端技術が高度化して

あらゆる産業や社会生活に取り入れられた Society 5.0 時代が到来しつつあり，社会の在り方そのも

のがこれまでとは「非連続」と言えるほど劇的に変わる状況が生じつつある。こうした構造的な変化の

中で、より多様化が進む子どもたちを誰一人取り残すことなく、その資質・能力を育成することが求め

られている。そのためには、子どもたちの現状や課題を踏まえつつ、時代の変化を見極め、必要な学習

内容をどのように学び、どのような資質・能力を身に付け、何ができるようになるのかを明確にしてい

くことが重要となってくる。特に、新しい社会を切り拓いていく子どもに育てるために、どのような社

会になっても自分のよさと可能性を信じ、他者と協働しながら主体的に課題解決を図り、よりよい人生

や社会を創り出すための、知性や創造性の育成に力を入れていくことが重要である。 

 そこで、現行の学習指導要領の改訂における基本方針では以下のように述べている。（平成２８年８月

1日中央教育審議会教育課程企画特別部会資料より） 

○教育基本法や学校教育法が目指す普遍的な教育の根幹を踏まえ、グローバル化の進展や人工知能（Ａ

Ｉ）の飛躍的な進化など、社会の加速度的な変化を受け止め、将来の予測が難しい社会の中でも、伝統

や文化に立脚した広い視野を持ち、志高く未来を創り出していくために必要な資質・能力を子供たち一

人一人に確実に育む学校教育を実現。“よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創る”という目標を学

校と社会が共有し、連携・協働しながら、新しい時代に求められる資質・能力を子供たちに育む「社会

に開かれた教育課程」を実現。 

○ＡＩも学習し進化する時代において、人間が学ぶことの本質的な意義や強みを問い直し、これまで改

訂の中心であった「何を学ぶか」という指導内容の見直しに加えて、「どのように学ぶか」「何ができ

るようになるか」の視点から学習指導要領を改善。  

○持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）等の考え方も踏まえつつ、社会において自立的に生きるため

に必要な「生きる力」を育むという理念のさらなる具体化を図るため、学校教育を通じてどのような資

質・能力が身に付くのかを、以下の三つの柱に沿って明確化。 

 ①生きて働く「知識・技能」の習得 

  ②未知の状況にも対応できる「思考力・判断力・表現力等」の育成  

 ③学びを人生や社会に生かそうとする「学びに向かう力・人間性」の涵養  

このようなことを踏まえ校長は、主体的・対話的で深い学びに向けて、児童の学習状況を的確に捉え、

授業改善を図るとともに、児童が自らの学びを振り返って次の学びに向かうことができるための学習評

価の在り方を改善し、指導と評価の一体化を図る必要がある。また、よりよい学校教育を通してよりよ

い社会をつくるという目標を学校と社会が共有し、新しい社会を切り拓くために必要な知性と創造性を

育むためのカリキュラム・マネジメントの実施を促進していかなければならない。 

 

２ 「研究課題」を究明する視点 

（１）主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の推進  

  ・資質・能力を育むために学びの質に着目し、過程を重視した学習の充実 

・指導の改善や学習意欲の向上を図り、資質・能力の育成に生かす学習評価の充実 

（２）知性・創造性を育む教育課程の編成・実施・評価・改善 

  ・学習の内容と方法を重視し、学びの過程を質的に高めていく教育課程の編成・実施 

  ・教育課程を軸に学校教育の評価・改善の好循環を生み出すカリキュラム・マネジメントの充実 
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３ 分科会の方向性と「研究視点」に関する参考資料 

 

 

第４章 初等中等教育の充実 第２節 学習指導要領が目指す教育の実現  

１ 新学習指導要領について  

④各学校におけるカリキュラム・マネジメントの推進 

新しい時代に求められる資質・能力を子供たちに育む「社会に開かれた教育課程」の理念の実現を目

指し、各学校において教育課程を軸に学校教育の改善・充実の好循環を生み出すカリキュラム・マネジ

メントの充実を図る必要があります。カリキュラム・マネジメントとは、子供たちや学校、地域の実態

を適切に把握した上で、  

・教育の目的や目標の実現に必要な教育の内容等を教科等横断的な視点で組み立てること 

・教育課程の実施状況を評価してその改善を図っていくこと  

・教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保するとともにその改善を図ることなどを通して、

教育課程に基づき組織的かつ計画的に各学校の教育活動の質の向上につなげていくことです。各学校に

おいては、管理職のみならず全ての教職員がカリキュラム・マネジメントの必要性を理解し、適切に役

割分担をして相互に連携するとともに、日々の授業等 についても、教育課程全体の中での位置付けを意

識しながら取り組むことが重要です。 

⑤教育内容の主な改善事項  

（ア）言語能力の確実な育成 

言葉は、学校という場において子供たちが行う学習活動を支える重要な役割を果たすものであり、全

ての教科等における資質・能力の育成や学習の基盤となるものです。したがって、言語能力の向上は、

学校における学びの質や、教育課程全体における資質・能力の育成の在り方に関わる課題であり、ます

ます重視していく必要があります。新学習指導要領においては、言語能力を支える語彙の段階的な習得

も含め、発達の段階に応じた言語能力の育成が図られるよう、国語科を要としつつ教育課程全体を見渡

した組織的・計画的な取組を進めることとしています。 

（イ）理数教育の充実 

次代を担う科学技術系人材の育成や国民一人一人の科学に関する基礎的素養の向上を図るため、理数

好きな子供の裾野の拡大や子供の才能を見いだし伸ばしていくことが重要です。新学習指導要領におい

ては、算数・数学、理科で育成を目指す資質・能力を明確化し、日常生活等から問題を見いだす活動や

見通しをもった観察・実験などの充実により更に学習の質を向上させることとしています。  

（ウ）伝統や文化に関する教育の充実 

国際社会で活躍する日本人の育成を図るためには、我が国や郷土の伝統や文化を受け止め、その良さ

を継承・発展させるための教育を充実することが必要です。このため、新学習指導要領においては、我

が国の言語文化、県内の主な文化財や年中行事の理解、我が国や郷土の音楽、和楽器、武道、和食や和

服などの指導を通して、我が国の伝統や文化についての理解を深める学習の充実を図っています。  

（エ）道徳教育の充実 

学校教育では、心と体の調和のとれた人間の育成を目指して、子供たちの発達の段階に応じた道徳教

育を展開することとしています。 

小学校では平成 30年度、中学校では令和元年度から「特別の教科 道徳」が全面実施され、高等学校

では、平成 30年 3月に公示した新学習指導要領において、校長のリーダーシッ プの下、道徳教育推進

教師を中心に、全ての教師が協力して道徳教育を展開することを新たに規定するとともに、公民科の「公

共」及び「倫理」並びに特別活動が、人間としての在り方生き方に関する中核的な指導の場面であるこ

とを明記しました。 

これを踏まえ、文部科学省では、各地域の特色を生かした道徳教育を推進するため、研修の実施や地

域教材の活用など、各学校や地方公共団体等の多様な取組を支援するとともに、 映像資料等を紹介する

「道徳教育アーカイブ」の内容の充実を図っています。 

（オ）体験活動の充実 

生命や自然を大切にする心や他を思いやる優しさ、社会性、規範意識などを育てるため、 学校におい

令和２年度 文部科学白書       文部科学省 

平成 17年 6月 7日 
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て、自然体験活動や集団宿泊体験、奉仕体験活動といった様々な体験活動を行うことは極めて有意義で

す。新学習指導要領においては、生命の有限性や自然の大切さなどを実感するための体験活動の充実や

自然の中での集団体験活動、職場体験を重視するといった 体験活動の充実を進めることとしています。  

（カ）外国語教育の充実  

新学習指導要領では、外国語教育の更なる改善・充実のため、「何が出来るようになるか」という観点

から、小・中・高等学校を通じた五つの領域（「聞くこと」「読むこと」「話すこと ［やり取り・発表］」

「書くこと」）別の目標を設定しています。 

小学校では、中学年から「聞くこと」、「話すこと」を中心とした外国語活動を通じて外国語に慣れ親

しみ、外国語学習への動機付けを高めた上で（年間 35単位時間程度）、高学年から発達段階に応じて段

階的に「読むこと」、「書くこと」を加え、教科として学習を行っています（年間 70単位時間程度）。中

学校では、互いの考えや気持ちなどを外国語で伝え合う対話的な言語活動を重視し、授業を外国語で行

うことを基本としています。また、高等学校では、複数の領域を結び付けた統合的な言語活動を通じて、

五つの領域を総合的に育成する科目群として「英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ」を設定し、「英語コ

ミュニケーションⅠ」を共通必履修科目とするとともに、発信力の強化に特化した科目群として「論理・

表現Ⅰ・ Ⅱ・Ⅲ」を設定しています。  

（キ）情報活用能力の育成 

新学習指導要領では、「情報活用能力」を、言語能力などと同様に「学習の基盤となる資質・能力」と

位置付けられ、各学校におけるカリキュラム・マネジメントを通じて、教育課程全体で育成するものと

しています。また、各学校において、コンピュータや情報通信ネットワークなどの ICT環境を整備し、

これらを適切に活用した学習活動の充実に配慮することとしています。 

情報活用能力をより具体的に捉えれば、学習活動において必要に応じてコンピュータ等の情報手段を

適切に用いて情報の収集・整理・発信・共有等を行うことができる力であり、さらに情報手段の基本的

な操作の習得や、プログラミング的思考、情報モラル、情報セキュリティ、統計等に関する資質・能力

等も含むものです。これを確実に育んでいくためには、各教科等の特質に応じて適切な学習場面で育成

を図ることが重要です。 

 

 

 

１ 教育課程編成の原則（第１章第１の１） 

１ 各学校においては、教育基本法及び学校教育法その他の法令並びにこの章以下に示すところに従い、

児童の人間として調和のとれた育成を目指し、児童の心身の発達の段階や特性及び学校や地域の実態

を十分考慮して、適切な教育課程を編成するものとし、これらに掲げる目標を達成するよう教育を行

うものとする。 

(1) 教育課程の編成の主体 

教育課程の編成主体については、第１章総則第１の１において「各学校においては、適切な教育課程

を編成するものとし」と示している。また、第１章総則第１の２では、学校の教育活動を進めるに当た

っては、各学校において「創意工夫を生かした特色ある教育活動を展開する」ことが示されており、教

育課程編成における学校の主体性を発揮する必要性が強調されている。 

学校において教育課程を編成するということは、学校教育法第37 条第４項において「校長は、校務を

つかさどり、所属職員を監督する。」と規定されていることから、学校の長たる校長が責任者となって

編成するということである。これは権限と責任の所在を示したものであり、学校は組織体であるから、

教育課程の編成作業は、当然ながら全教職員の協力の下に行わなければならない。「総合的な学習の時

間」をはじめとして、創意工夫を生かした教育課程を各学校で編成することが求められており、学級や

学年の枠を超えて教師同士が連携協力することがますます重要となっている。 

各学校には校長、副校長、教頭のほかに教務主任をはじめとして各主任等が置かれ、それらの担当者

を中心として全教職員がそれぞれ校務を分担処理している。各学校の教育課程は、これらの学校の運営

組織を生かし、各教職員がそれぞれの分担に応じて十分研究を重ねるとともに教育課程全体のバランス

に配慮しながら創意工夫を加えて編成することが大切である。また、校長は学校全体の責任者として指

小学校学習指導要領解説 総則編              文部科学省  平成 29 年７月  
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導性を発揮し、家庭や地域社会との連携を図りつつ学校として統一のある、しかも一貫性をもった教育

課程の編成を行うように努めることが必要である。 

(2) 教育課程の編成の原則 

本項が規定する「これらに掲げる目標」とは、学習指導要領を含む教育課程に関する法令及び各学校

が編成する教育課程が掲げる目標を指すものである。また、「目標を達成するよう教育を行うものとす

る」の規定は、前述のとおり、教育基本法第２条（教育の目標）、学校教育法第21 条（義務教育の目標）

及び第30 条（小学校教育の目標）が、いずれも「目標を達成するよう行われるものとする」と規定して

いることを踏まえたものであり、児童が目標を達成することを義務づけるものではないが、教育を行う

者は、これらに掲げる目標を達成するように教育を行う必要があることを示したものである。 

２ 生きる力を育む各学校の特色ある教育活動の展開（第１章第１の２） 

(1) 確かな学力（第１章第１の２の(1)） 

基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得させ、これらを活用して課題を解決するために必要な思

考力、判断力、表現力等を育むとともに、主体的に学習に取り組む態度を養い、個性を生かし多様な人々

との協働を促す教育の充実に努めること。その際、児童の発達の段階を考慮して、児童の言語活動など、

学習の基盤をつくる活動を充実するとともに、家庭との連携を図りながら、児童の学習習慣が確立する

よう配慮すること。 

教育基本法第２条第１号は、教育の目的として「幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を

養う」ことを規定し、学校教育法第 30 条第２項は、小学校教育の実施に当たって、「生涯にわたり学習

する基盤が培われるよう、基礎的な知識及び技能を習得させるとともに、これらを活用して課題を解決

するために必要な思考力、判断力、表現力その他の能力をはぐくみ、主体的に学習に取り組む態度を養

うことに、特に意を用いなければならない」と規定している。 

本項は、こうした法令の規定を受け、児童が確かな学力を身に付けることができるよう、基礎的・基

本的な知識及び技能の習得と、思考力、判断力、表現力等の育成、主体的に学習に取り組む態度の涵養

を目指す教育の充実に努めることを示している。加えて、変化が激しく予測困難な時代の中でも通用す

る確かな学力を身に付けるためには、自分のよさや可能性を認識して個性を生かしつつ、多様な他者を

価値のある存在として尊重し、協働して様々な課題を解決していくことが重要であることから、学校教

育法第 30 条第２項に規定された事項に加えて、「個性を生かし多様な人々との協働を促す」ことを示し

ている。 

こうした知識及び技能の習得や、思考力、判断力、表現力等の育成、主体的に学習に取り組む態度、

多様性や協働性の重視といった点は、第１章総則第１の３(1)から(3)までに示す資質・能力の三つの柱

とも重なり合うものであることから、その詳細や資質・能力の三つの柱との関係については、本解説第

３章第１節の３において解説している。また、確かな学力の育成は、第１章総則第３の１に示すとおり、

単元や題材など内容や時間のまとまりを見通した、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善

を通して実現が図られるものであり、そうした学習の過程の在り方については、本解説第３章第３節の

１において解説している。 

本項においては、確かな学力の育成に当たって特に重要となる学習活動として、児童の発達の段階を

考慮して、まず「児童の言語活動など、学習の基盤をつくる活動を充実する」ことを示しており、学習

の基盤となる資質・能力の育成について第１章総則第２の２(1)において言語活動の充実について第１

章総則第３の１(2)において規定されている。 

加えて本項では、「家庭との連携を図りながら、児童の学習習慣が確立するよう配慮すること」の重要

性を示している。小学校教育の早い段階で学習習慣を確立することは、その後の生涯にわたる学習に影

響する極めて重要な課題であることから、家庭との連携を図りながら、宿題や予習・復習など家庭での

学習課題を適切に課したり、発達の段階に応じた学習計画の立て方や学び方を促したりするなど家庭学

習も視野に入れた指導を行う必要がある。 

４ カリキュラム・マネジメントの充実（第３章第１の４） 

４ 各学校においては、児童や学校及び地域の実態を適切に把握し、教育の目的や目標の実現に必要な

教育の内容等を教科等横断的な視点で組み立てていくこと、教育課程の実施状況を評価してその改善を

図っていくこと、教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保するとともにその改善を図ってい
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くことなどを通して、教育課程に基づき組織的かつ計画的に各学校の教育活動の質の向上を図っていく

こと（以下「カリキュラム・マネジメント」という。）に努めるものとする。 

本項は、各学校が教育課程に基づき組織的かつ計画的に各学校の教育活動の質の向上を図っていくこ

とができるよう、カリキュラム・マネジメントとは何かを定義するとともにその充実について示してい

る。 

教育課程はあらゆる教育活動を支える基盤となるものであり、学校運営についても、教育課程に基づ

く教育活動をより効果的に実施していく観点から組織運営がなされなければならない。カリキュラム・

マネジメントは、学校教育に関わる様々な取組を、教育課程を中心に据えながら組織的かつ計画的に実

施し、教育活動の質の向上につなげていくことであり、本項においては、中央教育審議会答申の整理を

踏まえ次の三つの側面から整理して示している。具体的には、 

・ 児童や学校、地域の実態を適切に把握し、教育の目的や目標の実現に必要な教育の内容等を教科等

横断的な視点で組み立てていくこと、 

・ 教育課程の実施状況を評価してその改善を図っていくこと、 

・ 教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保するとともにその改善を図っていくこと 

などを通して、教育課程に基づき組織的かつ計画的に各学校の教育活動の質の向上を図っていくことと

定義している。 

また、総則の項目立てについても、各学校におけるカリキュラム・マネジメントを円滑に進めていく

観点から、教育課程の編成、実施、評価及び改善の手続を踏まえて、①小学校教育の基本と教育課程の

役割（第１章総則第１）、②教育課程の編成（第１章総則第２）、③教育課程の実施と学習評価（第１章

総則第３）、④児童の発達の支援（第１章総則第４）、⑤学校運営上の留意事項（第１章総則第５）、⑥道

徳教育に関する配慮事項（第１章総則第６）としているところである。各学校においては、こうした総

則の全体像も含めて、教育課程に関する国や教育委員会の基準を踏まえ、自校の教育課程の編成、実施、

評価及び改善に関する課題がどこにあるのかを明確にして教職員間で共有し改善を行うことにより学校

教育の質の向上を図り、カリキュラム・マネジメントの充実に努めることが求められる。 

ア 児童や学校、地域の実態を適切に把握すること 

教育課程は、第１章総則第１の１が示すとおり「児童の心身の発達の段階や特性及び学校や地域

の実態を十分考慮して」編成されることが必要である。各学校においては、各種調査結果やデータ

等に基づき、児童の姿や学校及び地域の現状を定期的に把握したり、保護者や地域住民の意向等を

的確に把握した上で、学校の教育目標など教育課程の編成の基本となる事項を定めていくことが求

められる。 

イ カリキュラム・マネジメントの三つの側面を通して、教育課程に基づき組織的かつ計画的に各学校

の教育活動の質の向上を図っていくこと 

学校の教育活動の質の向上を図る取組は、教育課程に基づき組織的かつ計画的に行われる必要が

ある。各学校においては、第１章総則第５の１アに示すとおり、「校長の方針の下に、校務分掌に基

づき教職員が適切に役割を分担しつつ、相互に連携しながら各学校の特色を生かしたカリキュラム・

マネジメントを行う」ことが必要である。また、教育課程は学校運営全体の中核ともなるものであ

り、同じく第１章総則第５の１アに示すとおり、学校評価の取組についても、カリキュラム・マネ

ジメントと関連付けながら実施するよう留意が必要である。 

組織的かつ計画的に取組を進めるためには、教育課程の編成を含めたカリキュラム・マネジメン

トに関わる取組を、学校の組織全体の中に明確に位置付け、具体的な組織や日程を決定していくこ

とが重要となる。校内の組織及び各種会議の役割分担や相互関係を明確に決め、職務分担に応じて

既存の組織を整備、補強したり、新たな組織を設けたりすること、また、分担作業やその調整を含

めて、作業ごとの具体的な日程を決めて取り組んでいくことが必要である。 

また、カリキュラム・マネジメントを効果的に進めるためには、何を目標として教育活動の質の

向上を図っていくのかを明確にすることが重要である。第１章総則第２の１に示すとおり、教育課

程の編成の基本となる学校の経営方針や教育目標を明確にし、家庭や地域とも共有していくことが

求められる。 



 

 

 

 

 

 

 

情報化・グローバル化が進んでいる現在、科学

技術の発展や新型コロナウイルス感染症との対

峙等により、社会や生活が大きく変化していくこ

とが予想されており、人々の幸福や持続可能な社

会の実現を図ることが一層重要となる。このよう

な時代の中では、子どもたちが人との関わりの中

で自らを律しつつ、自己を確立し、他人を思いや

る心や感動する心をもつ豊かな人間性を備えた

人として育ち、自分らしく主体的に生きていける

教育を推進していくことが肝要である。 

学校には、豊かな人間性と未来を切り拓く力を

育む教育活動を展開していくことが求められて

いる。その基盤となるのが、人権教育であり、道

徳教育である。 

道徳教育については、自立した一人の人間とし

て、人生を他者と共によりよく生きる人格を形成

することを目指すものであり、子どもたちが夢や

希望をもって未来を拓き、人間としてよりよく生

きようとする力が育成されるよう指導の一層の

充実を図っていかなければならない。 

また、人権教育については、インターネット上

での書き込みによる誹謗中傷等、新たな人権問題

も多発する社会において、子どもたちに人間と生

命の価値を自覚し尊重することや、人と調和して

共に生きること、人の痛みや思いに共感すること

などを育むことを教育活動全般の中で進めてい

くことが必要である。 

本分科会では、校長のリーダーシップの下、道

徳教育や人権教育など心の教育に関わる教育実

践を推進するとともに、家庭や地域等と連携・協

働した取組を実現し、人間性豊かな日本人を育成

するためのカリキュラム・マネジメントの具体的

方策と成果を明らかにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴  豊かな心を育む道徳教育の推進 

子どもたちの豊かな心の育成は、特別の教科 

道徳はもとより、各教科等の特質に応じて適切な

指導を行うことが必要である。また、子どもたち

に育むべき道徳性の内容を的確に捉えるととも

に、多様で効果的な指導方法を取り入れ、豊かな

心を育成する道筋を踏まえた教育活動を吟味し、

展開していくことも求められている。 

校長は、このような認識に立ち、未来社会に生

きる子どもたちの人格形成を見据えて、規範意識

や自尊感情を高め、夢や希望をもって未来を切り

拓き、よりよく生きることのできる力を育む教育

活動を、家庭や地域と連携しながら進めていかな

ければならない。 

このような視点から、豊かな心を育む道徳教育

を推進する上での、校長の果たすべき役割と指導

性を究明する。 

 

⑵ よりよい社会を創る人権教育の推進 

未来を築く子どもたちにとって、人が生きてい

く上で必要な権利を知り、あらゆる差別を許さず、

文化・価値観・個性の違いこそが豊かさにつなが

ることについて認識することは、人権感覚を育む

ためには重要なことである。そのためには、学級

をはじめ学校生活全体の中で、子どもたち自身が

互いに認め合い、豊かな人間関係を構築していく

ことが大切である。また、子どもたちの人権感覚

は、学校だけでなく家庭や地域社会を通じて育ま

れることから、その連携と協働が不可欠である。 

このような視点から、学校や地域の実態に即し

た、他人を思いやる心、生命や人権を尊重する心、

正義感や公正さを重んじる心等、社会を生き抜く

ために必要な人権感覚を育むための校長の果た

すべき役割と指導性を究明する。 
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第５分科会「豊かな人間性」 

研究課題 「豊かな人間性を育むカリキュラム・マネジメントの推進と校長の在り方」 

 

１ 「研究課題」のもつ今日的な課題性や先見性、意識改革の必要性についての解説 

将来の我が国を築く子どもたちに、他人を思いやる心、生命や人権を尊重する心、正義感や公正さを

重んじる心、規範意識などの道徳性の育成を図ることは、極めて重要なことであり、喫緊に取り組むべ

き社会的要請となっている。 

しかし、近年、生命を大切にする心や思いやりの心などの倫理観や、社会性の育成などが十分ではな

いとの指摘がなされている。子どもの心の成長に関わる現状を見ると、社会的環境の変化、家庭や地域

社会の教育力の低下、体験の減少などを背景に、生命尊重の心の不十分さ、自尊感情の乏しさ、基本的

な生活習慣の未確立、規範意識の低下、人間関係を形成する力の低下など、子どもの心の活力が弱って

きている。 

第２期教育振興基本計画でも、「豊かな情操や、他者、社会、自然・環境と関わり、自らを律しつつ共

に生きる力、主体的に判断し、適切に行動する力などを持つ子どもを育てる。」ことを求めている。 

「豊かな人間性」とは 

○美しいものや自然に感動する心などの感性 

○正義感や公正さを重んじる心 

○生命を大切にし、人権を尊重する心などの基本的な倫理観 

○他人を思いやる心や社会貢献の精神 

○自立心、自己抑制力、責任感 

○他者との共生や異質なものへの寛容 

などの感性や心である。 

  具体的には、学校・家庭・地域それぞれの場で、意図的・計画的・総合的に取り組むことが必要であ

る。学校教育においては、豊かな人間性と未来を切り拓く力を育む教育活動を展開していくことが求め

られている。その基盤となるのが、道徳教育であり、人権教育であると捉えている。 

（１）道徳教育の推進－自立した一人の人間として人生を他者とともによりよく生きる人格を形成する 

      ことを目指し、人間としてよりよく生きようとする力を育成する。 

（２）人権教育の推進－人間と生命の価値を自覚し尊重することや人と調和して共に生きること、人の

痛みや思いに共感することなどを育む。 

    校長は、学校や地域の実態・課題の状況を十分に把握し、推進計画を策定するとともに、校長のリーダ

ーシップの下、全校推進体制を充実させ、日常的に点検・評価を行い、さらに評価結果に基づく改善を図

りながら、実践に努めなければならない。 

 

２ 「研究課題」を究明する視点 

（１） 豊かな心を育む道徳教育の推進 

  ・「特別の教科 道徳」の目標と内容を体系的、構造的に明確にしながら、子どもの実態把握に基づいた 

多様で効果的な指導方法や評価の在り方 

・自立した一人の人間として他者と共によりよく生きるための基盤となる道徳性を養う教育活動 

（２） よりよい社会を創る人権教育の推進 

    ・子どもたちが互いに認め合い、豊かな人間関係を構築していける学校づくりと家庭・地域との連携・

協働 

・教育活動全体を通じて、人権尊重の意義や内容、重要性を理解させ、人権が尊重される社会に貢献

できるような資質・能力の育成 

第５分科会 豊かな人間性 ‐２‐ 



第 5 分科会 豊かな人間性 ‐3‐ 

 

３ 分科会の方向性と「研究視点」に関する参考資料 

 

 

 

 

第1章 学校における人権教育の改善・充実の基本的考え方  

１．人権及び人権教育 

 （２）人権教育とは 

人権教育及び人権啓発の推進に関する法律（平成12年法律第147号。以下「人権教育・啓発推進法」という。）

では、人権教育とは、「人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動」（（第2条）」をいうものとしている。この定

義についても、より具体的にとらえることが必要である。 

 国連の「人権教育のための世界計画」行動計画では、人権教育について「知識の共有、技術の伝達、及び態度の

形成を通じ、人権という普遍的文化を構築するために行う」ものとし、その要素として（a）知識及び技術－人権

及び人権保護の仕組みを学び、日常生活で用いる技術を身に付けること、（b）価値、姿勢及び行動－価値を発展さ

せ、人権擁護の姿勢及び行動を強化すること、（c）行動－人権を保護し促進する行動をとることが、含まれるもの

としている。 

 これらを踏まえれば、人権教育の目的を達成するためには、まず、人権や人権擁護に関する基本的な知識を確実

に学び、その内容と意義についての知的理解を徹底し、深化することが必要となる。また、人権が持つ価値や重要

性を直感的に感受し、それを共感的に受けとめるような感性や感覚、すなわち人権感覚を育成することが併せて必

要となる。さらに、こうした知的理解と人権感覚を基盤として、自分と他者との人権擁護を実践しようとする意

識、意欲や態度を向上させること、そしてその意欲や態度を実際の行為に結びつける実践力や行動力を育成するこ

とが求められる。 

 （３）人権感覚とは 

人権感覚とは、人権の価値やその重要性にかんがみ、人権が擁護され、実現されている状態を感知して、これを

望ましいものと感じ、反対に、これが侵害されている状態を感知して、それを許せないとするような、価値志向的

な感覚である。「価値志向的な感覚」とは、人間にとってきわめて重要な価値である人権が守られることを肯定し、

侵害されることを否定するという意味において、まさに価値を志向し、価値に向かおうとする感覚であることを言

ったものである。このような人権感覚が健全に働くとき、自他の人権が尊重されていることの「妥当性」を肯定し、

逆にそれが侵害されることの「問題性」を認識して、人権侵害を解決せずにはいられないとする、いわゆる人権意

識が芽生えてくる。つまり、価値志向的な人権感覚が知的認識とも結びついて、問題状況を変えようとする人権意

識又は意欲や態度になり、自分の人権とともに他者の人権を守るような実践行動に連なると考えられるのである。 

 （４）人権教育を通じて育てたい資質・能力 

人権教育は、人権に関する知的理解と人権感覚の涵養を基盤として、意識、態度、実践的な行動力など様々な資

質や能力を育成し、発展させることを目指す総合的な教育であることがわかる。 

 このような人権教育を通じて培われるべき資質・能力については、次の3つの側面（1．知識的側面、2．価値的・

態度的側面及び3．技能的側面）から捉えることができる。 

 

 

 

 

【第１章】 

１ 人権教育  ⑴ 学校教育 

ア 人権教育の推進 

 文部科学省では、「人権教育・啓発推進法及び人権教育・啓発に関する基本計画」（平成14年閣議決定、平成23年

一部変更）を踏まえ、学校教育における人権教育に関する指導方法等について検討を行い、（中略）平成20年3月に

「第3次とりまとめ」を公表した。文部科学省では、この第3次とりまとめを全国の国公私立学校や教育委員会等に

配布するなど、人権教育の指導方法等の在り方についての調査研究の成果普及に努めている。 

 また、人権教育の全国的な推進を図るため、平成23年度から、各都道府県教育委員会を通じた学校における人権

教育の特色ある実践事例の収集、公表を行うとともに、平成26年度に文部科学省ホームページ掲載用の人権教育の

理解促進を図るための動画を作成した。平成28年6月3日に、「本邦外出身者に対する不当な差別的言語の解消に向

けた取組の推進に関する法律」（平成28年法律第68号。以下「ヘイトスピーチ解消法」という。）が施行されたこと

人権教育の指導方法等の在り方について「第三次とりまとめ」 

                  人権教育の指導方法等に関する調査研究会議 平成 20年 4月 

令和２年度版 人権教育・啓発白書   

第１章第１節、第２章より  法務省・文部科学省 令和２年６月 
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を踏まえ、外国人の人権尊重に関する実践事例を収集し、その結果を文部科学省ホームページ等で周知した。平成

29年度には、各都道府県・指定都市教育委員会における人権教育指導資料の作成状況を一覧化し、文部科学省ホー

ムページに掲載した。 

 さらに、平成22年度から毎年、「人権教育担当指導主事連絡協議会」を開催し、人権教育の推進に関する情報交換

や協議を行うとともに、「児童の権利に関する条約」（平成6年条約第2号。以下「児童の権利条約」という。）等につ

いて周知を図っている。 

 また、学校、家庭、地域社会が一体となった総合的な取組や、学校における人権教育の指導方法の改善充実につ

いて実践的な研究を委嘱する「人権教育研究推進事業（平成30年度実績：46地域、110校）」、学校における人権教

育の在り方等について調査研究を行う「学校における人権教育の在り方等に関する調査研究」等を実施し、人権教

育の推進に努めている。 

イ 道徳教育の推進 

 文部科学省では、学習指導要領において、学校における道徳教育の充実を図っている。道徳教育は4つの視点、A 

自分自身、B 人との関わり、C 集団や社会との関わり、D 生命や自然、崇高なものとの関わりに分け、発達段

階に応じて19から22の内容項目がある。その中で例えば、C 集団や社会との関わりの中で、誰に対しても差別や

偏見を持たず、公正、公平にすることや、法やきまりを守り、自他の権利を大切にすること等、人権教育にも資す

る指導を行うこととしている。 

 また、道徳教育の一層の充実を図るため、平成30年度から小学校、平成31年度から中学校において「特別の教科 

道徳」を全面実施することとしている。 

 さらに、学校・地域の実情等に応じた多様な道徳教育を支援するため、全国的な事例収集と情報提供、特色ある

道徳教育や教材活用等、地方公共団体への支援を行っている。 

 加えて、幼児期における教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要な役割を果たすことから、各幼稚園に

おいて、道徳性の芽生えを培う指導の充実が図られるように努めている。 

ウ 地域や学校における奉仕活動・体験活動の推進 

 子どもの社会性や豊かな人間性を育む観点から、机上の知育だけではなく、具体的な体験や事物との関わりを通

じた様々な体験活動を積極的に推進することは極めて重要なことである。文部科学省では、豊かな人間性や社会性

を育むために、児童生徒の健全育成を目的とした様々な創意工夫のある長期宿泊体験の取組として「健全育成のた

めの体験活動推進事業」を実施している。 

エ 教員の資質向上等 

 教員の資質能力については、養成・採用・研修の各段階を通じてその向上を図っており、各都道府県教育委員会

等が実施している教諭等に対する初任者研修や中堅教諭等資質向上研修等では、人権教育に関する内容が扱われる

など、人権尊重意識を高めるための取組を行っている。 

 

【第２章】 新型コロナウィルス感染症に関連した差別や偏見・いじめ等への取組 

新型コロナウイルス感染症に関連して，不当な差別，偏見，いじめ等様々な人権問題が発生しています。(中略) 

さらに，文部科学省では，令和２年３月に作成した「新型コロナウイルス感染症に対応した学校再開ガイドライ

ン」において，「感染者，濃厚接触者とその家族，この感染症の対策や治療にあたる医療従事者とその家族に対す

る偏見や差別につながるような行為は，断じて許されないものであり，新型コロナウイルス感染症に関する適切 

な知識を基に，発達段階に応じた指導を行うことなどを通じ，このような偏見や差別が生じないようにすること」

としています。また，「児童生徒等に対し，現在の知見の下での新型コロナウイルス感染症に関する適切な知識を

基に，発達段階に応じた指導を行うことなどを通じ，新型コロナウイルス感染症を理由とした偏見が生じないよう

にするなど，児童生徒等の人権に十分配慮すること」など，海外から帰国した児童生徒等への対応について通知を

発出しました。 

（参考）「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」（令和２年３月１９日新型コロナウイルス感染症対

策専門家会議）（抜粋） 

 ２．市民と事業者の皆様へ 

 （２）感染者、濃厚接触者等に対する偏見や差別について 

    感染者、濃厚接触者とその家族、この感染症の対策や治療にあたる医療従事者とその家族に対する偏見や

差別につながるような行為は、断じて許されません。誰もが感染者、濃厚接触者になりうる状況であるこ

とを受け止めてください。報道関係・報道関係者におかれましては、個人情報保護と公衆衛生対策の観点

から特段の配慮をお願いいたします。 
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第10節 道徳教育の充実 

 学校教育では、調和の取れた人間の育成を目指して、子供たちの発達の段階に応じた道徳教育を展開することと

しています。幼稚園では、各領域を通して総合的な指導を行い、道徳性の芽生えを培うこととしています。小・中

学校では、道徳の時間（週当たり1単位時間）を要として、各教科、総合的な学習の時間、特別活動などそれぞれの

特質に応じて適切な指導を行い、学校の教育活動全体を通じて道徳教育を行うこととしています。高等学校では、

人間としての在り方生き方に関する教育を、学校の教育活動全体を通じて行うことにより、その充実を図ることと

しています。 

 他方、小・中学校に道徳の時間が設置されてから約70年がたちますが、これまで学習指導要領の趣旨を踏まえ、

学校の創意工夫を生かした素晴らしい実践が行われている一方で、道徳教育が本来の役割を果たしきれていないの

ではないかという指摘もなされてきました。 

 また、今後、人工知能をはじめとする技術革新が進むなど、将来を予測することがますます困難な時代になると

予想されます。このような時代を前に、私たち人間に求められるのは、感性を豊かに働かせながら、自分なりに試

行錯誤したり、多様な他者と協働したりして、新しい価値を生み出していくことであり、こうした中で、より良く

生きるための基盤となる資質・能力を養う道徳教育の役割はますます重要となっています。 

 文部科学省では、このような状況を踏まえ、道徳教育の更なる充実のため、道徳の時間を「特別の教科道徳」（道

徳科）として位置付けることなどに係る学習指導要領の一部改正等を行いました。このことにより、答えが一つで

はない道徳的な課題を一人一人の児童生徒が自分自身の問題と捉え、向き合う、「考える道徳」、「議論する道徳」

へと転換が図られるものと考えています。 

 今回の改正の主なポイントは次のとおりです。 

1. 内容について、いじめの問題への対応の充実や発達の段階をより一層踏まえた体系的なものに改善 

2. 問題解決的な学習や体験的な学習などを取り入れ、指導方法を工夫 

3. 数値評価は引き続き実施せず、児童生徒の道徳性に係る成長の様子を継続的に把握 

4. 道徳科に検定教科書を導入 

 今回の改正を踏まえ、小学校では平成30年度から、中学校では31年度からそれぞれ道徳科が全面実施されます。

また、27年度から小・中学校それぞれの実施年度までの間は移行措置として、改正学習指導要領の趣旨を踏まえた

取組が可能となっています。 

 また、評価や指導要録の在り方等については、平成28年7月の「道徳教育に係る評価等の在り方に関する専門家会

議」の報告を踏まえ、同月に文部科学省から「学習指導要領の一部改正に伴う小学校、中学校及び特別支援学校小

学部・中学部における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について（通知）」（平成28年7月29日付け初等中

等教育局長通知）を発出し、道徳科の評価の在り方や指導要録の参考様式について周知・徹底を図りました。その

中では、従来どおり数値による評価は行わないことを前提として、以下のとおり基本的な考え方を示しています。 

1. 他の児童生徒との比較による評価ではなく、児童生徒がいかに成長したかを積極的に受け止めて認め、励

ます個人内評価として記述式で行うこと 

2. 個々の内容項目ごとではなく、大くくりなまとまりを踏まえた評価とすること 

3. 児童生徒がより多面的・多角的な見方へと発展しているか、道徳的価値の理解を自分自身との関わりの中

で深めているかといった点を重視すること 

4. 道徳科の評価は、入学者選抜の合否判定に活用することのないようにすること 

 さらに、文部科学省では、道徳科の全面実施に向け、道徳教育の充実のための資料等をホームページ上で公開す

る「道徳教育アーカイブ」を平成29年5月に開設し、各学校の児童生徒の実態に応じた多様な創意工夫を生かした授

業づくりを支援しています。このほかにも、各地域の特色を生かした道徳教育を推進するため、研修の充実や外部

講師の活用、郷土の歴史や偉人などを取り上げた地域教材の作成、家庭・地域との連携を強化する取組など地方公

共団体等における多様な取組を支援する「道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援事業」を実施しています。 

第11節 人権教育の推進 

 「日本国憲法」及び「教育基本法」の精神にのっとり、学校教育・社会教育を通じて人権尊重の意識を高める教

育を推進することは重要なことです。「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」及び「人権教育・啓発に関す

る基本計画」（平成14年3月15日閣議決定、23年4月1日一部変更）に基づき、政府全体として人権教育・啓発を推進

しています。学校教育においては、児童生徒の発達段階に応じて、学校の教育活動全体を通じて人権尊重の意識を
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高めるための指導を進めており、一人一人を大切にする教育の推進に努めています。 

 文部科学省では、学校教育の分野において、「人権教育の指導方法等の在り方について［第3次まとめ］」（平成

20年3月）等を踏まえつつ、学校・家庭・地域社会が一体となった総合的な取組や学校における指導方法の改善充実

について実践的な研究を行う「人権教育研究推進事業」を実施し、人権教育の先進的な取組の普及に努めています。 

 また、平成23年度から27年度まで人権教育の全国的な推進を図るため、人権教育の実践事例の収集・公表を実施

しました。28年度においては、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」

（平成28年法律第68号）が施行されたことを踏まえ、学校における人権教育の一層の推進に資するため、外国人の

人権尊重に関する実践事例を収集し公開しました。 

 さらに、「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について」（平成27年4月30日付け 初

等中等教育局児童生徒課長通知）を発出するとともに、「性同一性障害や性的指向・性自認に係る、児童生徒に対

するきめ細かな対応等の実施について（教職員向け）」を28年4月に作成し、学校へ周知しました。 

 そのほか、平成22年度から開始した都道府県等の人権教育担当指導主事等を対象とする「人権教育担当指導主事

連絡協議会」を引き続き開催しており、人権教育の重要性について改めて認識を共有するとともに、「本邦外出身

者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」及び「部落差別の解消の推進に関する法律」

（平成28年法律第109号）、北朝鮮による日本人拉致問題や「性同一性障害や性的指向・性自認に係る、児童生徒に

対するきめ細かな対応等の実施について（教職員向け）」等について引き続き周知を図っています。 

 

 

 

(2) 豊かな心（第１章第１の２の(2)） 

① 豊かな心や創造性の涵養（第１章第１の２の(2)の１段目） 

(2) 道徳教育や体験活動、多様な表現や鑑賞の活動等を通して、豊かな心や創造性の涵養を目指した教育の充実に

努めること。 

教育基本法第２条第１号は、教育の目的として「豊かな情操と道徳心を培う」ことを規定しており、本項では、

道徳教育や体験活動、多様な表現や鑑賞の活動等を通して、豊かな心や創造性の涵養を目指した教育の充実に努め

ることを示している。創造性とは、感性を豊かに働かせながら、思いや考えを基に構想し、新しい意味や価値を創

造していく資質・能力であり、豊かな心の涵養と密接に関わるものであることから、本項において一体的に示して

いる。豊かな心や創造性の涵養は、第１章総則第３の１に示すとおり、単元や題材など内容や時間のまとまりを見

通した、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を通して実現が図られるものであり、そうした学習の

過程の在り方については、本解説第３章第３節の１において解説している。本項で示す教育活動のうち、道徳教育

については次項②から④までの解説のとおりであり、体験活動については第１章総則第３の１(5)において示して

いる。多様な表現や鑑賞の活動等については、音楽や図画工作における表現及び鑑賞の活動や、体育における表現

運動、特別活動における文化的行事、文化系のクラブ活動等の充実を図るほか、各教科等における言語活動の充実

（第１章総則第３の１(2)）を図ることや、教育課程外の学校教育活動などと相互に関連させ、学校教育活動全体と

して効果的に取り組むことも重要となる。② 道徳教育の展開と道徳科（第１章第１の２の(2)の２段目）学校にお

ける道徳教育は、特別の教科である道徳（以下「道徳科」という。）を要として学校の教育活動全体を通じて行う

ものであり、道徳科はもとより、各教科、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの特質に応じ

て、児童の発達の段階を考慮して、適切な指導を行うこと。道徳教育は人格形成の根幹に関わるものであり、同時

に、民主的な国家・社会の持続的発展を根底で支えるものでもあることに鑑みると、児童の生活全体に関わるもの

であり、学校で行われる全ての教育活動に関わるものである。各教科、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別

活動にはそれぞれ固有の目標や特質があり、それらを重視しつつ教育活動が行われるが、それと同時にその全てが

教育基本法第１条に規定する「人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備

えた心身ともに健康な国民の育成」を目的としている。したがって、それぞれの教育活動においても、その特質を

生かし、児童の学年が進むにつれて全体として把握できる発達の段階や個々人の特性等の両方を適切に考慮しつつ、

人格形成の根幹であると同時に、民主的な国家・社会の持続的発展を根底で支える道徳教育の役割をも担うことに

なる。中でも、特別の教科として位置付けられた道徳科は、道徳性を養うことを目指すものとして、その中核的な

役割を果たす。道徳科の指導において、各教科等で行われる道徳教育を補ったり、それを深めたり、相互の関連を

考えて発展させ、統合させたりすることで、学校における道徳教育は一層充実する。こうした考え方に立って、道

徳教育は道徳科を要として学校の教育活動全体を通じて行うものと規定している。 
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 社会環境・生活環境の変化は、人々の生活様式

に大きな影響をもたらしたばかりでなく、子ども

たちの心身への影響も大きく、体力・運動能力の

低下をはじめ、ストレスや肥満傾向の増加、生活

習慣病への危険性の高まりなど、様々な健康問題

を引き起こしている。また、運動への関心や運動

する意欲の低下、さらに、運動する子どもとそう

でない子どもとの二極化が進んでおり、子どもの

体力の低下傾向や生活習慣病等が課題となってい

る。 

 こうした課題を乗り越え、子ども一人一人に生

涯にわたって健康で安全な生活を送ることができ

るよう、必要な情報を自ら収集し、適切な意思決

定や行動選択を行い、自らの課題の解決を目指す

ことができる力を育むことが強く求められてい

る。 

 また、子どもが学んだことを、実社会・実生活

に生かすことができるように家庭・地域の連携を

強化し、生涯にわたって主体的にスポーツに親し

む習慣や資質・能力を育み、健康の保持増進に必

要な知識、習慣を身に付けさせることを一層重視

していく必要がある。 

本分科会では、子どもたちが生涯にわたって豊

かなスポーツライフを実現し、健康で安全な生活

を営む実践力を育む教育活動を家庭や地域と密接

に連携・協働しながら推進していくためのカリキ

ュラム・マネジメントについて、その具体的方策

と成果を明らかにする 

 

 

 

 

 

⑴ 生涯にわたって豊かなスポーツライフを実現

する資質や能力を育てる教育活動の推進 

 子どもたちの生活全体から日常的な身体運動が

減少しており、子どもたちの体力は全国的に低下・ 

 

 

 

 

 

 

 

停滞傾向にある。学校教育には、子どもたちが基 

礎的な身体能力を身に付け、豊かなスポーツライ

フを送るための資質・能力の基礎を培っていくこ

とが期待されている。 

そのためには、体育科学習や健康安全・体育的

行事などで、運動の意義や楽しさに気付くことや、

運動の特性に応じて基本的な動きや技能を身に付

けること、友達との交流を大切にしながら活動す

る達成感を味わわせることが大切である。また、

学んだことを家庭や地域社会などで生かせるよう

に、指導の在り方を工夫していくことも重要にな

る。 

 このような視点に立ち、豊かなスポーツライフ

を実現する資質・能力を育てるための教育活動を

推進するために、校長が果たすべき役割と指導性

を明らかにする。 

 

⑵ 健康で安全な生活を営む実践力を育てる教

育活動の推進  

 子どもたちが小学校生活を送る６年間は、発育・

発達の著しい時期であり、ここでの健康・安全教

育は、他のライフステージにも増して重要な役割

がある。 

小学校においては、子どもたちが食事、運動、

休養、睡眠などの重要性を理解し、自らの基本的

な生活習慣を見直すことや、心と体の密接な関連

性を理解し、様々な欲求やストレスに対して、状

況に合わせて適切に対処できる力など、生涯を通

じて健康で安全な生活を営むことのできる資質・

能力の基礎を培うことが求められている。 

また、校長は、あらゆる教育活動を通じて、計

画的・継続的な健康・安全教育を家庭や地域社会

との連携を図りながら推進していかなければなら

ない。 

このような視点に立ち、健康で安全な生活を営

む実践力を育てる教育活動を推進するために、校

長が果たすべき役割と指導性を明らかにする。 
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第６分科会「健やかな体」 

研究課題 「健やかな体を育むカリキュラム・マネジメントの推進と校長の在り方」 

 

１ 「研究課題」のもつ今日的な課題性と先見性、意識改革の必要性についての解説 

 我が国の発展には、全ての国民が心身の健康を確保し、生涯にわたって生き生きと暮らすことができ

るようにしていくことが必要である。そのためには、子どもたちが健全な心と体を培い、未来や国際社

会に向かって羽ばたくことができるようにしていくことが大切である。 

 近年、子どもたちの体力・運動能力の低下が指摘され、肥満や生活習慣病、さらにはストレスの増大

など精神的な問題も多く見られてきており、これまでの施策により一定の歯止めはかかっているものの、

スポーツをする子としない子の二極化傾向が顕著になるなど、体力の向上は引き続き課題となっている。

また、様々な健康情報や性・薬物等に関する情報の入手が容易になってきていることや、想定していな

かった自然災害が発生するなど、社会の変化に伴う安全に関する環境も変化していることを踏まえ、子

どもたちが起こりうる危険を理解し、必要な情報を自ら収集し、適切な意思決定や行動選択を行うこと

ができる力を育むことも課題となっている。これらの背景には、都市化、少子高齢化、情報化、国際化

などにより社会環境や生活環境が急激に変化し、物質的に豊かで便利な生活の中で、子どもたちが体を

動かし、汗を流して取り組む機会が減少してきていることが挙げられている。このように、子どもたち

を取り巻く環境の変化は、子どもたちの成長・発達に少なからず影響を与えている。 

 子どもたちに生きる力と豊かな人間性を育んでいく上で、何よりも健康の保持が重要である。そのた

めには、子どもたちに様々な経験を通じて健康に関する知識と、生涯にわたって自らの健康を管理する

力を身に付け、実践できるようにさせていくことが必要である。たとえば、体育を通して運動習慣を身

に付け体力の向上に努めることや保健や食育を通して心の健康を保つこと、などを自ら進んで行うこと

である。 

 子どもたちに、このような力を身に付けさせるために、学校においては、教職員の役割分担を明確に

し、校内体制を整えて組織的に取り組むことが必要である。また、家庭内の約束事として起床・就寝時

間を決めるなど、家庭・地域社会との密接な連携・協力のもと一体となって子どもの生活習慣づくりに

取り組むことも不可欠である。 

 校長は、多様化・深刻化している子どもの健康課題を解決するために、校内組織の整備を図るととも

に、体育・健康教育全体計画に基づき、全ての教職員が共通の認識を持ちながら取組を進められるよう、

リーダーシップを発揮していくことが必要である。 

 

２ 「研究課題」を究明する視点 

（１）生涯にわたって豊かなスポーツライフを実現する資質や能力を育てる教育活動の推進 

  ・身体能力の向上と基礎的な運動能力や知識を身に付けさせることによる主体的な教育活動の充

実 

・地域・家庭と連携しながら運動習慣を身に付けさせるための学校の役割 

（２） 健康で安全な生活を営む実践力を育てる教育活動の推進 

・たくましく生きる意志と意欲を育み、心身ともに健やかな成長を目指す資質・能力の育成 

  ・生涯にわたって自らの健康を管理し、安全な生活を営む力を育む健康教育の充実 
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３ 分科会の方向性と「研究視点」に関する参考資料 

 

 

 

２．子供たちの現代的な健康課題の解決を図る保健教育 
今日，子供たちを取り巻く状況は，都市化，少子高齢化，情報化，国際化などにより社会環境や生活 
環境が急激に変化している。こうした変化は，子供たちの心身の健康状態や健康に関わる行動に大き 
く影響を与えている。特に，近年では，情報化の進展により，様々な健康情報や性・薬物等に関する 
情報の入手が容易になるなど，子供たちが健康情報や性に関する情報等を正しく選択して適切に行動 
できるようにするとともに，薬物乱用防止等を徹底することが課題となっている。 
また，食を取り巻く社会環境が変化し，栄養摂取の偏りや朝食欠食といった食習慣の乱れ等に起因す 
る肥満や生活習慣病，食物アレルギー等の健康課題も見られる。さらに，東日本大震災をはじめとす 
る様々な自然災害の発生や，情報化やグローバル化等の社会の変化に伴い子供を取り巻く安全に関す 
る環境も変化していることを踏まえ，子供たちが起こりうる危険を理解し，必要な情報を自ら収集し， 
適切な意思決定や行動選択を行うことができる力を育むことも課題となっている。 
今日疾病構造が変化しており，がんや心疾患ならびに精神疾患といった現代的な健康課題の解決が必 
要である。その際，疾病予防の考え方として，一次予防（適切な食事や運動不足の解消，喫煙，スト 
レスコントロールといった健康的な生活習慣づくりの取組や予防接種，環境改善など），二次予防 
（検診等による病気の早期発見と早期治療など），三次予防（適切な治療により病気や障害の進行を 
防ぐこと）などの内容を充実させていくことが求められる。少子高齢化については，若い世代の出産 
子育てや高齢化に伴う健康寿命の延伸なども課題である。 
 これらの多様で喫緊の健康課題を解決するには，学校，家庭，地域が連携・協働し，多面的な対策 
に取り組んでいくことが不可欠である。近年，我が国の子どものむし歯の罹患率や，成人の喫煙率は 
減少傾向を示している。これらの改善には，社会全体での積極的な対策の取組とともに，学校での着 
実な保健教育が大きく寄与している。 
このように保健教育の果たす役割は，今後一層期待されるところである。 
３．保健教育の目標と位置付け 
（１）心身ともに健康な国民の育成 
心身ともに健康な国民の育成は，教育の基本的な目標であり，教育基本法においても第１条（教育の 
目的）に明示されており，その意義は大きい。保健教育は，心身ともに健康な国民を育成する上で極 
めて重要であり，小学校における保健教育がその基礎を築き，さらに中学校及び高等学校の保健教育 
を積み重ねていくことが必要である。 
そのため，小学校の教育関係者が保健教育の重要性を認識し，よりよい実践を推進していくことが， 
今こそ求められている。 
（２）保健教育の目標 
小学校学習指導要領第１章総則第１の２の（３）において示されているとおり，学校における体育・ 
健康に関する指導は，児童の発達の段階を考慮して，学校の教育活動全体を通じて適切に行うことに 
より，健康で安全な生活と豊かなスポーツライフの実現を目指した教育の充実に努めることをねらい 
としている。特に，健康に関する指導については，児童が身近な生活における健康に関する知識を身 
に付けることや，必要な情報を自ら収集し，適切な意思決定や行動選択を行い，積極的に健康な生活 
を実践することのできる資質・能力を育成することが大切であることが示されている。こうした指導 
については，学校段階に応じて，中学校や高等学校学習指導要領総則にも示されている。 
その趣旨に基づき，小学校，中学校，高等学校を通じて，学校における保健教育の目標は，生活環境 
の変化に伴う新たな健康課題を踏まえつつ，児童生徒が積極的に心身の健康の保持増進を図っていく 
資質・能力を身に付け，生涯を通じて健康・安全で活力ある生活を送るための基礎を培うことである。 
特に，小学校教育においては，低学年からの生活習慣の乱れがみられること，就学前教育あるいは義 
務教育としての中学校教育との円滑な接続を図る必要があること等から，各学年の発達の段階の特徴 
を考慮して，身近な生活における自己の健康課題に気付き，その課題解決に向けて自ら取り組み，健 
康な家庭や学校づくりに貢献するための資質・能力の基礎を育成することが大切である。 
（３）保健教育の位置付け 
保健教育は，子供たちの発育・発達の段階を考慮して，学校の教育活動全体を通じて適切に行われる 
必要がある。例えば，体育科保健領域，特別活動（学級活動，児童会活動等），総合的な学習の時は 
もとより，関連する各教科等においても，それぞれの特質に応じて行われることも考えられる。また， 
新しい学習指導要領では，各学校が学校教育に関わる様々な取組を，教育課程を中心に据えながら組 
織的かつ計画的に実施し，教育活動の質の向上を図っていくカリキュラム・マネジメントを行うこと 
が示されており，保健教育についても，組織的かつ計画的な推進が必要である。 
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学校は、子供の健やかな成長を目指して教育活動を行う場であり、子供の健康と安全を保つことは重要で

す。文部科学省では、学校における食育の推進、心と体の健康問題への対応、学校における子供の安全確保

に向けて、様々な施策に取り組んでいます。 

 また、学校における食育の推進並びに安全に関する指導及び心身の健康の保持増進に関する指導について

は、これまでも学校の教育活動全体として取り組むことが重要であるとされてきましたが、平成 29 年 3 月

に公示された新たな学習指導要領の総則においては、体育科（保健体育科）、家庭科（技術・家庭科）及び特

別活動の時間はもとより、それ以外の各教科や総合的な学習の時間等においても適切に行うよう示していま

す。さらに、教育課程の編成及び実施にあたっては、学校保健計画、学校安全計画、食に関する指導の全体

計画等、各分野における学校の全体計画等と関連づけながら効果的な指導を行うこととしています。 

1 学校における食育、学校給食の推進 

（1）学校における食育の推進 

（中略）また、文部科学省では、平成 29 年度から、栄養教諭と養護教諭等が連携した家庭へのアプローチ

や、体験活動を通した食への理解促進など、学校を核として家庭を巻き込んだ取組を推進し、子供の日常生

活の基盤である家庭における食に関する理解を深めることにより、効果的に子供の食に関する自己管理能力

の育成を目指す「つながる食育推進事業」を実施しています。 

（2）学校給食の充実 

学校給食は、栄養バランスの取れた食事を子供に提供することによって子供の健康の保持増進を図ること

に加え、食に関する指導を効果的に進めるための教材として活用することができるなど大きな教育的意義を

持っています。平成 30 年 5 月現在、小学校では 1 万 9、453 校（全小学校の 99.1％）、中学校では 9、122

校（全中学校の 89.9％）が学校給食を実施しています。（以下略） 

2 学校保健の充実 

（1）子供の健康課題に対する総合的な取組 

 現代の多様化・深刻化する子供の健康課題に対応するため、心の健康や性に関する問題、喫煙、飲酒、薬

物乱用防止について記述した「児童生徒の心と体を守る啓発教材」を作成し、全国の小学校、中学校、高等

学校等に配布しました。（中略）さらに、学校、家庭、地域の専門機関等が連携し、学校における健康課題

を協議することによって児童生徒等の健康づくりを推進する学校保健委員会の設置を推進しており、平成 28

年度の設置率は 96％と高い水準を実現しています。 

（2）がん教育の推進 

 がん対策については、厚生労働省が中心となって、「がん対策基本法」の下で政府が策定する「がん対策

推進基本計画」に基づいて行われており、現在は平成 29年度から 34年度までの第三期の計画期間となって

います。（後略） 

（3）薬物乱用防止教育の充実 

 近年の青少年の薬物乱用問題については、これまでの諸対策によって、薬物は絶対に使うべきではないと

考える児童生徒の割合が高くなるなど規範意識の向上が見られ、一定の成果が認められています。（後略） 

3 学校安全の推進 

（1）子供の安全に関する総合的な取組 

 平成 21年 4月に施行された「学校保健安全法」に基づき、学校安全を取り巻く様々な課題に対して学校全

体としての取組体制を整備充実させるため、文部科学省では、29年 3月、「第 2次学校安全の推進に関する

計画」を策定しました。同計画には、学校安全の推進の方向性として目指すべき姿や施策目標を明示した上

で、新たに、学習指導要領の改訂等を踏まえた安全教育の充実方策や、第 1次計画策定後の新たな安全上の

課題への対応等を盛り込んでおり、今後は、同計画に基づき、学校安全の取組を推進することとしています。 

（2）学校での子供の安全確保の充実 

学校は児童生徒等が安心して学習を行うことが求められる場所であり、学校においてその安全な環境を整

備し、事件・事故を防止するための取組を進める必要があります。 

 このため、安全対策として実施する監視カメラや非常通報装置、自動体外式除細動器（AED）の設置などに

関する経費に対して地方財政措置が講じられています。また、文部科学省では、学校における安全教育や安

全管理の充実に資するため、教職員向け学校安全資料として、スマートフォンや SNSの普及に伴う犯罪被 
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害や、ミサイル・テロ等、突発的に大規模な災害をもたらし得る危険が発生するような新たな危機事象など、

近年の様々な安全上の課題等を踏まえ、学校が危機管理マニュアル作成の手引となる参考資料「学校の危機

管理マニュアルの作成の手引」（平成 30 年 2 月）等の活用を促しています。 

 また、学校の管理下で発生した様々な事故の教訓を踏まえ、平成 26 年度から 27 年度にかけて開催された

「学校事故対応に関する調査研究」有識者会議での議論に基づき、事故後の対応の在り方や再発防止に関す

る「学校事故対応に関する指針」を 28 年 3 月に取りまとめ、学校等における適切な対応を促しています。

さらに、熱中症事故を防止するため、毎年暑くなり始める前の 5 月と熱中症救急搬送者数の多い 7 月を中心

に各種通知の発出やメールマガジン、文部科学省ホームページ等により熱中症に対する注意喚起を行ってい

ます。 

（3）地域ぐるみで子供の安全を守る環境整備 

 学校内のみでなく登下校時を含めた子供の安全を確保するためには、地域社会全体で子供の安全を見守る

体制の整備が必要です。登下校の安全を確保するため、これまでも学校、教育委員会、道路管理者、警察な

どの関係機関が連携して実施する通学路の交通安全対策を促すとともに、各地域における定期的な合同点検

の実施や対策の改善・充実等の継続的な取組を促すなど、通学路における交通安全の確保に向けた取組を推

進しており、また、平成 30 年 5 月に新潟市において下校中の児童が殺害される痛ましい事件を受け、関係

省庁により取りまとめられた「登下校防犯プラン」を踏まえ、地域における連携の強化を促すとともに、防

犯の観点による通学路の緊急合同点検の実施や登下校時における安全確保対策の強化に取り組んでいます。 

 また、スクールガード・リーダーやスクールガード（学校安全ボランティア）を活用した地域ぐるみで学

校内外における子供の安全を見守る体制の整備に努めています。 

 さらに、令和元年 5 月に発生した滋賀県大津市の保育園における園外活動中の事故や、神奈川県川崎市に

おいて登下校中の子供たちが殺傷された事件を踏まえて、子供の安全確保に向けた更なる対策を関係省庁と

連携して早急に検討していくこととしています。 

（4）実践的な安全教育の充実 

 学校における安全教育においては、児童生徒等が自他の生命を尊重し、日常生活全般における安全のため

に必要な事柄を実践的に理解し、生涯を通じて安全な生活を送ることができるような態度や能力を養う安全

教育を、生活安全・交通安全・災害安全のそれぞれの分野において行うことが重要です。特に、子供の安全

を確保するためには、子供自身に危険を予測し、危険を回避する能力を育成するよう実践的な安全教育を推

進する必要があります。このため文部科学省では、各種の教職員用の資料や教材を作成し、これらの活用を

促しており、平成 31 年 3 月には、「第 2 次学校安全の推進に関する計画」や「学習指導要領」の改訂を踏ま

えるとともに、東日本大震災を踏まえた防災教育資料「『生きる力』を育む防災教育の展開」と合わせた資料

として、学校安全の総合的な参考資料である「『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育」を改訂して、各学

校等に配布しています。また、「学校安全総合支援事業」において、セーフティプロモーションスクール等の

先進事例を参考とするなどして、学校安全の組織的取組と外部専門家の活用を進めるとともに、各自治体内

での国立・私立を含む学校間の連携を促進する取組等を支援しています。 

 

 

第２期スポーツ基本計画の概要 

第２期計画では、多面にわたるスポーツの価値を高め、広く国民に伝えていくため、計画が目指す方向性

をわかりやすく簡潔に示すよう、「スポーツの価値」に関し、①スポーツで「人生」が変わる、②スポーツで

「社会」を変える、③スポーツで「世界」とつながる、④スポーツで「未来」を創るという４つの観点から、

全ての国民に向けてわかりやすく説明を行った上で、「スポーツ参画人口」を拡大し、他分野との連携・協力

により「一億総スポーツ社会」の実現に取り組むことを、第２期計画の基本方針として提示した。 

また、簡潔な形で施策の体系化を図るとともに、スポーツ庁が関係省庁等の中核となって取り組む施策を取

り入れることとし、第１期計画における政策目標、施策目標、具体的施策という施策の基本的な構造を踏襲

しつつ、その内容の大括り化と一層の体系化を図ることで、第２期計画においては、４つの政策目標、19 の

施策目標、139 の具体的施策としてとりまとめた。 
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(3) 健やかな体（第１章第１の２の(3)） 
学校における体育・健康に関する指導を、児童の発達の段階を考慮して、学校の教育活動全体を通じて適

切に行うことにより、健康で安全な生活と豊かなスポーツライフの実現を目指した教育の充実に努めること。
特に、学校における食育の推進並びに体力の向上に関する指導、安全に関する指導及び心身の健康の保持増
進に関する指導については、体育科、家庭科及び特別活動の時間はもとより、各教科、道徳科、外国語活動
及び総合的な学習の時間などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めること。また、それら
の指導を通して、家庭や地域社会との連携を図りながら、日常生活において適切な体育・健康に関する活動
の実践を促し、生涯を通じて健康・安全で活力ある生活を送るための基礎が培われるよう配慮すること。 
健やかな体の育成は、心身の調和的な発達の中で図られ、心身の健康と安全や、スポーツを通じた生涯に

わたる幸福で豊かな生活の実現と密接に関わるものであることから、体育・健康に関する指導のねらいとし
て、心身ともに健康で安全な生活と豊かなスポーツライフの実現を一体的に示しているところである。これ
からの社会を生きる児童に、健やかな心身の育成を図ることは極めて重要である。体力は、人間の活動の源
であり、健康の維持のほか意欲や気力といった精神面の充実に大きく関わっており、「生きる力」を支える
重要な要素である。児童の心身の調和的発達を図るためには、運動を通して体力を養うとともに、食育の推
進を通して望ましい食習慣を身に付けるなど、健康的な生活習慣を形成することが必要である。こうした現
代的課題を踏まえ、体育・健康に関する指導は、健康・安全で活力ある生活を営むために必要な資質・能力
を育て、心身の調和的な発達を図り、健康で安全な生活と豊かなスポーツライフの実現を目指すものである。 
本項で示す体育に関する指導については、積極的に運動する児童とそうでない児童の二極化傾向が指摘さ

れていることなどから、生涯にわたって運動やスポーツを豊かに実践していくとともに、現在及び将来の体
力の向上を図る実践力の育成を目指し、児童が自ら進んで運動に親しむ資質・能力を身に付け、心身を鍛え
ることができるようにすることが大切である。このため、教科としての体育科において、基礎的な身体能力
の育成を図るとともに、運動系のクラブ活動、運動会、遠足や集会などの特別活動や教育課程外の学校教育
活動などを相互に関連させながら、学校教育活動全体として効果的に取り組むことが求められている。健康
に関する指導については、児童が身近な生活における健康に関する知識を身に付けることや、必要な情報を
自ら収集し、適切な意思決定や行動選択を行い、積極的に健康な生活を実践することのできる資質・能力を
育成することが大切である。特に、学校における食育の推進においては、栄養摂取の偏りや朝食欠食といっ
た食習慣の乱れ等に起因する肥満や生活習慣病、食物アレルギー等の健康課題が見られるほか、食品の安全
性の確保等の食に関わる課題が顕在化している。こうした課題に適切に対応するため、児童が食に関する正
しい知識と望ましい食習慣を身に付けることにより、生涯にわたって健やかな心身と豊かな人間性を育んで
いくための基礎が培われるよう、栄養のバランスや規則正しい食生活、食品の安全性などの指導が一層重視
されなければならない。また、これら心身の健康に関する内容に加えて、自然の恩恵・勤労などへの感謝や
食文化などについても教科等の内容と関連させた指導を行うことが効果的である。食に関する指導に当たっ
ては、体育科における望ましい生活習慣の育成や、家庭科における食生活に関する指導、特別活動における
給食の時間を中心とした指導などを相互に関連させながら、学校教育活動全体として効果的に取り組むこと
が重要であり、栄養教諭等の専門性を生かすなど教師間の連携に努めるとともに、地域の産物を学校給食に
使用するなどの創意工夫を行いつつ、学校給食の教育的効果を引き出すよう取り組むことが重要である。さ
らに、心身の健康の保持増進に関する指導においては、情報化社会の進展により、様々な健康情報や性・薬
物等に関する情報の入手が容易になっていることなどから、児童が適切に行動できるようにする指導が一層
重視されなければならない。体育・健康に関する指導は、こうした指導を相互に関連させて行うことにより、
生涯にわたり楽しく明るい生活を営むための基礎づくりを目指すものである。したがって、その指導におい
ては、体つくり運動や各種のスポーツ活動はもとより、保健や安全に関する指導、給食を含む食に関する指
導などが重視されなければならない。このような体育・健康に関する指導は、体育科の時間だけではなく家
庭科や特別活動のほか、関連の教科や道徳科、総合的な学習の時間なども含めた学校の教育活動全体を通じ
て行うことによって、その一層の充実を図ることができる。各学校において、体育・健康に関する指導を効
果的に進めるためには、全国体力・運動能力、運動習慣等調査などを用いて児童の体力や健康状態等を的確
に把握し、学校や地域の実態を踏まえて、それにふさわしい学校の全体計画を作成し、地域の関係機関・団
体の協力を得つつ、計画的、継続的に指導することが重要である。また、体育・健康に関する指導を通して、
学校生活はもちろんのこと、家庭や地域社会における日常生活においても、自ら進んで運動を適切に実践す
る習慣を形成し、生涯を通じて運動に親しむための基礎を培うとともに、児童が積極的に心身の健康の保持
増進を図っていく資質・能力を身に付け、生涯を通じて健康・安全で活力ある生活を送るための基礎が培わ
れるよう配慮することが大切である。 

 

新学習指導要領解説  総則編                  文部科学省 平成29年6月  
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学校を取り巻く環境が大きく変化し、複雑化す

る中で、これからのよりよい社会をつくり出すた

めの知性と創造性をもつ子どもの育成を図るに

は、教育活動の直接の担い手である教職員が資

質・能力をより一層高め、教育力を向上させるこ

とが求められる。 

しかし、近年の教職員の大量退職・大量採用の

影響により、教職員の経験年数の均衡が顕著に崩

れ始め、かつてのように先輩教職員から若手教職

員への知識・技能等の伝承が困難な状況が起き、

早急な対策が必要となっている。 

学校教育の使命、責務を果たしていくためには、

教職員に必要とされる、教科指導・生徒指導・学

級経営等の能力に加え、危機管理能力や保護者等

への対応力等をも含めた総括的な実践的指導力

を向上させることが不可欠である。これは、児童

や学校・地域の実情に合わせて柔軟かつ創造的に

指導内容・方法を選択し、指導の充実を図ってい

く能力がある。さらに、教職員個々の指導力の向

上にとどまらず、「チーム学校」として質の高い教

育を実践することが必要である。そのためには、

様々な専門性をもつ人材と連携し、チームを組ん

で組織的な対応を行うとともに、保護者や地域の

力を学校経営に生かす視点が重要となる。 

校長は、教職員一人一人の学級経営力・生徒指

導力・校務企画運営力などを見極め、個に応じた

的確なミッションと具体的な解決に向けたビ 

ジョンをもたせるとともに、教職員の資質・能力

やチームとしての学校の力、学校経営への参画意

識等を高める研究・研修を進めていく必要がある。 

本分科会では、教職員の資質・能力の向上を図

るとともに、学校経営への参画意識をもたせ、学

校の教育力を向上させる研究・研修体制の確立と、

その推進について、具体的方策と成果を明らかに

する。 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 学び続ける教職員を目指し、資質・能力の向

上を図る研究・研修体制の充実 

 子どもたちに、これからの予測困難な時代を生

き抜くことのできる力を身に付けさせるために、

教職員は常に探究心や自ら学び続ける姿勢をも

ち、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた

授業改善やカリキュラム・マネジメントの推進に

向け、研究・研修に励む必要がある。 

校長は、教職員一人一人の意識改革を促し、学

校教育目標の実現に向けて、自校の実態や目指す

姿を明らかにしながら、重点課題を絞り、教職員

の資質・能力が高まる校内研究・研修体制の在り

方を追究していかなければならない。  

このような視点から、教職員の資質・能力の向

上を目指す校内研究・研修を推進していくための

校長の果たすべき役割と指導性を究明する。 

 

⑵ 「チームとしての学校」への参画意識を高め

る研修の推進 

学校の教育力は、教職員一人一人の資質・能力

の向上と密接に関係している。現在、経験値の高

い教職員の大量退職と、若い世代の大量採用の時

を迎え、世代交代が顕著となっている。また、少

子化による学校の統廃合や小規模校の増加等の

状況からも人材育成は喫緊の課題である。年齢構

成が変化している学校現場において、それぞれの

キャリアステージに応じた役割と求める資質・能

力に応じた研修の充実が重要となる。校長は、意

図的・計画的な研修の機会を設定し、教職員一人

一人の資質・能力とチームとしての学校への参画

意識を高める必要がある。 

このような視点に立ち、教職員に将来の展望や

学校経営への参画意識をもたせる研修を推進す

る上での、校長の果たすべき役割と指導性を究明

する。 
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Ⅲ 指導・育成  研究課題 学校の教育力を向上させる研究・研修の推進と
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第７分科会 「研究・研修」 

研究課題  「学校の教育力を向上させる研究・研修の推進と校長の在り方」 

 

１ 「研究課題」のもつ今日的な課題性や先見性、意識改革の必要性についての解説 

我が国では、世界に類を見ない速さで少子・高齢化が進み、生産年齢人口の加速度的な減少も見込

まれている。一方、人工知能（AI），ビッグデータ，Internet of Things（IoT），ロボティクス等の

先端技術が高度化してあらゆる産業や社会生活に取り入れられた Society5.0時代が到来しつつあり，

社会の在り方そのものがこれまでとは「非連続」と言えるほど劇的に変わる状況が生じつつある。 

今後訪れるこのような時代においては、人間にしかできない活動が重要になり、正解のない問いや

自ら設定した課題に挑戦していく活動、創造性や高い専門性を発揮して行う活動、人間の感性や思い

やりが求められる活動等が、これまで以上に強く求められることになる。 

子どもたちをどのように育成していくかは日本の将来に大きく関わる問題である。したがっ

て、学校における教育活動の成否は、子どもと直接接している教職員の資質・能力に負うところ

が極めて大きく、教職員の資質・能力の向上は子どもたちの教育の充実を図る上で重要なことは

言うまでもない。 

子どもたちに確かな学力や規範意識を身に付けさせ、社会を生き抜く力を養成する必要がある

とともに、学校現場においては、グローバル化を踏まえた外国語教育の強化、新型コロナウイル

ス感染拡大防止やいじめ問題への対応、特別支援教育の充実、ICTの活用や主体的・対話的で深い

学びの推進など、複雑かつ多様な課題への対応が求められている。このため、高い使命感や倫理

観・規範意識とともに、こうした課題に適切に対応できる、高い専門性と実践的な指導力などを

十分に備えた教職員が求められているのである。 

 これからの教職員に求められる資質・能力とは、教師の仕事に対する使命感や誇りなど教職に対する

強い情熱、人間の成長・発達についての深い理解、子どもに対する教育的愛情や責任感などの豊かな人

間性や社会性、そして、生徒指導力、集団指導の力、学級づくりの力、学習指導・授業づくりの力、教

材解釈の力など教育の専門家としての確かな実践的指導力等である。さらに、教職員という職業自体が

社会的に特に高い人格・識見を求められる性質のものであることから、常識と教養、礼儀作法をはじめ

とする対人関係能力、コミュニケーション能力などの人格的資質、職場の仲間と同僚として協力してい

く総合的な人間力など、変化の時代を生きる社会人に必要な資質・能力をも十分に兼ね備えていなけれ

ばならない。 

 教職とは、日々変化する子どもの教育に携わり、子どもの可能性を拓く創造的な職業である。このた

め、教職員には、常に研究と修養に努め、専門性の向上を図ることが求められている。また、教職員に

は学び続けていくことがこれまで以上に強く求められており、不断に最新の専門的知識や指導技術等を

身に付けていくことが重要である。一方では、中教審において Society5.0 の社会で求められる教師の

役割、資質・能力が示されるなど、超スマート社会に向けての人材の育成、研究・研修が求められてい

る。 

社会の急激な変化や複雑化・多様化する学校現場を取り巻く課題に対応するため、教職員が多様な専

門性をもつ人材と連携・分担してチームとして協働しながら職務を担っていく必要もある。また、近年

の教職員の大量退職、大量採用の影響等で教職員の経験年数の均衡が崩れてきており、それぞれの教職

員のキャリアステージに応じた研修の充実が重要となっている。校長として、意図的かつ継続的に継承

されていく研修の設定を行い、個々の学校経営参画意識を高めていく必要が叫ばれている。 

 

２ 「研究課題」を究明する視点 

（１）学び続ける教職員を目指し、資質・能力の向上を図る研究・研修体制の充実 

・教職員の学び続ける姿勢を培い、専門性を発揮して実践的な指導力を高める研究・研修体制の確

立 

・教職員一人一人が研鑽を積み、求められる資質・能力を高める自己変革の実現 

（２）「チームとしての学校」への参画意識を高める研修の推進 

・学校の教育力向上を図るためにチームとして協働する組織体制の在り方 

・それぞれのキャリアステージに応じた学校経営参画意識を高めるための方策 
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３ 分科会の方向性と「研究視点」に関する研究資料 

 

 

 

 

１ 検討の背景 

新たな知識や技術の活用により社会の進歩や変化のスピードが速まる中、教員の資質能力向上は

我が国の最重要課題であり、世界の潮流でもある。一方、近年の教員の大量退職、大量採用等の影

響により、教員の経験年数の均衡が顕著に崩れ始め、かつてのように先輩教員から若手教員への知

識・技能の伝承をうまく図ることのできない状況があり、継続的な研修を充実させていくための環

境整備を図るなど、早急な対策が必要である。また、教育課程の改善に向けた検討と歩調を合わせ

ながら、各教科等の指導に関する専門知識を備えた教えの専門家としての側面や、教科等を越えた

カリキュラム・マネジメントのために必要な力、アクティブ・ラーニングの視点から学習・指導方

法を改善していくために必要な力、学習評価の改善に必要な力などを備えた学びの専門家としての

側面も備えることが必要である。さらに、教員が多様な専門性を持つ人材等と連携・分担してチー

ムとして職務を担うことにより、学校の教育力・組織力を向上させることが必要であり、その中心

的役割を担う教員一人一人がスキルアップを図り、その役割に応じて活躍できるよう環境整備を図

ることが重要である。このような状況の下、我が国の教員の強みを生かしつつ、教員の養成・採用・

研修の一体的改革を推し進めるべきである。 

２ これからの時代の教員に求められる資質能力 

○これまで教員として不易とされてきた資質能力に加え、自律的に学ぶ姿勢を持ち、時代の変化や

自らのキャリアステージに応じて求められる資質能力を生涯にわたって高めていくことのできる力

や、情報を適切に収集し、選択し、活用する能力や知識を有機的に結びつけ構造化する力。 

○アクティブ・ラーニングの視点からの授業改善、道徳教育の充実、小学校における外国語教育の

早期化・教科化、ＩＣＴの活用、発達障害を含む特別な支援を必要とする児童生徒等への対応など

の新たな課題に対応できる力量。 

○「チーム学校」の考えの下、多様な専門性を持つ人材と効果的に連携・分担し、組織的・協働的

に諸課題の解決に取り組む力。 

３ 教員の養成・採用・研修に関する課題  

（１）教員研修に関する課題 

国、教育委員会、学校、その他の関係者等が一体となって、チームとしての学校の力の向上を図

る措置を講じることによって、研修のための機会を確保した上で、大学等を含めた関係機関との有

機的連携を図りながら、教員のキャリアステージに応じ、教員のニーズも踏まえた研修を効果的・

効率的に行う必要がある。また、法定研修である初任者研修、十年経験者研修については、実施状

況や教育委員会・学校現場のニーズを把握し、制度や運用の見直しを図ることが必要である。さら

に、新たな教育課題に対応した研修プログラムの開発・普及、研修指導者の育成、教育センターや

学校内での研修体制の充実など、学校内外の研修を一層効果的・効率的に行うための体制整備が必

要である。また、教員が学び続けるモチベーションを維持するため、教員の主体的な学びが適正に

評価され、学びによって得られた能力や専門性の成果が見える形で実感できる取組や制度構築を進

めることが必要である。これら研修の充実のため、独立行政法人教員研修センターはこれまで以上

に積極的に役割を果たしていく必要がある。 

４ 改革の具体的な方向性 

（１）教員研修に関する改革の具体的な方向性 

「教員は学校で育つ」ものであり、同僚の教員とともに支え合いながら OJT を通じて日常的に

学び合う校内研修の充実や、自ら課題を持って自律的、主体的に行う研修に対する支援のための方

策を講じる。 

① 継続的な研修の推進 

◆ 国及び教育委員会等は、経験年数の異なる教員同士のチーム研修やベテランの教員やミドルリ

ーダークラスの教員がメンターとして若手教員等を育成するメンター方式の研修等の先進的事例を

踏まえた校内研修の充実を図る方策について検討する。 

◆ 教育委員会は、管理職に対する研修の実施や校内研修リーダーの養成、校内研修実施のための手

段（ツール）や資源（リソース）等の整備を推進する。 

これからの学校教育を担う教員の資質・能力の向上について  

中央教育審議会（答申）  平成 27 年 12 月 21 日 
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◆ 学校内においては、校長のリーダーシップの下、研修リーダー等を校内に設け、校内研修の実施

計画を整備し、組織的・継続的な研修を推進する。 

◆ 大学等と連携した研修や受講した研修の単位化などについて協議する仕組みを構築する。  

 

 

 

 

 

（学び続ける教師） 

 教師はそもそも学び続ける存在であることが強く期待されている  

「法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その

職責の遂行に努めなければならない」（教育基本法第９条）  

「教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない」   

（教育公務員特例法第 21 条） 

「教師が技術の発達や新たなニーズなど学校教育を取り巻く環境の変化を前向きに受け止め、教

職生涯を通じて探究心を持ちつつ自律的かつ継続的に新しい知識・技能を学び続け、子供一人一人

の学びを最大限に引き出す教師としての役割を果たしている。その際、子供の主体的な学びを支援

する伴走者としての能力も備えている。」（「令和の日本型学校教育」の構築を目指して）   

時代の変化が大きくなる中で常に学び続けなければならない   

「Society5.0」が到来しつつあるなど、大きな変化が生じている中で、教師が常に最新の知識技能

を学び続けていくことがより必要。 

主体的に学び続ける教師の姿は、児童生徒にとっても重要なロールモデル   

（教師の継続的な学びを支える主体的な姿勢）  

教師の主体的な姿勢  

継続的な教師の学びを進める上で必要となるものは、変化を前向きに受け止め、探究心を持ちつ

つ自律的に学ぶという教師の主体的な姿勢。教員育成指標等も踏まえつつ、自らの学びのニーズに

動機づけられ、主体的に学びをマネジメントしていくことが重要。 

一人一人の教師が安心して学びに打ち込める環境の構築  

 個々の教師が身分を脅かされることなく、新たな学びに参加しやすくなるような環境整備、業務

の調整等を、任命権者等あるいは学校管理職が積極的に講じることが求められる。  

（個別最適化された教師の学び）  

教師の学び自体の「個別最適化」   

「『令和の日本型学校教育」』の構築を目指して」において、「学校の教職員組織は、同じような背

景、経験、知識・技能をもった均一な集団ではなく、より多様な知識・経験を持つ人材との関わり

を常に持ち続ける組織や、当該人材を取り入れた組織であることが、絶えず変化していく学校や社

会のニーズに対応していく上で望ましい」とされている。より多様な専門性を有する教職員集団を

構築するためには、教師自身が、全教員に共通に求められる基本的な資質能力を超えて、新たな領

域の専門性を身に付けるなど強みを伸ばすことが必要。こうした強みを伸ばすための学びは、一人

一人の教師の個性に即した、いわば「個別最適化」された学びであることが必然的に求められる。  

 

 

 

 

教師の資質能力の向上に関する論点（例）資料 3－3 

１ Society5.0 に向けた教師の資質能力向上 

超スマート社会とも言われる Society5.0 においては、スタディ・ログの活用などによる公正に個

別最適化された学びの実現など、学びの在り方の変革が期待されている。こうした時代の変化を踏

まえ、どのように教師の資質能力の向上を図っていくべきか。  

○ Society5.0 において教師に求められる役割 

○ Society5.0 に向けて伸長させていくべき教師の資質・能力 

○ Society5.0 に対応するための教員養成に向けた大学の先導的な取組を促すための養成、免許制

度の在り方 

中央教育審議会 初等中等教育分科会 教員養成部会（第 104 回） 会議資料 

平成 31 年 3 月 20 日 

「令和の日本型学校教育」を担う教師の学び （新たな姿の構想） 

教員免許更新制小委員会（資料２）  令和３年５月 24 日 
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○ 全ての教師に情報機器・教材の活用方法を十分に習得させるための教職課程の現状と課題  

○ 他教科に比して免許外教科担任の多い技術や情報の指導の質を高めるための方策（複数教科の

免許状の取得の促進、採用の促進、遠隔教育の活用等） 

○ 知識が目まぐるしく更新される状況において、教職課程において担保すべき教科に係る専門的

内容の履修の在り方（教科教育に関するコアカリキュラム、履修が必要な「一般的包括的な内容」 

の意義等） 

○ 先端技術を活用した指導力の分析・共有、研修への活用等の可能性  

○ 教育委員会と大学・企業等との連携によって、大学教員、大学院生、社会人等の外部専門人材が

より柔軟に学校教育を支援できるようにするための方策 

２．総合的な教師の資質能力向上方策 

教師の資質能力に関しては、養成、採用、研修それぞれの取組のほか、養成・採用・研修を通じ

た取組や、教師の人事管理など、より広い視点に立って関連する取組を総合的に捉えてその向上を

図っていく必要がある。こうした観点を踏まえ、総合的な教師の資質能力向上方策についてどのよ

うに考えるか。 

○ 「教員不足」の中における教職の魅力向上や教員養成の在り方その他の方策（特に小学校教員） 

 

 

 

 

Ⅰ 教員育成指標の策定に向けて 

３ 策定の目的 

「教員育成指標」については、「すべては北海道の子どもたちのために」を合い言葉に北海

道の教員一人一人の資質能力の向上を目指して策定するものです。広域分散型で小規模校が

多い北海道においては、関係者の共通理解を図ることが重要であることから、まずは、「教員

育成指標」の前提となる、北海道の教員としての理想の姿を「北海道における『求める教員

像』」として明確にした上で、その実現に向けて、「キャリアステージ」を横軸、「キーとなる

資質能力」を縦軸とした「北海道における『教員育成指標』」を作成しました。 

・高度専門職としての職責、経験及び適性に応じて、教員が身に付けるべき資質能力を明確

化する。 

・教員一人一人のキャリアパスが多様であるとの前提の下、教職生活全体を俯瞰しつつ、自

らの職責、経験及び適性に応じて更に高度な段階を目指す手掛かりとなるものとする。  

・教員が担う役割が高度に専門的であることを改めて示す。 

・研修を通じて教員の資質能力の向上を図る目安とする。 

 

４ 北海道における「求める教員像」 

「北海道における『求める教員像』」は、北海道教育委員会が採用に当たり、教員としての

基本的な姿を示すだけではなく、大学での教員養成や、現職教員研修などの基盤となる姿で

す。例えば、北海道の教員を志す学生にとっては学修を進める上での方向性を示すもの、北

海道の教育公務員となった教員にとっては研修や実践を深める上での次なる目標、保護者や

地域にとっては北海道の教員の基本的な姿を知っていただき信頼を確かなものにしていただ

くための姿です。 

もっとも、北海道として画一的な教員像を求めているわけではなく、生涯にわたり資質能

力の向上を図るという前提に立って、北海道の教員としての基本的な姿を示したものであり、

「北海道における『求める教員像』」を基盤としながら、個性豊かで人間味にあふれる教員が求

められることは言うまでもありません。 

なお、北海道では、「求める教員像」の検討に当たり、学校現場の現状や地域の実情など地域特

性等を踏まえる必要があると考え、道内の市町村教育委員会、ＰＴＡ（保護者）、園長会・校長会

を対象とした全道的なアンケート調査(詳細については、資料編「資料３」を参照)を実施しまし

た。 

「北海道教員育成協議会」において、これらの調査結果について協議を積み重ね、「教員育成指

標」の前提となる「北海道における『求める教員像』」を、これまでの中央教育審議会答申や指針

等を踏まえ、３つの観点（教職を担うに当たり必要となる素養に関連する観点、教育又は保育の

北海道における教員育成指標         北海道教育委員会 平成２９年１２月  
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専門性に関連する観点、連携及び協働に関連する観点）を設定し、次のとおり作成しました。  

 

＜北海道における「求める教員像」＞ 

【教職を担うに当たり必要となる素養に関連する観点】 

○教育者として、強い使命感・倫理観と、子どもへの深い教育的愛情を常に持ち続ける教員  

【教育又は保育の専門性に関連する観点】 

○教育の専門家として、実践的指導力や専門性の向上に、主体的に取り組む教員  

【連携及び協働に関連する観点】 

○学校づくりを担う一員として、地域等とも連携・協働しながら、課題解決に取り組む教員  

※教員育成指標一覧については「北海道における教員育成指標」（北海道教育委員会）P.13～ 

 （２）小学校・中学校・義務教育学校版教員育成指標を参照 

 

Ⅲ 教員育成指標の策定による効果と検討課題 

「教員育成指標」を策定し、その効果を確かなものにしていくためには、「北海道教員育成協

議会」などを活用して、教育関係者による協議を継続していく必要があります。また、昨今、

「学校における働き方改革」への対応が求められていることなどを鑑み、「教員育成指標」の策

定によって、網羅的な研修の受講となったり、教員の多忙化が進んだりすることがないよう、

「北海道教員育成協議会」において、重点的に学修・研修に努めたい時期の目安を検討し、「教

員育成指標【概要版】」として示しています。 

※「教員育成指標【概要版】」については「北海道における教員育成指標」（北海道教育委員会）

P.24 を参照 

 

北海道教育委員会では、重点的に学修・研修に努めたい時期の目安を参考としながら、次の

４つを柱として「教員育成指標」を踏まえた検討を引き続き行うとともに、「すべては北海道の

子どもたちのために」を合い言葉に、教員の資質能力の向上に取り組んでいきます。  

１ 計画的・系統的・一体的な教員の育成 

【効果】大学と教育委員会が「教員育成指標」を活用することにより、大学における教員の養

成（学生への指導）と、教育委員会における現職教員への研修との接続を図り、関係者の共

通理解の下、計画的・系統的・一体的に教員の育成を進めていくことが期待できます。  

【検討課題】そのためには、「教員育成指標」を踏まえた「養成・採用・研修の一体的な改革」

について、大学関係者等の意見を参考としながら、引き続き、検討を行っていく必要があり

ます。 

２ 教員一人一人の資質能力の向上 

【効果】教員一人一人が「教員育成指標」を活用することにより、自らの職責、経験及び適性

に応じて身に付ける必要がある資質能力について振り返りを行うとともに、より高度な段階

に向けた目標をもつことが期待できます。 

【検討課題】そのためには、「教員育成指標」の「学校における活用方法」について、学校現場等の

意見を参考としながら、引き続き、検討を行っていく必要があります。  

３ 研修の質の向上 

【効果】大学における講義担当者や教育委員会における研修担当者、あるいは民間における講座担

当者が「教員育成指標」を活用することにより、講義や研修等を通じて向上を図りたい資質能力

を明確にすることが期待できます。併せて、初任・中堅などの段階毎のキャリアステージに応じ

て示されたキーとなる資質能力を身に付けるため、研修を体系化し、より効果的に研修を実施す

ることが期待できます。 

【検討課題】そのためには、「教員育成指標」を踏まえた「教員研修計画」について、教育委員会関

係各課等が連携を密にして、引き続き、検討を行っていく必要があります。 

４ 人材育成の観点の共有 

【効果】学校において、資質能力の向上に関する共通の観点として「教員育成指標」を活用するこ

とにより、職場でのＯＪＴや off-ＪＴをより組織的に進めることが期待できます。 

【検討課題】そのためには、「教員育成指標」を活用した「人材育成に関する研修の在り方」につい

て、民間研修機関等の意見を参考としながら、引き続き、検討を行っていく必要があります。 



 

 

 

 

 

 

 

社会が急激に変化する中、高度情報化や技術革

新の進展、グローバル化など、多様化・複雑化す

る課題への対応が求められ、学校教育における課

題も山積している。このような中、学校において

は、教職員一人一人の力量を高め、学校組織とし

ての教育力を向上させ、子どもたちに生きる力を

確実に育むことが、学校経営の最重要課題となっ

ている。 

学校における組織力向上のためには、校長の

リーダーシップの下、中核的役割を果たすミドル

リーダーの存在が不可欠である。しかしながら、

各学校とも、ミドルリーダーとなり得る年齢層の

教員が、絶対的に少ないという現実がある。 

学校にとって、今後の学校運営を担うミドル

リーダーの育成は喫緊の課題である。ミドルリー

ダー育成に向けては、学校組織として、意図的・

計画的に研修を行い、学校運営への参画意識の醸

成と学校改善を推進する力を高めていく必要が

ある。 

また、ミドルリーダーには、若手教員の育成及

び組織運営の活性化を図る役割も求められてい

る。教育活動全体を見渡せる広い見識と実践的指

導力や教職員同士及び教職員と管理職をつなぐ

調整力等が必要となってくる。さらに、教科指導

や学級経営、生徒指導等を組織的に展開する企画

力・調整力が求められる。こうした人材の意図的・

計画的育成が重要であり、管理職人材の育成にも

つながる。 

本分科会では、学校教育への確かな展望をもち、

実践力と応用力を身に付けたミドルリーダーや、

社会の変化を敏感に捉え、自ら学び続ける管理職

人材を育成していくための具体的方策と成果を

明らかにする。 

 

 

 

 

 

学校の中核を担うミドルリーダーや管理職人 

 

 

 

⑴ 学校教育への確かな展望をもち、優れた実践

力と応用力のあるミドルリーダーの育成 

 様々な教育改革が進む中、学校現場では優秀な

ミドルリーダーの存在とその役割が大きくなっ

ている。ミドルリーダーには、強い使命感の下、

確かな指導理論と自校の課題解決に向けて組織

をまとめ、教育活動を推進するための企画力・調

整力が求められている。また、教科指導、学級経

営力、生徒指導等における実践力も必要になって

くる。 

校長はミドルリーダー育成に向けて、キャリア

ステージに即して人材の意図的・計画的な育成を

図る必要がある。 

このような視点から、学校教育への確かな展望

をもち、優れた実践力と応用力のあるミドルリー

ダーの意図的・計画的な育成を図る上での、校長

の果たすべき役割と指導性を究明する。 

 

⑵ 社会の変化に主体的にかかわり、自ら学び続

ける管理職人材の育成 

管理職には、社会の変化を的確に捉え、新たな

教育の方向性を示す態度と能力が求められる。同

時に、あらゆる課題に柔軟かつ迅速、適切に対応

するための人間関係調整力やコミュニケーショ

ン能力等とともに、豊かな人間性も求められる。 

校長は、こうした認識に立ち、魅力ある管理職

像を積極的に示しつつ、管理職を担える人材を、

日常的な職務による職場内教育（OJT）や職場外研

修（OFF-JT）により、意図的・計画的に育成する

必要がある。 

このような視点から、社会の変化に主体的にか

かわり、自ら学び続ける管理職人材の育成を図る

上での、校長の果たすべき役割と指導性を究明す

る。 

 

第８分科会 リーダー育成 

Ⅲ 指導・育成  研究課題 これからの学校運営を担うリーダーの育成と

校長の在り方 

 

 分科会の趣旨 研究の視点 
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第８分科会 「リーダー育成」 

研究課題  「これからの学校運営を担うリーダーの育成と校長の在り方」 

 

１ 「研究課題」のもつ今日的な課題性や先見性、意識改革の必要性についての解説 

社会が大きく変化する中、学校には今まで以上に学力や体力、そして道徳性等を確実に育成する質の

高い教育が求められている。そのためには、子どもたちの知・徳・体にわたるバランスの取れた成長を

目指し、高い資質・能力を備えた教員が指導に当たり、保護者や地域と適切な役割分担を図りながら、

活気ある教育活動を展開しなくてはならない。 

 教員に求められる資質・能力とは、仕事に対する使命感や誇りなど教職に対する強い情熱、人間の成

長・発達についての深い理解、子どもに対する教育的愛情や責任感などの豊かな人間性や社会性、そし

て、生徒指導力、集団指導の力、学級づくりの力、学習指導・授業づくりの力、教材解釈の力など教育

の専門家としての確かな実践的指導力等である。 

 また、教職員には組織的に課題解決に取り組む組織運営能力も必要とされている。さらに、現在急激

に進んでいる経験値の高い教員の大量退職と若手教員の増加による不均衡な年齢構成の中、多様化・複

雑化した様々な学校課題への対応を組織で確実に行っていかなくてはならない。 

こうした学校経営を具現化するために、学校には、校務運営の中核的役割を果たすためのリーダー 

シップや教育活動全体を見渡せる広い見識と実践的指導力、管理職と教職員間の円滑な調整力、応用力

などを備えた、学校運営を支える中堅教職員の存在が不可欠である。とりわけミドルリーダーの育成は

学校の活性化の生命線とも言え、組織的・計画的に育成を図っていく必要性がある。 

 しかしながら、ミドルリーダーとなるべき年齢層の教員が相対的に少ないことから、どの学校もその

育成が課題となっている。ミドルリーダーが職場内で果たす役割とは、校務分掌において主任の補佐役

として積極的に学校運営に参画することや、若手の相談役として指導助言を積極的に行ったりすること、

自分が専門とする領域や得意分野の専門性を向上させることなどが挙げられる。 

ミドルリーダー育成と同様に、変化の時代の学校経営を担う管理職の発掘・育成はさらに大きな課題

である。校長は、管理職を担いうる人材を、意図的・計画的に育成することが求められ、日常業務を通

した職場内教育（ＯＪＴ）、職場外研修（ＯＦＦ-ＪＴ）、自己啓発等の様々な方策を講ずる必要がある。

また、魅力溢れる管理職像を管理職候補に積極的に示すことも大切である。 

組織的な学校経営を実現する管理職に求められるものは、職員からの尊敬と信頼、そして、教職のス

ペシャリストとしての学習指導力、生徒指導力、学級経営力といった専門性、学校や地域の実態や課題

を把握し、課題解決に向けた経営目標の設定とその目標を実現するために所属職員をまとめ、組織的に

教育活動を実施する「学校マネジメント能力」である。 

こうした能力をもった人材は意図的・計画的に育成する必要がある。そのためには、各教員のキャリ

アステージに応じた、実効性のある研修（ＯＪＴ・ＯＦＦ-ＪＴ）の実施が不可欠である。ＯＪＴの内容

として学習指導力・生徒指導力については、各職場で実施されることは多いが、外部との連携・折衝力

や学校運営力の向上といった「学校マネジメント力」に関わる研修の機会は少ないため、ミドルリー  

ダーや管理職を担う教員には、これらの内容のＯＦＦ-ＪＴへの積極的参加が重要な研修となる。 

校長は、学校教育に対する期待に応えるために、研修などを通して教員に求められる資質・能力を確

実に身に付けさせ、揺るぎない信頼を確立していかなくてはならない。学校活性化のためのミドルリー

ダーの育成、そしてこれからの時代の学校経営を担う明確なビジョンをもつ魅力溢れる人間性豊かな管

理職人材の育成を意図的・計画的に進めていかねばならない。 

 

２ 「研究課題」を究明する視点  

（１）学校教育への確かな展望をもち、優れた実践力と応用力のあるミドルリーダーの育成 

・ミドルリーダーに求められる資質・能力を引き出し、その育成に向けた学校づくりの推進 

・ミドルリーダー育成に向けた人材発掘及び組織的・計画的な育成への取組 

（２）社会の変化に主体的にかかわり、自ら学び続ける管理職人材の育成 

・管理職としての資質・能力の向上を図る具体的方策 
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３ 分科会の方向性と「研究視点」に関する研究資料 

 

 

 

 

Ⅱ  教員育成指標について  

５（３）管理職版育成指標（管理職候補者） キーとなる資質能力⇒期待される具体の姿 

○管理職候補者としての学校・園経営力 

⇒・校長・園長の経営方針の下、それを達成するため、管理職や同僚、地域等と協働して実践す  

るほか、必要に応じて企画・提案し、職場の協働体制の充実に努めている。 

○管理職としての使命感・責任感の醸成 

 ⇒・学校教育に携わる者としての熱意や姿勢を一貫して保ち、子どもたちや同僚に対する関心と

愛情をもっている。 

・教育・保育の実践に当たり、国や道、市町村の教育改革の方向性や社会の変化、保護者・地

域等の期待を踏まえ、経営方針の具現化に向け、教職員のリーダーとして、組織的な実践等

に対する責任を担っている。 

○教育理念とリーダーシップの醸成 

 ⇒・教育・保育に関する見識をもち、自らの教育理念を高める教育理念とともに、個々の教職員

による実践等の相談などに対応するほか、実践を通して得た成果や課題を経営方針に反映で

きるよう、必要な企画・提案などを行っている。 

○課題等を把握する力 

 ⇒・課題等の把握・分析の実施に当たっては、日々の実践と関連付けて確実に実行するなど、学

校・園内外の共通理解を図るほか、効果的な体制づくりや方策等の企画・提案などを行って

いる。 

○経営ビジョンの構想に参画する力 

 ⇒・経営ビジョンの構想に当たり、日々の実践と関連付けて、その方向性の具現化に向けた効果

的な業務の在り方や、必要な情報等を整理し提供している。 

○学校・園内外の協働体制の構築に参画し実践する力 

 ⇒・経営ビジョンの具現化に向けた業務の推進に当たり、自ら実践することはもとより、管理職

や同僚、地域等との協働に積極的に取り組んでいる。 

  ・また、業務を推進する中での成果や課題を関係者で共有し、副校長・副園長・教頭への報告

告・相談等を行うなど、取り組みの充実に努めている。 

○人材を育成する力 

 ⇒・教職員が資質能力を向上するための機会と仕組みを活用するほか、自らの資質能力を高め続

ける姿勢を有している。 

・また、若手教員への効果的な指導助言をはじめ、職場で相互に高め合う雰囲気の醸成、同僚

の相談への対応、配慮ある助言等、ミドルリーダーとしての役割も果たしている。  

・さらに、日々の業務の中で、管理職と連携して、働き方改革を推進するとともに、服務規律

の遵守やメンタルヘルスにも留意している。 

○保護者・地域等と協働する力 

 ⇒・日ごろから、保護者・地域等との協働に努め、学校や園の方針を実践を通して発信するとと

もに、保護者・地域等の声を積極的に把握・整理して副校長・副園長・教頭に報告するほ

か、必要に応じた提案、同僚や保護者・地域等からの相談への対応を行っている。  

○危機管理対応力 

 ⇒・日々の業務において、一連の危機対応方針・計画を意識するとともに、子どもたちや職場の

小さなサインを見落とすことがないよう同僚との意思疎通に努め、必要な報告、改善提案を

行っている。 

北海道における教員育成指標 

                         北海道教育委員会 平成 29 年 12 月 
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・また、危機発生時には、管理職の指示の下、同僚の業務をサポートし、迅速な対応を行って

いる。 

 

教員育成指標 

（使命感や責任感・倫理観、教育的愛情、総合的人間力、教職に対する強い情熱・人権意識、主

体的に学び続ける姿勢、子ども理解力、教科等（保育）や教職に関する専門的な知識・技能、実践

的指導力、新たな教育課題への対応力、学校（園）づくりを担う一員としての自覚と協調性、コミ

ュニケーション能力（対人関係能力を含む）、組織的・協働的な課題対応・解決能力、地域等との

連携・協働力、人材育成に貢献する力 等） 

 

 

 

 

 

『ミドルリーダーの役割』 

１． 学校ビジョン構築への参画と教育活動の推進 

 ○学校教育目標の実現に向けての学校ビジョンに、積極的に関与・意見具申し、学校全体の視点

から、自分が取り組むべき課題の明確化と実現のシナリオを描く役割 

   ・年度の計画に加えて、中長期的な学校づくりのビジョンをもつ 

・自校の特色（強み・改善点）について、自分の意見と推進案をもつ 

・現場の情報をもとに、学校運営の方向性を筋道立てて発信する 

・学校運営について、機会を自ら創り出して管理職に意見具申する 

・学校運営や校務の推進について、従来の考えにとらわれない発想と企画・アイデアをもつ 

２． 職場の活性化 

 ○学校内外の「人的資源」「物的資源」「資金的資源」「情報的資源」を効果的に活かし、管理

職や同僚教職員とともに、学校の組織を活性化する役割 

   ・同僚の教職員と、仕事に関するコミュニケーションを積極的にとる 

・学年間や校務間のつなぎを積極的に引き受ける 

・職場の一体感や雰囲気を盛り上げるイベントの言い出しっぺになる 

・講師や外部の人がもつノウハウをピックアップして、学校に生かす 

・放課後の何気ない雑談場面や、アフター５に進んで首を突っ込む 

３． 同僚教職員の指導・育成 

 ○学校での各種活動を通じて、自らと同僚の教職員の能力を向上させ、教職員として、社会人と

しての成長を促進させる役割 

   ・教職員としてのロールモデルであることを常に意識する 

・自らの教育・指導ノウハウをオープンにし、若手を育てる 

・「最初はうまくいかないのが当たり前」との気持ちで、若手や後輩の些細な相談に積極的

に乗る（ちょっとした一言がヒントになる） 

・ＴＴ等で同僚と一緒になる機会等に、ざっくばらんな教育談義 

・自ら学んでいる姿勢を常に見せる（自らをさらけ出す勇気） 

・「わからないことは聞く」雰囲気を率先してつくる 
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学校組織マネジメント研修～すべての教職員のために～（モデル・カリキュラム）  

              マネジメント研修カリキュラム等開発会議 平成１７年２月  

 

 学校における中堅教職員（ミドルリーダー）の役割⇒「使命感と責任感」 

「教育者としての使命感」をベースにもち、学校に期待される目的・目標を達成する「学校

のキーパーソン」として責任感 

・子どもへの関心と優れた接し方  ・絶えざる自己革新・自己成長への意欲と具体的な取組 

・誰とでも気軽に接するオープンなマインド  ・担当する教科や校務の高い専門性 
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４． 学校外部との折衝・対応 

○学校での各種活動の効果を上げるため、学校外部との協働のネットワークを築く役割 

・教職員以外のネットワーク（友人）をもつ（教職員の世界は狭いことを自覚する） 

・学校関係以外からの情報でも、使えるものはどんどん使う 

・自分なりの保護者や地域のネットワークを築く 

『中堅教職員（ミドルリーダー）は学校のキーパーソン』 

 キーパーソンとは、学校の現実の中で、教職員に対して実際に影響力をもっている人または人々

を指します。活性化している職場レベルの組織では、管理職以外にキーパーソンが存在している 

ケースが多く見られます。つまり、学校内でキーパーソンをみつけ、育成し、活躍してもらうこと

は、学校マネジメントのひとつのポイントです。 

 

 

 

 
 
３ 求められる学校管理職像   
学校管理職には、教育に対する都民の期待を把握し、その職責の重さを自覚して、充実した学校

経営を推進する能力が求められている。これらの能力を有する次代のリーダーを育成するために、
求められる学校管理職像は以下のものである。   
 
（１） 学校の経営者として優れた人物  
・ 課題を把握し、解決する能力や実行力があり、学校が組織として機能するようにリーダーシッ

プを発揮できる人物  
・ 常に危機意識をもち、毅然とした姿勢で学校改革を推進する人物 
・ 教育方針等の発信、保護者や地域住民の学校に対する要望の収集等が適切にできる人物 
・ 所属職員の状況を掌握し、適切に活用しながら課題解決を図る人物  
（２） 外部と円滑に連携、折衝できる人物  
・ 保護者、地域、関係機関等に教育内容の理解を図り、信頼を高めることができる人物  
・ 学校の教育計画策定や教育活動に地域社会の参加を促し、適切に外部人材を活用できる人物  
・ 保護者、地域、関係機関等の意見や要望を的確に把握し対処することができる人物  
・ 学校教育の課題解決に向け、区市町村教育委員会・東京都学校経営支援センターと適切な連

携、折衝を行うことができる人物  
（３） 優秀な人材を育成できる人物  
・ 職員の適性や能力を把握し、その職員に合った人材育成のできる人物  
・ 所属職員の特性を見出し、人材発掘できる人物  
・ 人事考課について十分理解し、人事考課制度を効果的に活用しながら 人材育成できる人物  
（４）教育者として高い見識がある人物  
・ 高い教育理念をもち、その理念に基づき、学校経営できる人物  
・ 学習指導力、生活指導力、学級経営力等の専門性を有している人物  
・ 教育に対する都民の期待を把握し、その職責の重さを自覚して実行する人物  
 
５ 学校管理職に求められる「学校マネジメント能力」   
学校が抱える様々な課題は、教員一人一人の努力だけでは解決が難しい。校長のリーダーシップ

の下、学校組織を挙げて取り組まなくてはならない。学校管理職には、以下の「学校マネジメント
能力」が強く求められている。 
 
学校マネジメントとは、  
① 学校や地域の実態・課題を把握する。  
② 課題解決に向けた経営目標を設定する。  
③ 経営目標を所属職員に理解させ、保護者・地域等に説明する。  
④ 経営目標の実現に向け、所属職員の力を結集させる。  
⑤ 経営目標に基づく組織的な教育活動を実現する。  
⑥ 実践した教育活動を評価し改善につなげる。  

 
ことであり、これらを実現できる能力を「学校マネジメント能力」と本指針では捉える。  
具体的にはまず、学校や地域の実態・課題を踏まえて経営目標を設定し、これを達成するために業
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学校管理職育成指針 

                        東京都教育委員会 平成 25 年５月 
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務の進行を管理し、人事管理を行う学校経営力である。  
次に、地域対応、学校広報、外部人材活用などの外部折衝を円滑に進める力が、外部との連携を推
進する上で、学校管理職に求められる重要な能力である。 また、現在、学校では、大量退職・大
量採用に伴い、若手教員が急速に増加している。若手教員は、現所属校のマンパワーであるだけで
なく、公立学校全体の将来を担う人的資産である。採用後、若手教員を主任教 諭昇任に向けて計
画的に育成すること、さらには、主幹教諭、副校長、 校長へと次代のリーダーに育てる人材育成
は、学校管理職の重要な役割 の一つである。  
更に、学校管理職が、児童・生徒及び保護者・地域から信頼を得られ、所属職員から尊敬される人
物であるためには、しっかりとした教育理念や使命感をもっているなど教育者としての高い見識が
求められる。  
このように、学校管理職に求められる「学校マネジメント能力」を、学校経営力、外部折衝力、

人材育成力、教育者としての高い見識の４点に整理する。 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅰ. これまでの議論の整理・・・抜粋 
 

(教師個人と学校組織) 
○これからの変化が激しく、予測することが困難な時代においては、教師が高い資質能力を身に付
けるとともに、学校も、多様な教職員同士の関わり合いを軸に直面する様々な教育課題を克服で
きる組織として進化していくことが強く求められる。 

○多様な教職員集団で構成される「学校組織」は、レジリエンスを発揮して、社会の急激な変化に
対応できるようにするため、(児童生徒等を「自律的な学習者」として育成する)教師個人も自律
的な学習 者として主体性をもって学び続けることが重要である。 

○校務をつかさどる校長のリーダーシップの下、副校長・教頭、主幹教諭等がそれを補佐し、任さ
れた範囲においてそれぞれがリーダーシップを発揮しつつも、学校を支える全ての教師が、学校
教育活動にそれぞれの強みや適性等を生かすことが期待される。その意味において、校長を含め
た管理職その他の職場の上司は、強み等を背景に特定分野の学校教育活動を牽引する教師に対し
て、時にフォロワーシップを有することも重要である。 

 
(学校管理職に求められる役割) 
○校長等の管理職が、学校組織マネジメントや研修推進体制の観点から力を発揮し、教師個人、教
職員集団全体の持続的な成長が可能となるよう、「教師同士の学び合い」の文化をつくり、教師
それぞれの強みや専門性を引き出し、相互にかけ合わせることで、集団の力を最大限に高めてい
くことが必要である。 

○管理職に求められる基本的な役割を果たす上で、従前より求められている教育者としての資質や
的確な判断力、決断力、交渉力、危機管理等のマネジメント能力に加え、令和の日本型学校教育
においては特に、様々なデータや学校が置かれた内外環境に関する情報について収集・整理・分
析し共有すること(アセスメント)や、学校内外の関係者の相互作用により学校の教育力を最大化
していくこと(ファシリテーション)が求められる。 

 
Ⅱ. 検討の方向性・・・抜粋 
 
４.教師の研修に関する検討の方向性 
 
(学校管理職(特に校長)に求められる資質能力の明確化) 
○学校組織のリーダーであり、校務をつかさどり、所属職員を監督する「校長」に求められる資質
能力について、教職の延長線上のキャリアステージというだけではなく、「校長」という別の職
であることを再認識することが重要である。 

○その上で、本特別部会における議論を踏まえて示された新たな時代における校長に求められる役
割や資質能力について、校長の選考の実施と校長の教員育成指標との整合性の確保の観点も含
め、校長の教員育成指標の策定に当たり各任命権者が参酌することとなる大臣指針に盛り込むこ
とを検討する。 
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「令和の日本型学校教育」を担う教師の在り方特別部会 検討の方向性(案) 

                         中央教育審議会 令和３年 11 月 



 

 

 

 

 

 

 

多くの人命を奪った北海道胆振東部地震、東

日本大震災など、道内・日本各地において特定

非常災害や激甚災害となる大きな地震、水害、

土砂災害等、自然災害がもたらす被害が一段と

危惧されている。また、交通事故や不審者犯罪、

児童虐待等子どもが被害者となる事故・事件も

増加している。さらにスマートフォン等の急速

な普及により、ＳＮＳ、無料通話アプリ、オン

ラインゲーム等によるネット依存、これらの利

用に関わるトラブルや犯罪が頻発している。さ

らには新型コロナウイルス感染症予防に伴う

「新しい生活様式」による危機管理も求められ

ている。このように、子どもたちを取り巻く危

機的状況は多様化し、深刻さを増してきている。 

こうした現状において、学校には、安全・安

心な教育環境を確保するとともに、安全に関わ

る知識や危険予測、回避能力等を子どもたちに

育んでいく安全教育に取り組むことが求められ

ている。加えて、子どもたちに予測できない事

態が起こった時、当面する課題に向き合い、自

ら判断し行動できるようにすることも求められ

ている。 

そのため、校長は、教職員に学校安全に関す

る資質・能力の向上を図るとともに各教科・領

域等を通じて安全教育・防災教育を組織的・計

画的に推進し、子どもの命を守るための諸課題

に適切に対応していかなければならない。また、

安全で安心な社会づくりの担い手となる子ども

を育成するために、家庭や地域社会との一層の

連携に努める必要がある。 

本分科会では、子どもたちの安全・安心を確

保し、家庭や地域・関係機関と連携し対応する

体制づくりや、命を守る安全教育・防災教育を 

推進するための具体的方策と成果を明らかにす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 自ら判断し行動できる子どもを育てる安

全教育・防災教育の推進 

近年の自然災害は想定外の規模で発生し、事

前に予測することが非常に困難である。そこで、

学校では、子どもの安全を確保するための安全・

防災についての学習及び多様な訓練の機会を十

分に確保する必要がある。さらに、「自分の命は

自分で守る」「自ら判断して行動できる」といっ

た視点を大切にし、発達段階に応じた体験的学

習を工夫し、危険予測、回避能力を育んでいく

ことが求められている。 

このような視点から、子どもが主体性をもっ

て災害や事件・事故等から自らの命を守る危険

予測・回避能力をはじめ、自ら判断し行動でき

るようにするための防災教育・安全教育を推進

するために校長の果たすべき役割と指導性を究

明する。 

 

⑵ 家庭や地域・関係機関との連携・協働を

図った組織的・計画的な防災教育に関わる取

組の推進 

学校は、子どもの安全を確保するために最大

限の努力をすることが求められている。また、

災害時には地域住民の避難所となるなど、地域

防災の拠点となる役割を担うため、家庭や地域・

関係機関との連携・協働がより重要となる。 

そこで、次世代の地域防災の担い手となる子

どもたちが、自らの安全は自らの力で守る「自

助」、自らの地域は皆で守る「共助」の考え方を

理解し行動できるよう、学校と家庭や地域・関

係機関がそれぞれ役割を明確にして協力してい

く必要がある。さらに、地域全体の防災力向上

のため、地域と連携・協働した取組の推進が必

要となる。 

このような視点から、家庭や地域・関係機関

との連携・協働を図った組織的・計画的な取組

を推進するために校長の果たすべき役割と指導

性を究明する。 
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Ⅳ 危機管理   研究課題 命を守る安全教育・防災教育の推進と 

校長の在り方 

分科会の趣旨 研究の視点 
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第９分科会 「学校安全」 

研究課題 「命を守る安全教育・防災教育の推進と校長の在り方」 

 

1 「研究課題」のもつ今日的課題性や先見性、意識改革の必要性についての解説 

学校をはじめとして、家庭や社会生活における事故、誘拐や傷害などの犯罪による被害、交通事故、

自然災害、原子力災害、ネットトラブルなど、多くの危険が子どもたちを取り巻いている。特に、地震

や台風、局地的大雨のような特定非常災害や激甚災害などによる重大な自然災害の発生が懸念される。

また、新型コロナウイルス感染症予防に伴う「新しい生活様式」による危機管理も求められるようにな

り、子どもたちを取り巻く危機的状況は多様化し、深刻さを増している。学校安全が取り組むべき課題

は、緊急かつ重要である。 

学校安全は、「安全教育」「安全管理」「組織活動」の三つの主要な活動から構成され、「生活安全」「交

通安全」「災害安全(防災)」の三つの領域からなっている。「生活安全」では、日常生活で起こる事件・

事故災害を取り扱い、児童生徒等が不審者等により危害を加えられる事件も少なくないことから、誘拐

や傷害などの犯罪被害防止も重要な内容の一つとなっている。「交通安全」は、様々な交通場面における

危険と安全が対象である。「災害安全（防災）」には、地震、津波、火山活動、風水（雪）害のような自

然災害はもちろん、火災や原子力災害も含まれている。学校における安全教育においては、児童生徒等

が自他の生命を尊重し、日常生活全般における安全のために必要な事柄を実践的に理解し、生涯を通じ

て安全な生活を送ることができるような態度や能力を養うことが求められている。安全教育は、生活安

全・交通安全・災害安全のそれぞれの分野において行うことが重要であり、特に、子どもの安全を確保

するためには、子ども自身に危険を予測し、危険を回避する能力を養成するよう実践的な安全教育を推

進する必要がある。 

防災教育には、防災に関する基礎的・基本的事項を系統的に理解し、思考力・判断力を高め、働かせ

ることによって防災について適切な意志決定ができるようにすることをねらいとする側面がある。また、

一方で、当面している、あるいは近い将来予測される防災に関する問題を中心に取り上げ、安全の保持

増進に関する実践的な能力や態度、更には望ましい習慣の形成を目指して行う側面もある。防災教育は、

児童生徒等の発達段階に応じ、この二つの側面の相互の関連を図りながら、計画的、継続的に行われる。 

各学校においては、子どもの時期から自然災害等の危険に際して、自らの命を守り抜くための「主

体的に行動する態度」等を身に付けさせるために、学習指導要領に基づき関連教科や特別活動など

学校の教育活動全体を通じて、防災教育をはじめとした安全教育への取組を行う必要がある。また、

自然災害等を想定した避難訓練や地域住民・関係機関等と連携した避難所運営訓練を実施するなど、

知識のみならず実践的な防災教育も重要となっている。 

次世代の地域防災の担い手となる子どもたちが、自らの安全は自らの力で守る「自助」、自らの地域は

皆で守る「共助」の考え方を理解し自他や社会のために行動できるよう、学校・家庭・地域・関係機関

がそれぞれ役割を明確にして協力していく必要がある。さらに、地域全体の防災力向上のため、地域と

連携・協働した防災計画の策定や訓練等の推進が必要となる。 

校長は、教職員に学校安全に関する資質・能力を身に付けさせるとともに、各教科・領域等を通じて

安全教育・防災教育を計画的・組織的に推進し、子どもの命を守るための諸課題に適切に対応していか

なければならない。また、安全で安心な社会づくりの担い手ともなる子どもを育成するために、家庭や

地域社会との連携に努めていかなければならない。 

 

２ 「研究主題」を究明する視点 

（１）自ら判断し行動できる子どもを育てる安全教育・防災教育の推進 

  ・安全・防災教育に関する教職員の資質・能力の向上を図るための取組 

  ・子どもの判断力・行動力を高め、自らの命を守り抜く危機回避能力を育む安全・防災教育の充実 

（２）家庭や地域・関係機関との連携・協働を図った組織的・計画的な防災教育の取組の推進 

  ・子どもを含む地域全体の防災能力向上を図るための組織的・計画的な取組の在り方 

  ・安全で安心な社会づくりの担い手となる子どもの育成における家庭や地域・関係機関との連携・

協働の推進 



３ 分科会の方向性と「研究視点」に関する参考資料 

 

 

 

第三章 学校安全 

（学校安全に関する学校の設置者の責務） 

第 26条 学校の設置者は、児童生徒等の安全の確保を図るため、その設置する学校において、事故、

加害行為、災害等（以下この条及び第 29条第３項において「事故等」という。）により児童生徒

等に生ずる危険を防止し、及び事故等により児童生徒等に危険又は危害が現に生じた場合（同条第

１項及び第２項において「危険等発生時」という。）において適切に対処することができるよう、

当該学校の施設及び設備並びに管理運営体制の整備充実その他の必要な措置を講ずるよう努める

ものとする。 

（学校安全計画の策定等） 

第 27条 学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の安全点

検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員

の研修その他学校における安全に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければなら

ない。 

（学校環境の安全の確保） 

第 28条 校長は、当該学校の施設又は設備について、児童生徒等の安全の確保を図る上で支障とな

る事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善を図るために必要な措置を講じ、又は当該措

置を講ずることができないときは、当該学校の設置者に対し、その旨を申し出るものとする。 

（危険等発生時対処要領の作成等） 

第 29条 学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の実情に応じて、危険等

発生時において当該学校の職員がとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた対処要領（次項に

おいて「危険等発生時対処要領」という。）を作成するものとする。 

２ 校長は、危険等発生時対処要領の職員に対する周知、訓練の実施その他の危険等発生時におい 

て職員が適切に対処するために必要な措置を講ずるものとする。 

３ 学校においては、事故等により児童生徒等に危害が生じた場合において、当該児童生徒等及び 

当該事故等により心理的外傷その他の心身の健康に対する影響を受けた児童生徒等その他の関係 

者の心身の健康を回復させるため、これらの者に対して必要な支援を行うものとする。この場合に

おいては、第 10条の規定を準用する。 

（地域の関係機関等との連携） 

第 30条 学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、児童生徒等の保護者との連携を図

るとともに、当該学校が所在する地域の実情に応じて、当該地域を管轄する警察署その他の関係機

関、地域の安全を確保するための活動を行う団体その他の関係団体、当該地域の住民その他の関係

者との連携を図るよう努めるものとする。 

 

 

 

 

                    

（１）子供の安全に関する総合的な取組 

平成 21年 4月に施行された「学校保健安全法」に基づき、学校安全を取り巻く様々な課題に対して学

校全体としての取組体制を整備充実させるため、文部科学省では、29 年 3 月、「第 2 次学校安全の推進

に関する計画」（※20）を策定しました。同計画には、学校安全の推進の方向性として目指すべき姿や施

策目標を明示した上で、新たに、学習指導要領の改訂等を踏まえた安全教育の充実方策や、第 1次計画

策定後の新たな安全上の課題への対応等を盛り込んでおり、同計画に基づき、学校安全の取組を推進す

ることとしています。 

（２）学校での子供の安全確保の充実 

学校は児童生徒等が安心して学習を行うことが求められる場所であり、学校においてその安全な環

「学校保健安全法」                     平成 28年４月施行 

令和２年度 文部科学白書 

      第２部 第４章 第 12節 子供の健康と安全 ３ 学校安全の推進        
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境を整備し、事件・事故を防止するための取組を進める必要があります。 

 このため、安全対策として実施する防犯カメラや非常通報装置、自動体外式除細動器（AED）の設置

などに関する経費に対して地方財政措置が講じられています。また、文部科学省では、学校における

安全教育や安全管理の充実に資するため、教職員向け学校安全資料として、スマートフォンや SNSの

普及に伴う犯罪被害（※21）や、ミサイル・テロ等、突発的に大規模な災害をもたらし得る危険が発

生するような新たな危機事象など、近年の様々な安全上の課題等を踏まえ、学校が危機管理マニュア

ル作成の手引となる参考資料「学校の危機管理マニュアルの作成の手引」（平成 30年 2月）等の活用

を促しています。 

 また、学校の管理下で発生した様々な事故の教訓を踏まえ、平成 26年度から 27年度にかけて開催

された「学校事故対応に関する調査研究」有識者会議での議論に基づき、事故後の対応の在り方や再

発防止に関する「学校事故対応に関する指針」を 28年 3月に取りまとめ（※22）、学校等における適

切な対応を促しています。 

 さらに、熱中症事故を防止するため、毎年暑くなり始める前の 5 月と熱中症救急搬送者数の多い 7

月を中心に各種通知の発出やメールマガジン、文部科学省ホームページ等により熱中症に対する注意

喚起を行っています。 

（３）地域ぐるみで子供の安全を守る環境整備 

学校内のみでなく登下校時を含めた子供の安全を確保するためには、地域社会全体で子供の安全を

見守る体制の整備が必要です。 

 登下校の安全を確保するため、これまでも学校、教育委員会、道路管理者、警察などの関係機関が

連携して実施する通学路の交通安全対策を促すとともに、各地域における定期的な合同点検の実施や

対策の改善・充実等の継続的な取組を促すなど、通学路における交通安全の確保に向けた取組を推進

しており、また、平成 30年 5月に新潟市において下校中の児童が殺害される痛ましい事件を受け、関

係省庁により取りまとめられた「登下校防犯プラン」を踏まえ、地域における連携の強化を促すとと

もに、防犯の観点による通学路の緊急合同点検の実施や登下校時における安全確保対策の強化に取り

組んでいます。 

 また、スクールガード・リーダー（※23）やスクールガード（学校安全ボランティア）を活用した

地域ぐるみでの学校内外における子供の安全を見守る体制の整備に努めています。 

 さらに、令和元年 5月に発生した滋賀県大津市の保育園における園外活動中の事故や、神奈川県川

崎市において登下校中の子供たちが殺傷された事件を踏まえて、子供の安全確保に向けた更なる対策

を関係省庁と連携して早急に検討していくこととしています。 

（４）実践的な安全教育の充実 

学校における安全教育においては、児童生徒等が自他の生命を尊重し、日常生活全般における安全

のために必要な事柄を実践的に理解し、生涯を通じて安全な生活を送ることができるような態度や能

力を養う安全教育を、生活安全・交通安全・災害安全のそれぞれの分野において行うことが重要です。

特に、子供の安全を確保するためには、子供自身に危険を予測し、危険を回避する能力を育成するよ

う実践的な安全教育を推進する必要があります。このため文部科学省では、各種の教職員用の資料や

教材を作成し、これらの活用を促しており、平成 31年 3月には、「第 2次学校安全の推進に関する計

画」や「学習指導要領」の改訂を踏まえるとともに、東日本大震災を踏まえた防災教育資料「『生きる

力』を育む防災教育の展開」と合わせた資料として、学校安全の総合的な参考資料である「『生きる力』

をはぐくむ学校での安全教育」を改訂して、各学校等に配布しています。また、「学校安全総合支援事

業」において、セーフティプロモーションスクール（※24）等の先進事例を参考とするなどして、学

校安全の組織的取組と外部専門家の活用を進めるとともに、各自治体内での国立・私立を含む学校間

の連携を促進する取組等を支援しています。 

さらに、各地方公共団体や学校において、学校安全を推進する上で必要な情報や優れた取組事例を参

考にできるよう、文部科学省や各地方公共団体が作成した資料等を掲載した学校安全ポータルサイト

（※25）を開設し、平成 28年 4月から運用しています。 
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第２章 第４節  震災後の社会を生き抜く力の養成 

1 防災教育の充実 

東日本大震災においては、児童生徒等及び教職員の死者・行方不明者が 600人を超えるなど甚大な被

害が発生しました。東日本大震災以降も連続した大規模な地震の発生、記録的な大雨に伴う大規模水害

など多くの自然災害が発生しています。 

 文部科学省は、各学校が地震・津波や自然災害等から児童生徒等を守るための防災マニュアルを作成

する際の参考となる「学校防災マニュアル（地震・津波）作成の手引き」（平成 24年 3月作成）及び「学

校の危機管理マニュアル作成の手引」（平成 30年 2月作成）や「第 2次学校安全の推進に関する計画」

や学習指導要領の改訂を踏まえ、各学校において地域の実情に応じた防災教育をはじめとする安全教育

を行う際の参考となるよう、学校安全資料『「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育』を改訂（平成 31

年 3月配布）し、学校防災の充実を図っています。 

 また、平成 30年度においても学校種・地域の特性に応じた地域全体での学校安全推進体制の構築を図

るため、学校安全の組織的取組と外部専門家の活用を進めるとともに、各自治体内での国立・私立を含

む学校間の連携を促進する取組を支援する事業や、教職員に対する研修への支援を実施しています。 

 

 

 

はじめに（抜粋） 

近年の自然災害の状況や交通事故や犯罪等の社会的な情勢は年々変化しており、新たな課題も次々と

顕在化し、今後の深刻化も懸念されている。こうした現状を踏まえ、学校における組織的な安全管理の

一層の充実を図ることや、安全で安心な学校施設を整備すること、児童生徒等に、いかなる状況下でも

自らの命を守り抜くとともに、安全で安心な生活や社会を実現するために主体的に行動する態度を育成

する安全教育を推進することが不可欠である。 

学校における安全教育は、児童生徒等の生涯にわたる安全に関する資質・能力の基盤を培うものあ 

ることに加え、安全に関する資質・能力を身に付けた児童生徒等が社会人となり、様々な場面で活躍す

ることを通じて、社会全体の安全意識の向上や安全で安心な社会づくりに寄与することも期待される。

こうしたことから、中長期的な視点で考えた場合、学校教育において安全に関する指導を行うことは、

次代の安全文化を構築するという意義も担っている。 

これまで、学校における安全に係る取組を総合的かつ効果的に推進するため、国は、学校保健安法 

（昭和33 年法律第56 号）に基づき、平成24 年に学校安全の推進に関する計画（以下「第１次計画」と

いう。）を策定し、各般の措置を講じてきた。その結果、特に防災教育を中心として安全教育の重要性

に関する関係者の認識が高まり、学校における先進的な取組が進展してきている。一方、安全教育に関

する意識や取組については、地域や学校、教職員による差もあり、いまだ取組が十分とは言えない地域

や学校も見られる。また、第１次計画策定以降に安全に関する新たな課題も生じていることや、平成23 

年3 月に発生した東日本大震災から６年が経過し、時間の経過とともに震災の記憶が風化し取組の優先

順位が低下することも危惧されている。 

第２次学校安全の推進に関する計画は、これまでの国の取組の検証や社会情勢の変化等を踏まえ新 

たな５年間（平成29 年度から平成33 年度まで）における施策の基本的方向と具体的な方策について明

らかにするものであり、計画期間中における成果や課題、情勢の変化等を検証した上で、適切に見直す

ことが必要である。 

 

Ⅲ．学校安全を推進するための方策 

２．安全に関する教育の充実方策 

（１）「カリキュラム・マネジメント」の確立を通じた系統的・体系的な安全教育の推進 

＜課題・方向性＞ 

○ 第１次計画においては、各教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間など学校の教育活動全体におい

て行われる総合的な安全教育によって、児童生徒等自身に安全を守るための能力を身に付けさせること

が学校に求められる第一の役割として挙げられている。 

具体的には、 

ⅰ）日常生活における事件・事故、自然災害などの現状、原因及び防止方法について理解を深め、現在や将
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第２次学校安全の推進に関する計画      文部科学省 平成 29年 3月 24日  
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来に直面する安全の課題に対して、的確な思考・判断に基づく適切な意思決定や行動選択ができるよう

にすること 

ⅱ）日常生活の中に潜む様々な危険を予測し、自他の安全に配慮して安全な行動をとるとともに、自ら危

険な環境を改善できるようにすること 

ⅲ）自他の生命を尊重し、安全で安心な社会づくりの重要性を認識して、学校、家庭及び地域社会の安全活動に

進んで参加し、貢献できるようにすることなど、発達段階に応じて、児童生徒等の能力を育むことが目標とされて

いる。特に、日常生活においても、状況を適切に判断し最善を尽くそうとする「主体的に行動する態度」を育成す

る教育の重要性とともに、危険に際して自らの命を守り抜くための「自助」だけではなく、自らが進んで安全で安

心な社会づくりに参加し、貢献できる力を身に付ける「共助、公助」の視点からの教育の重要性が指摘されてい

る。さらに、これらを実現するため、教科等を横断する総合的な指導計画の下、系統的・体系的に安全教育を行

うことにより、安全教育の質・量の両面での充実を図ることや、国が各教科等における安全に関する指導内容を

整理して提示することなどの必要性が提起されている。 

 

 

 

 

 

目標（１８）安全・安心で質の高い教育研究環境の整備 

教育内容・方法等の変化や多様化への対応などの教育環境の質的向上を図りつつ、早期に耐震化を完

了し、長寿命化改修を中心とした計画的な老朽化対策を進める。また、教材、学校図書館、社会教育施

設等の学校内外における教育環境を充実する。さらに、大学施設については、計画的な老朽化対策に併

せ、次代を担う人材育成やイノベーション創出のための教育研究環境の整備を推進する。また、建学の

精神に基づく多様な人材育成や特色ある教育研究を展開し、公教育の大きな部分を担っている私立学校

の重要性に鑑み、その基盤としての教育研究環境の整備を推進する。 

（測定指標候補） 

・ 公立学校施設の長寿命化計画の策定率を 100％にする 

・ 緊急的に老朽化対策が必要な公立小中学校施設の未改修面積の計画的な縮減 

・ 教育研究活動に著しく支障がある国立大学等の老朽施設の未改修面積の計画的な縮減 

・ 国立大学等における耐用年数を大幅に超過したライフラインのうち配管配線の未改修量の計画的な

縮減 

・ 私立学校の耐震化等の推進（早期の耐震化、天井等落下防止対策の完了） 

・ 私立学校の寄附文化の醸成（税額控除等寄附金税制を活用する私立学校の割合を向上） 

○ 安全・安心で質の高い学校施設等の整備の推進 

・ 公立学校について、長寿命化改修を中心とした計画的な老朽化対策の実施に加え、非構造部材の耐震

対策、防災機能強化、教育環境の質的向上を推進する。また、国立大学等について、第４次国立大学

法人等施設整備５か年計画を踏まえ計画的な老朽化対策や大学の機能強化を支える基盤整備等を着

実に実施する。また、私立学校について、国公立学校の状況を勘案しつつ、早期の耐震化完了及び、

屋内運動場等の天井等落下防止対策の完了や、非構造部材の耐震対策等防災機能強化を推進する。 

○ 学校における教材等の教育環境の充実 

・ 「義務教育諸学校における新たな教材整備計画」等に基づく教材の整備を推進する。また、学校図書

標準の達成に向けた図書の整備や新聞の配備、司書教諭の養成や学校司書の配置に対する支援のほか、

学校図書館ガイドラインや学校司書のモデルカリキュラムの周知により、地域ボランティア等を活用

しつつ、学校図書館の整備充実を図る。 
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第３期教育振興基本計画の策定に向けたこれまでの審議計画について 

 第２部 ５．教育政策推進のための基盤を整備する 

中教審教育振興基本計画委部会 平成 29年 9月  



 

 

 

 

 

 

 

子どもたちを取り巻く環境は急激に変化し、学校

が対応しなければならない危機は、風水害などの自

然災害のみならず、新型コロナウイルス感染症、食

物アレルギーや大気汚染被害の課題など多岐にわ

たっている。特に、いじめ、不登校、暴力行為等、

生徒指導上の問題は依然深刻な課題となっており、

児童虐待の増加や携帯電話、スマートフォンなどに

よるネットいじめなど多岐にわたった様々な課題

が生じている。 

 学校は子どもたちが自己実現に向けて学ぶ場で

なければならない。そして、教職員は子どもたちの

安全を守り、安心して学習や諸活動に取り組むこと

ができる環境を整備する必要がある。そのために、

学校は、事件・事故等の未然防止や適切な対応など

学校危機管理体制の確立とともに、教職員及び子ど

もたち一人一人の危機対応力を高めることが求め

られる。 

 校長は、教職員が様々な危機に対応できるように、

危機管理意識を高めるとともに、学校の危機管理体

制の充実・改善を行う必要がある。また、日常的に

起こりうる危機を想定しながら、保護者や地域、関

係機関との連携・協働を図り、共に子どもの安全・

安心を確保していく体制をつくることが重要であ

る。 

 本分科会では、いじめ防止基本方針に基づく一連

の取組の具体的な方策や危機管理能力の育成、組織

体制づくり、関係機関との連携・協働等、校長の役

割と指導性、リーダーシップについて明らかにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ いじめ・不登校等への適切な対応と体制づくり 

 いじめや不登校への対応は学校における重要課

題の一つである。また、社会的にも大きな問題とし

て取り上げられ、保護者や地域の関心も高い。 

学校は、いじめや不登校等に対する予防的取組を

図ることを含め、教職員間で情報を共有しながら、

組織的に対応することが必要である。また、いじめ

や不登校等の問題への取組については、保護者や地

域等への説明責任を果たすことが求められる。 

 また、学校は予防的な取組として、児童に道徳性

や規範意識等を養うとともに、子どもたち自身がい

じめ防止等に主体的に向かう態度を育む取組の推進を

図ることが重要である。さらに、問題発生の兆しに対

して学校全体で早期に対応するなど、各学校の「い

じめ防止基本方針」に基づく取組の推進を図ってい

く必要がある。 

 このような視点に立ち、いじめや不登校等への適

切な対応のための取組を推進する上での、校長の果

たすべき役割と指導性を究明する。 

⑵ 教職員の高い危機管理能力の育成と未然防止

に向けた組織体制づくり 

 学校は、様々な危機への対応について、教職員の

共通理解の下、より一層、組織的かつ機動的な対応

を図っていく必要がある。そこで、校長は、子ども

を取り巻く社会情勢の変化や教育課題を的確に把

握し、教職員の危機意識や危機対応能力を研修等で

高めていかなければならない。そのために、危機管

理マニュアルや学校安全計画等の更新・見直しを図

り、組織体制づくり等の強化、保護者・地域との信

頼関係の構築及び関係機関との連携に努める必要

がある。 

 このような視点に立ち、教職員の高い危機管理能

力の育成と未然防止に向けた組織体制づくりを推

進する上での、校長の果たすべき役割と指導性を究

明する。 

第10分科会 危機対応 

Ⅳ 危機管理  研究課題 様々な危機への対応、未然防止の体制づくりと 

校長の在り方 

 

分科会の趣旨 研究の視点 
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第１０分科会 「危機対応」 

研究課題 「様々な危機への対応、未然防止の体制づくりと校長の在り方」 

 

１ 「研究課題」のもつ今日的課題性や先見性、意識改革の必要性についての解説 

子どもたちを取り巻く社会的な環境は日々激しく変化し、子どもたちの心身に大きな影響を与えている。家庭

においても、少子化や核家族化を背景に、兄弟姉妹が切磋琢磨し、祖父母から継承的な文化を学ぶといった生活

体験が減少してきている。親子間においては、無責任な放任や過保護・過干渉といった傾向がかねてより指摘さ

れている。また、地域社会においては、地縁的な連帯が弱まり、地域における人間関係の希薄化が進むととも

に、子どもたちの心の糧となる生活体験や自然体験・社会体験など地域における体験活動が失われてきていると

いわれている。 

このような環境で育ってきている今日の子どもたちは、社会性や自己責任の観念が十分に育まれず、反社会的

な行為は子どもであっても許されないという認識が身に付いていない傾向が見られる。また、他者を思いやる温

かい気持ちをもつことや、望ましい人間関係を築くことが難しくなってきているともいわれ、子どもたちの生活

に情報機器が普及・浸透することなどにより、子どもたちが多種多様な情報に接したり発信したりすることが容

易になってきている。そのことが子どもたちの望ましい人間関係の構築を阻害し、いじめや不登校という現象の

表出にもつながっていると考えられる。 

このような憂慮すべき問題を直視し、幅広い観点から心の問題を見直し、社会全体が一体となって必要かつ適

切な取組を進めていくことが今日喫緊の課題となっている。 

 また、学校における危機管理とは、 

 （１）児童生徒及び教職員の安全を確保すること 

（２）学校と児童生徒・保護者・地域社会との信頼関係と保つこと 

（３）組織的で迅速かつ的確な対応により、学校を安定した状態にすること 

を目的として、危機を予知・回避するための方策を講じるとともに、危機発生時には被害や問題を最小限にとど

めるために適切な対応をとることである。 

校長は、教育目標を達成するために欠くことのできない重要な機能の一つとして健全育成を捉え、教育課程に

おける特定の領域や内容に偏ることなく、学校の教育活動すべてにわたって十分に作用させるようにすることが

必要である。また、日常的に起こりうる危機を想定した家庭や地域・関係機関との連携・協働体制を確立してお

くとともに、あらゆる教育活動の場面で、全教職員の協働的な取組を展開するようにリーダーシップを発揮する

ことが求められている。 

 

２ 「研究課題」を究明する視点 

 (1) いじめ・不登校への適切な対応と体制づくり 

  ・児童の悩みや相談を学校全体で取り上げる組織的な取組 

  ・児童に関わる幅広い情報収集と多面的な理解を図る取組 

  ・生徒指導の機能を生かし、関わり合う力を育む教育活動の推進 

(2) 教職員の高い危機管理能力の育成と未然防止に向けた組織体制づくり 

  ・教職員の危機意識や危機対応能力を高めるための研修や組織体制づくり等の取組 

  ・地域や家庭・関係機関との連携・協働を図り、児童の自主性と連帯性を育む取組 
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３ 分科会の方向性と「研究視点」に関する参考資料 
 
 
 
 
（１） いじめの防止  
②いじめの防止のための措置 
ア）いじめについての共通理解 
いじめの態様や特質，原因・背景，具体的な指導上の留意点などについて，校内研修や職員会議で周知を図り，
平素から教職員全員の共通理解を図っていくことが大切である。また，児童生徒に対しても，全校集会や学級活
動（ホームルーム活動）などで校長や教職員が，日常的にいじめの問題について触れ，「いじめは人間として絶
対に許されない」との雰囲気を学校全体に醸成していくことが大切である。その際，いじめの未然防止のための
授業（「いじめとは何か。いじめはなぜ許されないのか。」等）を，学校いじめ対策組織の構成員である教職員が
講師を務め実施するなど，学校いじめ対策組織の存在及び活動が児童生徒に容易に認識される取組を行うことが
有効である。常日頃から，児童生徒と教職員がいじめとは何かについて具体的な認識を共有する手段として，何
がいじめなのかを具体的に列挙して目につく場所に掲示するなどが考えられる。  
イ）いじめに向かわない態度・能力の育成 
学校の教育活動全体を通じた道徳教育や人権教育の充実，読書活動・体験活動などの推進により，児童生徒の社
会性を育むとともに，幅広い社会体験・生活体験の機会を設け，他人の気持ちを共感的に理解できる豊かな情操
を培い，自分の存在と他人の存在を等しく認め，お互いの人格を尊重する態度を養う。1また，自他の意見の相違
があっても，互いを認め合いながら建設的に調整し，解決していける力や，自分の言動が相手や周りにどのよう
な影響を与えるかを判断して行動できる力など，児童生徒が円滑に他者とコミュニケーションを図る能力を育て
る。 指導に当たっては，発達の段階に応じて，児童生徒がいじめの問題を自分のこととして捉え，考え，議論す
ることにより，正面から向き合うことができるよう，実践的な取組を行う。また，その際，いじめは重大な人権
侵害に当たり，被害者，加害者及び周囲の児童生徒に大きな傷を残すものであり，決して許されないこと，いじ
めが刑事罰の対象となり得ること，不法行為に該当し損害賠償責任が発生し得ること等についても，実例（裁判
例等）を示しながら，人権を守ることの重要性やいじめの法律上の扱いを学ぶといった取組を行う。 
ウ）いじめが生まれる背景と指導上の注意 
いじめ加害の背景には，勉強や人間関係等のストレスが関わっていることを踏まえ，授業についていけない焦り
や劣等感などが過度なストレスとならないよう，一人一人を大切にした分かりやすい授業づくりを進めていくこ
と，学級や学年，部活動等の人間関係を把握して一人一人が活躍できる集団づくりを進めていくことが求められ
る。また，ストレスを感じた場合でも，それを他人にぶつけるのではなく，運動・スポーツや読書などで発散し
たり，誰かに相談したりするなど，ストレスに適切に対処できる力を育むことも大切である。 
なお，教職員の不適切な認識や言動が，児童生徒を傷つけたり，他の児童生徒によるいじめを助長したりするこ
とのないよう，指導の在り方には細心の注意を払う。教職員による「いじめられる側にも問題がある」という認
識や発言は，いじめている児童生徒や，周りで見ていたり，はやし立てたりしている児童生徒を容認するものに
ほかならず，いじめられている児童生徒を孤立させ，いじめを深刻化する。 
○発達障害を含む，障害のある児童生徒がかかわるいじめについては，教職員が個々の児童生徒の障害の特性へ
の理解を深めるとともに，個別の教育支援計画や個別の指導計画を活用した情報共有を行いつつ，当該児童生徒
のニーズや特性，専門家の意見を踏まえた適切な指導及び必要な支援を行うことが必要である。 
○海外から帰国した児童生徒や外国人の児童生徒，国際結婚の保護者を持つなどの外国につながる児童生徒は，
言語や文化の差から，学校での学びにおいて困難を抱える場合も多いことに留意し，それらの差からいじめが行
われることがないよう，教職員，児童生徒，保護者等の外国人児童生徒等に対する理解を促進するとともに，学
校全体で注意深く見守り，必要な支援を行う。 
○性同一性障害や性的指向・性自認に係る児童生徒に対するいじめを防止するため，性同一性障害や性的指向・
性自認について，教職員への正しい理解の促進や，学校として必要な対応について周知する。 
○東日本大震災により被災した児童生徒又は原子力発電所事故により避難している児童生徒（以下「被災児童生
徒」という。）については，被災児童生徒が受けた心身への多大な影響や慣れない環境への不安感等を教職員が
十分に理解し，当該児童生徒に対する心のケアを適切に行い，細心の注意を払いながら，被災児童生徒に対する
いじめの未然防止・早期発見に取り組む。 
上記の児童生徒を含め，学校として特に配慮が必要な児童生徒については，日常的に，当該児童生徒の特性を踏
まえた適切な支援を行うとともに，保護者との連携，周囲の児童生徒に対する必要な指導を組織的に行う。 
エ）自己有用感や自己肯定感を育む 
ねたみや嫉妬などいじめにつながりやすい感情を減らすために，全ての児童生徒が，認められている，満たされ
ているという思いを抱くことができるよう，学校の教育活動全体を通じ，児童生徒が活躍でき，他者の役に立っ
ていると感じ取ることのできる機会を全ての児童生徒に提供し，児童生徒の自己有用感が高められるよう努める。
その際，当該学校の教職員はもとより，家庭や地域の人々などにも協力を求めていくことで，幅広い大人から認
められているという思いが得られるよう工夫することも有効である。また，自己肯定感を高められるよう，困難
な状況を乗り越えるような体験の機会などを積極的に設けることも考えられる。 
なお，社会性や自己有用感・自己肯定感などは，発達段階に応じて身に付いていくものであることを踏まえ，異
学校種や同学校種間で適切に連携して取り組むことが考えられる。幅広く長く多様な眼差しで児童生徒を見守る
ことができるだけでなく，児童生徒自らも長い見通しの中で自己の成長発達を感じ取り，自らを高めることがで
きる。 

いじめの防止等のための基本的な方針  別添２ 学校における「いじめ防止」「早期発見」「いじめに

対する措置」のポイント             文部科学大臣決定 最終決定平成 29年３月 14日 
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オ）児童生徒自らがいじめについて学び，取り組む 
児童生徒自らがいじめの問題について学び，そうした問題を児童生徒自身が主体的に考え，児童生徒自身がいじ
めの防止を訴えるような取組を推進（児童会・生徒会によるいじめ撲滅の宣言や相談箱の設置など）する。例え
ば，「いじめられる側にも問題がある」「大人に言いつける(チクる)ことは卑怯である」「いじめを見ているだけ
なら問題はない」などの考え方は誤りであることを学ぶ。あるいは，ささいな嫌がらせや意地悪であっても，し
つこく繰り返したり，みんなで行ったりすることは，深刻な精神的危害になることなどを学ぶ。 
なお，児童会・生徒会がいじめの防止に取り組む事は推奨されることであるが，熱心さのあまり教職員主導で児
童生徒が「やらされている」だけの活動に陥ったり，一部の役員等だけが行う活動に陥ったりする例もある。教
職員は，全ての児童生徒がその意義を理解し，主体的に参加できる活動になっているかどうかをチェックすると
ともに，教職員は陰で支える役割に徹するよう心がける。 
 
 
 
 
1  不登校児童生徒への支援に対する基本的な考え方 
（1）支援の視点 
    不登校児童生徒への支援は、「学校に登校する」という結果のみを目標にするのではなく、児童生徒が自ら
の進路を主体的に捉えて、社会的に自立することを目指す必要があること。また、児童生徒によっては、不登校
の時期が休養や自分を見つめ直す等の積極的な意味を持つことがある一方で、学業の遅れや進路選択上の不利益
や社会的自立へのリスクが存在することに留意すること。 
（2）学校教育の意義・役割 
   特に義務教育段階の学校は、各個人の有する能力を伸ばしつつ、社会において自立的に生きる基礎を養うとと
もに、国家・社会の形成者として必要とされる基本的な資質を培うことを目的としており、その役割は極めて大
きいことから、学校教育の一層の充実を図るための取組が重要であること。また、不登校児童生徒への支援につ
いては児童生徒が不登校となった要因を的確に把握し、学校関係者や家庭、必要に応じて関係機関が情報共有し、
組織的・計画的な、個々の児童生徒に応じたきめ細やかな支援策を策定することや、社会的自立へ向けて進路の
選択肢を広げる支援をすることが重要であること。さらに、既存の学校教育になじめない児童生徒については、
学校としてどのように受け入れていくかを検討し、なじめない要因の解消に努める必要があること。 
   また、児童生徒の才能や能力に応じて、それぞれの可能性を伸ばせるよう、本人の希望を尊重した上で、場合
によっては、教育支援センターや不登校特例校、ＩＣＴを活用した学習支援、フリースクール、中学校夜間学級
（以下、「夜間中学」という。）での受入れなど、様々な関係機関等を活用し社会的自立への支援を行うこと。 
  その際、フリースクールなどの民間施設やＮＰＯ等と積極的に連携し、相互に協力・補完することの意義は大
きいこと。 
（3）不登校の理由に応じた働き掛けや関わりの重要性 
   不登校児童生徒が、主体的に社会的自立や学校復帰に向かうよう、児童生徒自身を見守りつつ、不登校のきっ
かけや継続理由に応じて、その環境づくりのために適切な支援や働き掛けを行う必要があること。 
（4）家庭への支援 
   家庭教育は全ての教育の出発点であり、不登校児童生徒の保護者の個々の状況に応じた働き掛けを行うことが
重要であること。また、不登校の要因・背景によっては、福祉や医療機関等と連携し、家庭の状況を正確に把握
した上で適切な支援や働き掛けを行う必要があるため、家庭と学校、関係機関の連携を図ることが不可欠である
こと。その際、保護者と課題意識を共有して一緒に取り組むという信頼関係をつくることや、訪問型支援による
保護者への支援等、保護者が気軽に相談できる体制を整えることが重要であること。 
2  学校等の取組の充実 
（1）「児童生徒理解・支援シート」を活用した組織的・計画的支援 
   不登校児童生徒への効果的な支援については、学校及び教育支援センターなどの関係機関を中心として組織
的・計画的に実施することが重要であり、また、個々の児童生徒ごとに不登校になったきっかけや継続理由を的
確に把握し、その児童生徒に合った支援策を策定することが重要であること。その際、学級担任、養護教諭、ス
クールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等の学校関係者が中心となり、児童生徒や保護者と話し合う
などして、「児童生徒理解・支援シート（参考様式）」（別添1）（以下「シート」という。）を作成することが
望ましいこと。これらの情報は関係者間で共有されて初めて支援の効果が期待できるものであり、必要に応じて、
教育支援センター、医療機関、児童相談所等、関係者間での情報共有、小・中・高等学校間、転校先等との引継ぎ
が有効であるとともに、支援の進捗状況に応じて、定期的にシートの内容を見直すことが必要であること。また、
校務効率化の観点からシートの作成に係る業務を効率化するとともに、引継ぎに当たって個人情報の取扱いに十
分留意することが重要であること。 
 （2）不登校が生じないような学校づくり 
  1．魅力あるよりよい学校づくり 
    児童生徒が不登校になってからの事後的な取組に先立ち、児童生徒が不登校にならない、魅力ある学校づく
りを目指すことが重要であること。 
  2．いじめ、暴力行為等問題行動を許さない学校づくり 

不登校児童生徒への支援の在り方について（通知） 

                             文部科学省 令和元年 10年 25日 
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  いじめや暴力行為を許さない学校づくり、問題行動へのき然とした対応が大切であること。また教職員による
体罰や暴言等、不適切な言動や指導は許されず、教職員の不適切な言動や指導が不登校の原因となっている場合
は、懲戒処分も含めた厳正な対応が必要であること。 
  3．児童生徒の学習状況等に応じた指導・配慮の実施 
  学業のつまずきから学校へ通うことが苦痛になる等、学業の不振が不登校のきっかけの一つとなっていること
から、児童生徒が学習内容を確実に身に付けることができるよう、指導方法や指導体制を工夫改善し、個に応じ
た指導の充実を図ることが望まれること。 
（3）不登校児童生徒に対する効果的な支援の充実 
  1．不登校に対する学校の基本姿勢 
  校長のリーダーシップの下、教員だけでなく、様々な専門スタッフと連携協力し、組織的な支援体制を整える
ことが必要であること。また、不登校児童生徒に対する適切な対応のために、各学校において中心的かつコーデ
ィネーター的な役割を果たす教員を明確に位置付けることが必要であること。 
  2．早期支援の重要性 
  不登校児童生徒の支援においては、予兆への対応を含めた初期段階からの組織的・計画的な支援が必要である
こと。 
  3．効果的な支援に不可欠なアセスメント 
  不登校の要因や背景を的確に把握するため、学級担任の視点のみならず、スクールカウンセラー及びスクール
ソーシャルワーカー等によるアセスメント（見立て）が有効であること。また、アセスメントにより策定された
支援計画を実施するに当たっては、学校、保護者及び関係機関等で支援計画を共有し、組織的・計画的な支援を
行うことが重要であること。 
  4．スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーとの連携協力 
  学校においては、相談支援体制の両輪である、スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーを効果
的に活用し、学校全体の教育力の向上を図ることが重要であること。 
  5．家庭訪問を通じた児童生徒への積極的支援や家庭への適切な働き掛け 
  学校は、プライバシーに配慮しつつ、定期的に家庭訪問を実施して、児童生徒の理解に努める必要があること。
また、家庭訪問を行う際は、常にその意図・目的、方法及び成果を検証し適切な家庭訪問を行う必要があること。 
  なお、家庭訪問や電話連絡を繰り返しても児童生徒の安否が確認できない等の場合は、直ちに市町村又は児童
相談所への通告を行うほか、警察等に情報提供を行うなど、適切な対処が必要であること。 
  6．不登校児童生徒の学習状況の把握と学習の評価の工夫 
  不登校児童生徒が教育支援センターや民間施設等の学校外の施設において指導を受けている場合には、当該児
童生徒が在籍する学校がその学習の状況等について把握することは、学習支援や進路指導を行う上で重要である
こと。学校が把握した当該学習の計画や内容がその学校の教育課程に照らし適切と判断される場合には、当該学
習の評価を適切に行い指導要録に記入したり、また、評価の結果を通知表その他の方法により、児童生徒や保護
者、当該施設に積極的に伝えたりすることは、児童生徒の学習意欲に応え、自立を支援する上で意義が大きいこ
と。 
  7．不登校児童生徒の登校に当たっての受入体制 
  不登校児童生徒が登校してきた場合は、温かい雰囲気で迎え入れられるよう配慮するとともに、保健室、相談
室及び学校図書館等を活用しつつ、徐々に学校生活への適応を図っていけるような指導上の工夫が重要であるこ
と。 
  8．児童生徒の立場に立った柔軟な学級替えや転校等の対応 
  いじめが原因で不登校となっている場合等には、いじめを絶対に許さないき然とした対応をとることがまずも
って大切であること。また、いじめられている児童生徒の緊急避難としての欠席が弾力的に認められてもよく、
そのような場合には、その後の学習に支障がないよう配慮が求められること。そのほか、いじめられた児童生徒
又はその保護者が希望する場合には、柔軟に学級替えや転校の措置を活用することが考えられること。 
  また、教員による体罰や暴言等、不適切な言動や指導が不登校の原因となっている場合は、不適切な言動や指
導をめぐる問題の解決に真剣に取り組むとともに、保護者等の意向を踏まえ、十分な教育的配慮の上で学級替え
を柔軟に認めるとともに、転校の相談に応じることが望まれること。 
  保護者等から学習の遅れに対する不安により、進級時の補充指導や進級や卒業の留保に関する要望がある場合
には、補充指導等の実施に関して柔軟に対応するとともに、校長の責任において進級や卒業を留保するなどの措
置をとるなど、適切に対応する必要があること。また、欠席日数が長期にわたる不登校児童生徒の進級や卒業に
当たっては、あらかじめ保護者等の意向を確認するなどの配慮が重要であること。 
 
 
 
 
第１節 学校における安全管理の考え方 ポイント 
○ 学校における安全管理は、事故の要因や危険を早期に発見し、速やかに除去するとともに、万が一、事故等
が発生した場合に、適切な応急手当や安全措置ができるような体制を確立して、児童生徒等の安全の確保を図る

「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育  第 3章 学校における安全管理    

文部科学省 平成 31年３月  
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ようにすることである。 
○ 安全管理は、安全教育と一体的な活動を展開することによって、初めて学校における安全が確保できるため、
学校安全計画や危機管理マニュアル作成時には十分留意し、実効的なものとする必要がある。 
第２節 事故等の未然防止のための安全管理 ポイント 
○ 事前の安全管理は、事故等の未然防止と事故発生後の的確な対処への備えの両面がある。 
○ 全ての学校及び全ての教職員は、日頃から組織的に安全管理に取り組む体制を整備するとともに、学校環境
や学校生活、通学路等の点検を通して危険な箇所や場面を抽出・分析・管理し、ＰＤＣＡサイクルの中で、改善
を重ねていくこと、実際の事故発生時の対応手順や体制についてあらかじめ十分準備しておくことが重要である。 
第３節 事故等の発生に備えた安全管理 ポイント 
○ 事故等が発生した際、児童生徒等の生命と健康を最優先に迅速かつ適切な対応を行うことが重要である。そ
のため、組織として機動的に対応できる救急及び緊急連絡体制を整えておくとともに、迅速かつ適切な手当がで
きるよう、日頃から全ての職員がその手順について理解し、身に付けておくことが大切である。 
○ さらに、学校への不審者侵入時や登下校時・校外活動時における事故等発生時、地域・学校の実情を踏まえ
て起こり得る危険が発生したときなど、個別の場面を想定し、できる限り具体的に手順を定め、教職員のみなら
ず関係者等にも共有しておくことが重要である。  
第４節 災害発生時の対応（火災、地震・津波災害、火山災害、風水（雪）害等の気象災害、原子力災害等発生
時） １ 緊急連絡体制の整備 
学校及び周辺で起こり得る様々な災害について、災害時又は災害が発生するおそれがあるときにおける情報連絡
を的確かつ円滑に行うため、自治体や教育委員会等の定める計画を踏まえて、学校と教育委員会、防災担当部局
との間の情報連絡手段・体制の整備を図るとともに、教職員間、学校と保護者・児童生徒等や地域の関係機関・
団体との間の情報連絡体制を整えておく必要がある。災害によっては、電話、携帯電話、メールなどの通信手段
が利用できなくなることを考え、それ以外の連絡方法や、災害発生時の措置をあらかじめ定めておくことも必要
である。特に児童生徒等の下校や引渡しについては、災害の種類と程度に応じた基本的パターンを定め、保護者
と事前に共通理解を図っておく必要がある。児童生徒等の在宅中（登校前・休日・夜間等）に災害が発生した場
合や災害に関する警報が発表された場合、若しくは避難勧告等が発令された場合の登校や休校についても、でき
る限り事前に設置者等と協議 8 し、同様に基本パターンを決めてあらかじめ保護者に周知する。なお、災害発生
時等に実際に機能するよう、様々な場面・状況（授業中、休み時間や放課後、登下校中、校外学習中、休日の課外
活動中等）における児童生徒等の安全確保策や連絡体制を明確にして危機管理マニュアルに盛り込むとともに、
訓練等を行うことも大切である。 
第５節 事後の対応と学校事故対応 ポイント 
○ 危機が一旦おさまった後、速やかに児童生徒等の安否確認、必要に応じて学校での待機・保護者への引渡し
を行うとともに、教育活動の再開に向けて動き出す。これらをスムーズに行うためには、ルールづくりなど事前
の準備が必要である。 
○ また、必要に応じて児童生徒等への心のケアを十分に実施することが重要である。 
○ さらに、事故等については、必要に応じて、その背景や要因について、調査・検証を行い、適切に関係者に情
報を共有するとともに、再発防止につなげることが重要である。 
第７節 安全管理の評価 １ 安全管理の評価の意義 
安全管理は、現在有効に機能しているように見えても、児童生徒等の状況の変化や学校の置かれている環境の変
化などの状況の変化等により潜在的な危険をはらみ、十分でない場合がある。将来、安全管理の対象や項目が変
わったり、安全上の新たな問題が生じたりすることにより、現在の方法を改善する必要が出てくる場合がある。
また、人事異動等により、教職員の安全管理に関する理解が低下することも考えられるため、安全管理に関する
評価が必要となる。安全管理の評価の意義は、安全管理の実態を把握することにより、安全管理の対象、観点・
方法が、安全管理のねらいに合致しているか否かを検討し、より有効な安全管理のための改善策を明らかにする
ことにある。なお、評価結果を教職員全員にフィードバックしたり、必要に応じて保護者、地域関係者及び児童
生徒等にフィードバックし、その後の指導や管理に生かしたりすることは、安全管理へのより積極的な参画や、
安全管理についての改善策の提案を促すことになるので、積極的に行うべきである。特に、施設・設備の活用状
況や安全点検等についての評価は、具体的なチェックカードなどを作成し、結果を検討し速やかに対応すること
が重要である。 
 
 
 
 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

今日、少子高齢化や家族形態が変容し、ＳＮＳ

が発達する社会の中で、人間関係が希薄化する傾

向が一層強まっている。それに伴い周囲の人々と

の交流に消極的な家庭の増加により、地域住民の

地域活動が低迷している。さらに、家庭の価値観

の多様化や地域コミュニティの変化により、子ど

もたちの人間関係を育み広げる機会が減少した。

こうしたことが要因となり、子どもたちが、地域

の中で社会性を高めることが難しい時代を迎えて

いる。また、就業構造も大きく変化し、子どもた

ちが、自身の未来を豊かに思い描く事が困難な状

況も生まれている。 

このような情勢の中、学校は、子どもたちに、

社会が直面する問題に正面から向き合おうとする

強い意志を培い、社会を構成する一員として他者

と協働しながらその解決に主体的に取り組もうと

する態度を育むことが求められている。 

加えて、開かれた学校として地域コミュニティ

の核となり、社会とどう関わり、どのように貢献

していけるかを考えた学校づくりを進めていくこ

とも求められている。 

そのような学校づくりを実現するためには、子

どもたちが考え行動するプロセスを重視し、地域

の特色を生かした豊かな体験活動を積極的に取り

入れ、組み立てていくことが大切である。また、

全教育活動をキャリア教育の視点から捉え、幅

広い学力、コミュニケーション能力や規範意識

等、社会的・職業的自立に必要な基盤となる資

質・能力を高めていく教育課程を編成することに

より、働く意義や目的を探求し、自分なりの勤労

観・職業観を形成していくことも重要である。 

 本分科会では、｢社会に開かれた教育課程｣の編

成に向け、校長のリーダーシップの下、将来の社

会を形成する役割を担う子どもたちに、各教科等

で身に付けた知識や技能等を基に、よりよい社会

の形成に向け、主体性をもって社会に参画し、課

題を解決する力や態度を養うための具体的方策と

成果を明らかにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 社会の発展に貢献する資質・能力・態度を育

む教育活動の推進 

 学校は、子どもたちが社会の仕組みを理解でき

るようにし、自立した社会人として生きていくた

めに必要な資質・能力を育むとともに、社会に貢

献しようとする態度の育成を目指している。 

そのためには、地域を対象として、地域の人的・

物的資源を活用し、体験的学習や問題解決的な学

習を積極的に組み立てる必要がある。また、積極

的に地域住民の学校運営参画意識の醸成に努め、

目指す子ども像を共有し、ともに子どもたちを育

む関係を築いていくことが求められる。校長は、

こうした認識の下に、子どもたちが将来への夢や

目標を確立し、希望をもって社会の一員として歩

き始めることができるよう教育活動を推進してい

くことが求められている。 

このような視点に立ち、他者と協働して主体的

に社会に参画し、貢献しようとする意欲や態度を

身に付けることができる教育活動を推進する上で

の、校長の果たすべき役割と指導性を究明する。 

 

⑵ 地域に愛着をもち、よりよい社会の創造に貢

献する力を育むキャリア教育の推進 

小学校におけるキャリア教育は、子どもたち一

人一人の社会的・職業的自立に向けて必要な資質・

能力を養うことを目的としており、発達の段階に

応じて組織的かつ計画的に推進していくものであ

る。 

 これを踏まえて、学校においては、体験的な学

習活動を充実させるとともに、家庭・地域社会と

の連携・協働を図りながら、子どもたちが様々な

人々や社会との関わりをもてるよう工夫する。そ

のような活動を通して、社会生活の基本的ルール

を身に付け、社会の中での自己の役割を認識し、

働くことの意義や夢をもつことの大切さを理解で

きるようにすることが求められている。 

 このような視点に立ち、教育活動全体を通じて、

地域に愛着をもち、豊かな未来社会の実現に貢献

する力を育むキャリア教育を推進する上での、校

長の果たすべき役割と指導性を究明する。 
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Ⅴ 教育課題  研究課題 社会形成能力を育む教育活動の推進と校長の 

在り方 

 

分科会の趣旨 研究の視点 
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第１１分科会 「社会形成能力」 

研究課題 「社会形成能力を育む教育活動の推進と校長の在り方」 

 

１ 「研究課題」のもつ今日的な課題や先見性、意識改革の必要性についての解説 

 近年、社会が複雑化、多様化し、子どもを取り巻く環境も大きく変化している。とりわけ、少子化の進展や家族

形態の変容などによる家庭の養育姿勢や地域コミュニティーの変化に伴い地域活動への参加機会は減少し、子ど

もたちが社会性を高めたり、人間関係を育み広げたりする機会は減っている。そのような中、東日本大震災や熊本

地震、胆振東部地震、道内外の風水害等、それぞれの被災地において、ボランティア活動や支援活動など、地域の

人たちとの絆が改めて見直され、地域コミュニティーの形成・発展がますます重要であることも明らかとなった。 

また、ここ数年の教育情勢からは、将来を担う子どもたちの豊かな未来づくりを図る、「社会形成能力」の育成

を求める内容の記述をしばしば目にする。一例としては、下記のようなものがあり、このような力の育成の重要性

を知ることができる。 

 ・持続可能な社会の担い手として、個人と社会の成長につながる新たな価値を生み出す 

 ・あらゆる他者を価値ある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら社会変化を乗り越えていく力 

                                   (全連小 研究主題 解説より) 

 ・社会の中で自立し、他者と連携・協働しながら生き抜く力や地域の課題解決を社会の構成員の一人として主

体的に担う力など、主権者として求められる力を育成    (北海道教育推進計画 施策項目6より) 

 

 「社会形成能力」とは、多様な他者の考え方や立場を理解し、相手の意見を聞いて自分の考えを正確に伝えるこ

とができるとともに、自分の置かれている状況を受け止め、役割を果たしつつ他者と協力・協働して社会に参画し、

今後の社会を積極的に形成することができる力である。この力は、社会との関わりにおいては、性別、年齢、個性、

価値観等の多様な人材が活躍しており、様々な他者を認めつつ、協働していく力である。また、変化の激しい今日

においては、既存の社会に参画し、適応することのみならず、自ら新たな社会を創造・構築していく資質・能力が

求められている。さらに、人や社会との関わりは、自分に必要な知識、能力、態度への気付きだけでなく、将来の

自分への夢や希望を与えてくれるものであり、自らを育成する上でも影響を与えるものでもある。具体的な例とし

ては、他者の個性を理解する力、他者に働きかける力、コミュニケーションスキル、チームワーク、リーダーシッ

プ等があげられる。 

 また、子どもたちに将来、社会や職業で必要となる資質・能力を育むためには学校で学ぶことと社会とのつなが

りを意識させることも重要である。そのために校長は、｢社会に開かれた教育課程｣の意味合いを十分に自覚し、総

合的な学習の時間や学校行事の勤労生産・奉仕的行事における職場体験などのキャリア形成に関わる啓発的な体

験活動、道徳科における学習の機会を活かしつつ、学校の教育活動全体を通じて系統的、発展的に教育課程に位置

付け、編成・実施・評価・改善していくことが必要である。 

 校長は、将来の社会を形成する役割を担う子どもたちが、よりよい社会の形成に向け、主体性をもって社会の活

動に積極的に参画し、課題を解決していく力や態度を養うよう、リーダーシップを発揮して教育課程を編成してい

くことが必要である。 

 

２ 「研究課題」を究明する視点 

（１）社会の発展に貢献する資質・能力・態度を育む教育活動の推進 

  ・社会との関わりを豊かにしていく力を身に付ける体験活動の創造 

  ・他者と協力して社会の活動に参画し、貢献しようとする意欲や態度を身に付ける教育活動の創造 

（２）地域に愛着をもち、よりよい社会の創造に貢献する力を育むキャリア教育の推進 

  ・社会に積極的に関わろうとする態度の育成を目指した教育課程の編成 

  ・社会づくりに貢献しようとする力の育成を目指した教育課程の編成 
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３ 分科会の方向性と研究視点に関する資料 

 

 

 

前文 

○  今、我が国は、人生100年時代を迎えようとしており、また、超スマート社会（Society5.0）の実現に向け 

て人工知能（AI）やビッグデータの活用などの技術革新が急速に進んでいる。こうした社会の大転換を乗り 

越え、全ての人が、豊かな人生を生き抜くために必要な力を身に付け、活躍できるようにする上で、教育の 

力の果たす役割は大きい。 

○  激動の時代を豊かに生き、未来を開拓する多様な人材を育成するためには、これまでと同様の教育を続けて 

いくだけでは通用しない大きな過渡期に差し掛かっている。誰もが人間ならではの感性や創造性を発揮し自ら 

の「可能性」を最大化していくこと、そして誰もが身に付けた力を生かしてそれぞれの夢に向かって志を立て 

て頑張ることができる「チャンス」を最大化していくこと、これらを共に実現するための改革の推進が、今、求

められている。 

○  本計画は、このような考え方の下、第２期教育振興基本計画（以下「第２期計画」という。）において掲げ 

た「自立」、「協働」、「創造」の３つの方向性を実現するための生涯学習社会の構築を目指すという理念を 

引き継ぎつつ、2030年以降の社会の変化を見据えた教育政策の在り方を示すものである。 

Ⅳ．今後の教育政策に関する基本的な方針 

○  本計画においては、前述の生涯にわたる「可能性」と「チャンス」の最大化に向けた視点と、教育政策を推 

進するための基盤に着目し、以下の五つの方針により取組を整理する。 

１．夢と志を持ち、可能性に挑戦するために必要となる力を育成する  

２．社会の持続的な発展を牽引けんいんするための多様な力を育成する 

３．生涯学び、活躍できる環境を整える 

４．誰もが社会の担い手となるための学びのセーフティネットを構築する 

５．教育政策推進のための基盤を整備する 

 

 

 

 

 

全ての教職員で創り上げる各学校の特色 

〇 「カリキュラム・マネジメント」の実現に向けては、校長を中心としつつ、教科等の縦割りや学年を越え 

て、学校全体で取り組んでいくことができるよう、学校の組織や経営の見直しを図る必要がある。そのため 

には、管理職のみならず全ての教職員が「カリキュラム・マネジメント」の必要性を理解し、日々の授業等 

についても、教育課程全体の中での位置付けを意識しながら取り組む必要がある。また、学習指導要領等の 

趣旨や枠組みを生かしながら、各学校の地域の実情や子供たちの姿等と指導内容を見比べ、関連付けなが 

ら、効果的な年間指導計画等の在り方や、授業時間や週時程の在り方等について、校内研修等を通じて研究 

を重ねていくことも重要である。 

○  このように、「カリキュラム・マネジメント」は、全ての教職員が参加することによって、学校の特色を創 

り上げていく営みである。このことを学校内外の教職員や関係者の役割分担と連携の観点で捉えれば、管理職 

や教務主任のみならず、生徒指導主事や進路指導主事なども含めた全ての教職員が、教育課程を軸に自らや学 

校の役割に関する認識を共有し、それぞれの校務分掌の意義を子供たちの資質・能力の育成という観点から捉 

え直すことにもつながる。 

○  また、家庭・地域とも子供たちにどのような資質・能力を育むかという目標を共有し、学校内外の多様な教 

育活動がその目標の実現の観点からどのような役割を果たせるのかという視点を持つことも重要になる。その 

第3期教育振興基本計画 

                                  閣議決定 平成30年６月15

日 

幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び 

必要な方策等について（答申） 

                          中央教育審議会 平成28年12月 21日 
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ため、校長がリーダーシップを発揮し、地域と対話し、地域で育まれた文化や子供たちの姿を捉えながら、地 

域とともにある学校として何を大事にしていくべきかという視点を定め、学校教育目標や育成を目指す資質・ 

能力、学校のグランドデザイン等として学校の特色を示し、教職員や家庭・地域の意識や取組の方向性を共有 

していくことが重要である。 

 

 

 

 

第４節 児童の発達の支援 

１－(3) キャリア教育の充実・・・・・・・・・・・・Ｐ９９ 

〇 児童が、学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら、社会的・職業的自立に向けて必要な基盤とな 

る資質・能力を身に付けていくことができるよう、特別活動を要としつつ各教科等の特質に応じて、キャリア 

教育の充実を図ること 

学校教育においては、キャリア教育の理念が浸透してきている一方で、これまで学校の教育活動全体で行うとさ

れてきた意図が十分に理解されず、指導場面が曖昧にされてしまい、また、狭義の意味での「進路指導」との混同

により、特に進路に関連する内容が存在しない小学校においては、体系的に行われてこなかったという課題もあ

る。また、将来の夢を描くことばかりに力点が置かれ、「働くこと」の現実や必要な資質・能力の育成につなげて

いく指導が軽視されていたりするのではないか、といった指摘もある。 

こうした指摘等を踏まえて、キャリア教育を効果的に展開していくためには、特別活動の学級活動を要としなが

ら、総合的な学習の時間や学校行事、道徳科や各教科における学習、個別指導としての教育相談等の機会を生かし

つつ、学校の教育活動全体を通じて必要な資質・能力の育成を図っていく取組が重要になる。また、将来の生活や

社会と関連付けながら、見通しをもったり、振り返ったりする機会を設けるなど主体的・対話的で深い学びの実現

に向けた授業改善を進めることがキャリア教育の視点からも求められる。さらに、本改訂ではキャリア教育の要と

なる特別活動の学級活動の内容に(3)一人一人のキャリア形成と自己実現を設けている。その実施に際しては次の

２点に留意することが重要である。 

一つ目は、総則において、特別活動が学校教育全体で行うキャリア教育の要としての役割を担うことを位置づけ

た趣旨を踏まえることである。キャリア教育の要としての役割を担うこととは、キャリア教育が学校教育全体を通

して行うものであるという前提のもと、これからの学びや自己の生き方を見通し、これまでの活動を振り返るな

ど、教育活動全体の取組を自己の将来や社会づくりにつなげていくための役割を果たすことである。この点に留意

して学級活動の指導に当たることが重要である。 

二つ目は、学級活動の(3)の内容は、キャリア教育の視点からの小・中・高等学校のつながりが明確になるよう

整理することにより設けたものであるということである。ここで扱う内容については、将来に向けた自己実現に関

わるものであり、一人一人の主体的な意思決定を大切にする活動である。中学校、高等学校へのつながりを考慮し

ながら、小学校段階として適切なものを内容として設定している。キャリア教育は、教育活動全体の中で基礎的・

汎用的能力を育むものであることから、夢を持つことや職業調べなどの固定的な活動だけに終わらないようにす

ることが大切である。学校の教育活動全体を通じて行うキャリア教育を効果的に進めていくためには、校長のリー

ダーシップのもと、校内の組織体制を整備し、学年や学校全体の教師が共通の認識に立って指導計画の作成に当た

るなど、それぞれの役割・立場において協力して指導に当たることが重要である。また、キャリア教育は、児童に

将来の生活や社会、職業などとの関連を意識させる学習であることから、その実施に当たっては、職場見学や社会

人講話などの機会の確保が不可欠である。「社会に開かれた教育課程」の理念のもと、幅広い地域住民等（キャリ

ア教育や学校との連携をコーディネートする専門人材、高齢者、若者、ＰＴＡ・青少年団体、企業・ＮＰＯ等）と

目標やビジョンを共有し、連携・協働して児童を育てていくことが求められる。さらに、キャリア教育を進めるに

当たり、家庭・保護者の役割やその影響の大きさを考慮し、家庭・保護者との共通理解を図りながら進めることが

重要である。その際、各学校は、保護者が児童の進路や職業に関する情報を必ずしも十分に得られていない状況等

を踏まえて、産業構造や進路を巡る環境の変化等の現実に即した情報を提供して共通理解を図った上で、将来、児

学習指導要領等解説 総則編 

                           文部科学省 平成 29年６月 
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童が社会の中での自分の役割を果たしながら、自分らしい生き方を実現していくための働きかけを行うことが必

要である。 

 

 

 

第4章 初等中等教育の充実 

第5節 キャリア教育・職業教育の推進 

1 キャリア教育の推進 

（1）初等中等教育におけるキャリア教育の推進 

今日、日本社会の様々な領域において構造的な変化が進行しており、特に、産業や経済の分野においてその変容

の度合いが著しく大きく、雇用形態の多様化・流動化に直結しています。このような中で現在の若者と呼ばれる世

代は、無業者や早期離職者の存在などに見られるように「学校から社会・職業への移行」が円滑に行われていない

という点において困難に直面していると言われています。 

こうした状況に鑑み、子供たちが、「働くことの喜び」や「世の中の実態や厳しさ」などを知った上で、将来の

生き方や進路に夢や希望を持ち、その実現を目指して、学校での生活や学びに意欲的に取り組めるようになること

が必要です。そのためには、「学校から社会・職業への移行」を円滑にし、社会的・職業的自立に必要な能力や態

度を身に付けることができるようにするキャリア教育を推進していくことが重要です。小・中・高等学校の新学習

指導要領においても、キャリア教育の充実を図ることについて明示されました。このようなキャリア教育を推進す

るため、文部科学省では、キャリア教育の実践の普及・促進に向けて様々な施策を展開しています。 

〈令和2 年度実施施策〉 

1． 児童生徒が自らの学習活動等の学びのプロセスを記述し振り返ることのできるポートフォリオ的な教材

「キャリア・パスポート」の校種間の引き継ぎについて、都道府県教育委員会等に周知 

2． チャレンジ精神や他者と協働しながら新しい価値を創造する力など、これからの時代に求められる資質 

・能力の育成を目指した「小・中学校等における起業体験推進事業」の実施（令和2 年度は中止） 

3． 小学校段階での進路選択等のキャリア教育の在り方や課題等について調査研究を行い実証的なデータを得

るための「小学校における進路指導の在り方に関する調査研究」の実施（令和2 年度は中止） 

4． 都道府県等にキャリアプランニングスーパーバイザーを配置し、地域を担う人材育成・就労支援を促進す 

るための「地域を担う人材育成のためのキャリアプランニング推進事業」の実施 

5． 文部科学省が運営するウェブサイト「学校と地域でつくる学びの未来」において、地域・社会や産業界等 

が行う教育プログラムの情報等を提供 

6． 厚生労働省、経済産業省と連携して「キャリア教育推進連携シンポジウム」を合同開催（令和2 年度は中 

止） 

7． キャリア教育の充実・発展に尽力し、顕著な功績が認められた学校、教育委員会等に対する「文部科学大 

臣表彰」、また、学校、地域、産業界、地方公共団体等の関係者が連携・協働して行うキャリア教育の取 

組に対する「キャリア教育推進連携表彰」（経済産業省と共同実施）を実施（令和2 年度は中止） 

 

（2）職場体験、インターンシップ（就業体験）等の体験活動の推進 

職場体験やインターンシップ（就業体験）は、生徒が教員や保護者以外の大人と接する貴重な機会となり、 

1．異世代とのコミュニケーション能力の向上が期待されること、 

2．生徒が自己の職業適性や将来設計について考える機会となり主体的な職業選択の能力や高い職業意識の育成 

が促進されること、 

3．学校における学習と職業との関係についての生徒の理解を促進し学習意欲を喚起すること、 

4．職業の現場における実際的な知識や技術・技能に触れることが可能となることなど、 

極めて高い教育効果が期待されます。このため、キャリア教育の中核的な取組の一つとして、学校現場にお 

ける職場体験、インターンシップの普及・促進に努めています。 

令和２年度 文部科学白書        文部科学省                  
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職場体験は、平成30 年度の実施率が97.7％と、ほとんどの中学校において実施されています。こうした職場

体験を一過性の行事として終わらせることのないよう、学校における事前指導や事後指導の実践に当たっては、

日常の教育活動と関連付けて職場体験の狙いや効果を高めることを目的とした実践にするなど更なる工夫が求

められます。 

公立小学校では、多くの学校において職場見学が実施されています。公立中学校における職場体験は、平成30

年度の実施率が99.7%と、ほとんどの中学校において実施されています。こうした職場体験を一過性の行事とし

て終わらせることのないよう、学校における事前指導や事後指導の実践に当たっては、日常の教育活動と関連付

けて職場体験の狙いや効果を高めることを目的とした実践にするなど更なる工夫が求められます。 

公立高等学校（全日制及び定時制）における平成30 年度のインターンシップ実施率は84.9％となっています。

しかし、参加が希望制となっている学校が多いため、在学中にインターンシップを体験した生徒の割合は、普通

科においては22.5％、職業に関する学科においては68.4％、全体で34.8％となっており、参加率の向上が今後の

課題となります。 

 

 

■ 現状と課題 

・ グローバル化の進展等により、社会の変化が加速度を増してきている中、学校と社会との接続を意識し、

一人一人の社会的・職業的自立※に向けて必要となる資質・能力を育み、子どもたちのキャリア発達※を促

すことが重要となっています。 

・ 社会の中で自立し、他者と連携・協働しながら生き抜く力や地域の課題解決を社会の構成員の一人として

主体的に担う力など、主権者として求められる力を育成することが求められています。 

・ 本道においては、小・中学校で、将来の夢や目標を持っている児童生徒の割合が、全国と比べてやや低い

状況にあります。 

・ 高等学校では、進路の目標が定まらないまま卒業を迎える生徒が一定程度存在することや、就職後３年以

内に離職する割合が全国に比べて高い状況にあります。 

■ 施策の方向性 

一人一人の社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を育てるため、小・中学校、高等学校

におけるキャリア教育を推進するとともに、主体的に社会の形成に参画する意欲や態度を育成するため主権

者教育の充実を図ります。 

■ 施策の展開 

○ 一人一人のキャリア発達への支援の充実 

・ 小学校では、学級や学校での生活づくりに主体的に関わり、自己を生かそうとするとともに、希望や目標

をもち、その実現に向けて日常の生活をよりよくしようとする態度が培われるよう、学んだことを振り返

りながら新たな学習を生活への意欲につなげるなどの活動の充実を図ります。 

・ 中学校では、現在及び将来の学習と自己実現とのつながりを考え、学ぶことと働くことの意義を意識して

学習の見通しを立てたり、振り返ったりすることができるよう、職場体験などの体験活動の充実を図りま

す。 

・ 高等学校では、主体的に地域を支える人材の育成や早期離職者の減少に向け、社会との接続を重視し、望

ましい職業観・勤労観を育成するため、キャリアガイダンス※の充実や、社会や職業にかかわる様々な事業

所におけるインターンシップ※のほか、将来、社会にどのように参画していくのかを考えさせる学習など

の体験的な学習活動の充実を図ります。 

・ インターンシップについては、大学卒業が前提となる資格を要する職業等も対象とするなど、それぞれの

学科の特色や生徒の特性を踏まえた取組を促進します。 

・ 就職未決定者に対する支援を充実させるため、関係機関と連携した雇用要請や職場開拓、事業所訪問に取

り組みます。 

 

北海道教育推進計画 施策項目６ キャリア教育の充実      平成30年３月28日                 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 現在、我が国が目指しているのは、誰もが相互

に人格と個性を尊重し支え合い、人々の多様な在

り方を相互に認め合える全員参加型の社会であ

り、これまで必ずしも十分に社会参加できるよう

な環境になかった障がい者等が、積極的に参加・

貢献していくことができる「共生社会」である。

その実現のために、小学校教育では、一人一人の

自分らしさを大切にしながら、夢や希望をもって

「自立する力」を育むことが大切である。それと

ともに、互いに仲間として支え合いながら、より

よい社会を築いていこうとする「共生」の態度を

養うことも重要である。 

 そこで、学校においては、障がいの有無に関わ

らず誰もが自立し互いに尊重し合える「共生社会」

を築くために、障がいのある子どもの自立や社会

参加に向けた主体的な取組を支援する必要があ

る。このような視点に立って、子ども一人一人の

教育的ニーズを把握するとともに、能力を高め、

生活や学習上の困難を改善または克服できるよ

うな指導及び支援を行うことが、一人一人の自尊

感情を高め、「自立する力」を育む上で大変重要で

ある。 

 また、子どもたちには、障がいの有無に関わら

ず、多様な人々が協働しながら支え合って生きて

いく「共生社会」の創り手となっていくことが求

められている。 

 そこで、学校においては、障がいのある子ども

と障がいのない子どもの交流及び共同学習等の

更なる拡充を図ることや、そのために必要な特別

支援教育についての教職員の理解促進と専門性

の向上を図ること、特別支援教育についての児童、

保護者及び地域への理解啓発を促していくこと

などが期待される。 

 本分科会では、このような「自立と共生」の視

点に立った社会づくりにおける特別支援教育の

役割について共通認識に立ち、一体となって推進

していく校内支援体制の確立や、家庭や地域・関

係機関との連携を推進するための具体的方策と

成果を明らかにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 子どもの自立や社会参加に向けた特別支援

教育の推進 

「共生社会」の実現のため、障がいの有無に関

わらず、可能な限りともに活動しともに学ぶ仕組

みであるインクルーシブ教育システムの構築に

向けた特別支援教育の取組が進展している。特別

な支援を必要とする児童数は年々増加傾向にあ

り、学校は、これまで以上に障がいのある子ども

一人一人の教育的ニーズを把握し適切な指導及

び支援を行う必要がある。 

校長は、連続性のある多様な学びの場の一層の

充実・整備を図るとともに、医療機関や関係機関

との連携を強化し、障がいの有無に関わらず、全

ての子どもたちが、その能力を十分に発揮できる

学習環境の整備に努める必要がある。 

 このような視点に立ち、子どもの自立や社会参

加に向けた主体的な取組を支援する特別支援教

育を推進する上での、校長の果たすべき役割と指

導性を究明する。 

 

⑵ 多様な他者と協働する資質・能力を育む教育

の推進 

 現代においては、子ども一人一人が障がいの有

無に関わらず、自分のよさや可能性をしっかりと

認識するとともに、他者を価値ある存在として尊

重し、多様な他者と協働しながら共に生きる「共

生社会」の創り手となることが求められている。 

校長は、教職員に対して、特別支援教育の目的

や意義等の理解促進と専門性の向上を図るとと

もに、児童、保護者及び地域への理解啓発に取り

組むことが必要である。そのために、「障がい者

理解教育」や「心のバリアフリーのための交流及

び共同学習」等について、リーダーシップを発揮

して積極的に取り組むことが重要である。 

このような視点に立ち、「共生社会」の実現に

向けた多様な他者と協働する資質・能力を育んで

いく上での、校長の果たすべき役割と指導性を究

明する。 

分科会の趣旨 研究の視点 

第12分科会 自立と共生 

Ⅴ 教育課題  研究課題 自立と共生の実現に向けた教育活動の推進と 

                校長の在り方 
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第 12分科会 「自立と共生」 

研究課題 「自立と共生の実現に向けた教育活動の推進と校長の在り方」 

 

１ 「研究課題」のもつ今日的な課題性や先見性、意識改革の必要性についての解説 

 LD、ADHD、高機能自閉症も含めて障がいのある児童生徒に対して、自立や社会参加に向けた主体的な

取組を支援するという視点に立ち、一人一人の教育的ニーズを把握し、そのもてる力を高め、生活や学

習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うことが重要である。小学校にお

いて通常の学級に在籍する LD・ADHD・高機能自閉症等の子どもに対する理解や指導及び支援に努めてき

ている。「校内委員会設置」「特別支援教育コーディネーターの指名」といった基礎的な支援体制はほ

ぼ整備されており、さらに、「個別の指導計画の作成」「個別の教育支援計画の作成」についても着実

に取組が進んだことで、連続性のある一貫した教育支援体制の充実が図られてきている。さらに、28年

４月からは、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律の適用を受け、学校現場では合理的配

慮が求められるようになり、保護者を含め関係機関との一層の連携が必要不可欠となっている。 

また、障がいのある児童生徒のニーズは教育、医療、福祉等様々な観点から生じるものである。これ

らのニーズに対応した施策はそれぞれ独自に展開できるものもあるが、類似しているもの、または密接

不可分なものも少なくない。したがって、教育という側面から対応を考えるに当たっても、医療、福祉

等の面からの対応の重要性も踏まえて、関係機関等の連携協力に十分配慮することが必要となる。また、

医療、福祉等の面からの対応が行われるに当たっても、教育の立場から必要な支援・協力を行うことが

重要である。 

 さらには、少子高齢化や情報化、グローバル化が進む現代社会において、一人一人の子どもが自分の

よさや可能性を認識するとともに、様々な国籍や自然、文化、また男女共同参画への考え方、高齢者福

祉などあらゆる他者を価値ある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら様々な「共生社会」の創

り手となることが求められている。そこで、互いを理解するためには、他者への共感や思いやりの心、

相手の立場で物事を考える能力や態度を醸成することがとても重要である。 

こうしたことから、特別支援教育や共生社会の実現に向けた資質・能力を育む教育の理念と基本的考

え方が普及・定着することは、学校教育だけでなく、よりよい社会を築いていく上で、積極的な意義を

有するものである。 

 我が国が目指すべき社会は、性別や国籍、障がいの有無等にかかわらず、誰もが相互に人格と個性を

尊重し支え合う共生社会であり、国民一人一人が幸せを実感できる生活を享受でき、多様な生き方を自

らの意思で選択することのできる社会である。その実現のため、学校教育は、障がい者の自立と社会参

加を見通した取組や多様な他者と共生し協働する資質・能力を育む取組によって、重要な役割を果たす

ことが求められる。その意味で、特別支援教育や共生社会の実現に向けた資質・能力を育む教育の理念

や基本的考え方が、学校教育関係者をはじめとして国民全体に共有されることを目指すべきである。 

校長は、家庭や地域・関係機関等との連携を深め、ノーマライゼーションの理念と具現化の方策を普

及、浸透すると共に、子どもの発達や障がい等についての理解を広げ、子どもや保護者に温かく寄り添

い、子どもの自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援する特別支援教育を推進するとともに、共生

社会の実現に向けた資質・能力を育む教育の推進に向けて、強くリーダーシップを発揮することが求め

られている。 

 

２ 「研究課題」を究明する視点 

（１）子どもの自立や社会参加に向けた特別支援教育の推進 

  ・特別支援教育の校内支援体制の整備と関係機関等の連携の在り方 

  ・特別支援教育の推進を目指す教職員の意識改革と専門性の向上 

（２）多様な他者と協働する資質・能力を育む教育の推進 

  ・多様な他者と共生し協働する資質・能力を育むためのカリキュラム・マネジメントの確立 

 ・「共生社会」の創り手となる子どもを育むための家庭や地域への理解啓発及び連携の在り方 
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３ 分科会の方向性と研究視点に関する資料 

 

 

 

 

 

第１部 第８章 子供一人一人の発達をどのように支援するか 

５．教育課程全体を通じたインクルーシブ教育システムの構築を目指す特別支援教育 

○  障害者の権利に関する条約に掲げられたインクルーシブ教育システムの構築を目指し、子供たちの

自立と社会参加を一層推進していくためには、通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支

援学校において、子供たちの十分な学びを確保し、一人一人の子供の障害の状態や発達の段階に応じ

た指導や支援を一層充実させていく必要がある。 

○  その際、小・中学校と特別支援学校との間での柔軟な転学や、中学校から特別支援学校高等部への

進学などの可能性も含め、教育課程の連続性を十分に考慮し、子供の障害の状態や発達の段階に応じ

た組織的・継続的な指導や支援を可能としていくことが必要である。 

○  そのためには、特別支援教育に関する教育課程の枠組みを、全ての教職員が理解できるよう、小・

中・高等学校の各学習指導要領の総則において、通級による指導や特別支援学級（小・中学校のみ）

における教育課程編成の基本的な考え方を示していくことが求められる。また、幼・小・中・高等学

校の通常の学級においても、発達障害を含む障害のある子供が在籍している可能性があることを前提

に、全ての教科等において、一人一人の教育的ニーズに応じたきめ細かな指導や支援ができるよう、

障害種別の指導の工夫のみならず、各教科等の学びの過程において考えられる困難さに対する指導の

工夫の意図、手立ての例を具体的に示していくことが必要である。 

○  また、通級による指導を受ける児童生徒及び特別支援学級に在籍する児童生徒については、一人一

人の教育的ニーズに応じた指導や支援が組織的・継続的に行われるよう、「個別の教育支援画」や「個

別の指導計画」を全員作成することが適当である。 

○  障害者理解や交流及び共同学習については、グローバル化など社会の急激な変化の中で、多様な

人々が共に生きる社会の実現を目指し、一人一人が、多様性を尊重し、協働して生活していくことが

できるよう、各教科等の特質に応じた「見方・考え方」と関連付けながら、学校の教育活動全体での

一層の推進を図ることが求められる。さらに、学校の教育課程上としての学習活動にとどまらず、地

域社会との交流の中で、障害のある子供たちが地域社会の構成員であることをお互いが学ぶという、

地域社会の中での交流及び共同学習の推進を図る必要がある。 

 

 

 

 

 

小学校学習指導要領 総則 第４ 児童の発達の支援 

２ 特別な配慮を必要とする児童への指導 

(1) 障害のある児童などへの指導 

ア 障害のある児童などについては、特別支援学校等の助言又は援助を活用しつつ、個々の児童の障

害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を組織的かつ計画的に行うものとする。 

イ 特別支援学級において実施する特別の教育課程については、次のとおり編成するものとする。 

(ｱ)  障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るため、特別支援学校小学部・中学部

学習指導要領第７章に示す自立活動を取り入れること。 

小学校学習指導要領 

                           文部科学省 平成29年３月 

                                

幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の 

学習指導要領等の改善及び必要な方策等について（答申）            

中央教育審議会 平成 28年 12 月 21日 
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(ｲ)  児童の障害の程度や学級の実態等を考慮の上、各教科の目標や内容を下学年の教科の目標や

内容に替えたり、各教科を、知的障害者である児童に対する教育を行う特別支援学校の各教科

に替えたりするなどして、実態に応じた教育課程を編成すること。 

ウ 障害のある児童に対して、通級による指導を行い、特別の教育課程を編成する場合には、特別支

援学校小学部・中学部学習指導要領第７章に示す自立活動の内容を参考とし、具体的な目標や内容

を定め、指導を行うものとする。その際、効果的な指導が行われるよう、各教科等と通級 

による指導との関連を図るなど、教師間の連携に努めるものとする。 

エ 障害のある児童などについては、家庭、地域及び医療や福祉、保健、労働等の業務を行う関係 

機関との連携を図り、長期的な視点で児童への教育的支援を行うために、個別の教育支援計画を作

成し活用することに努めるとともに、各教科等の指導に当たって、個々の児童の実態を的確に把握

し、個別の指導計画を作成し活用することに努めるものとする。特に、特別支援学級に在籍する児

童や通級による指導を受ける児童については、個々の児童の実態を的確に把握し、個別の教育支援

計画や個別の指導計画を作成し、効果的に活用するものとする。 

 

 

 

 

小学校学習指導要領解説 総則編 第３章 第４節 児童の発達の支援 

２ 特別な配慮を必要とする児童への支援 

 （１）障害のある児童などへの指導 

そこで、校長は、特別支援教育実施の責任者として、校内委員会を設置して、特別支援教育コーディ

ネーターを指名し、校務分掌に明確に位置付けるなど、学校全体の特別支援教育の体制を充実させ、効

果的な学校運営に努める必要がある。その際、各学校において、児童の障害の状態等に応じた指導を充

実させるためには、特別支援学校等に対し専門的な助言又は援助を要請するなどして、計画的、組織的

に取り組むことが重要である。 

こうした点を踏まえ、各教科等の指導計画に基づく内容や方法を見通した上で、個に応じた指導内容

や指導方法を計画的に検討し実施することが大切である。 

さらに、障害のある児童などの指導に当たっては、担任を含む全ての教師間において、個々の児童に

対する配慮等の必要性を共通理解するとともに、教師間の連携に努める必要がある。また、集団指導に

おいて、障害のある児童など人一人の特性等に応じた必要な配慮等を行う際は、教師の理解の在り方や

指導の姿勢が、学級内の児童に大きく影響することに十分留意し、学級内において温かい人間関係づく

りに努めながら、「特別な支援の必要性」の理解を進め、互いの特徴を認め合い、支え合う関係を築い

ていくことが大切である。 

 

 

 

 

第３部学校用  

○校長（園長を含む）用 

＜チームとしての学校全体で行う特別な支援＞  

平成２７年１２月２１日に中央教育審議会が取りまとめた「チームとしての学校の在り方と今後の改

善方策について（答申）」によると，今後の学校は，  

① 個々の教員が個別に教育活動に取り組むのではなく，学校のマネジメントを強化し，組織として教

育活動に取り組む体制を創り上げること。  

小学校学習指導要領解説 総則編 

                            文部科学省 平成29年６月 

                                

 発達障害を含む障害のある幼児児童生徒に対する 教育支援体制整備ガイドライン 

                             文部科学省 平成 29年 3月                              
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② 生徒指導や特別支援教育等の充実を図るため，学校や教員が，心理や福祉等の専門家や専門機関と

連携・分担する体制を整備・強化すること。  

が求められており，「チームとしての学校」の体制を整備することで，教育活動を充実していくことが

期待されています。  

特別支援教育は，かねてから教育上特別の支援を必要とする児童等に対して，学校全体で行う支援体

制の構築を目指しており，今後，「チームとしての学校」の体制を整備するに当たっても，特別支援教

育の視点を効果的に生かした学校経営が求められています。 

１.特別支援教育を柱とした学校経営 校長（園長を含む。以下同じ。）は，特別支援教育実施の責任者

として，自らが特別支援教育や障害に関する認識を深めるとともに，リーダーシップを発揮しつつ，学

校経営の柱の一つとして，特別支援教育の充実に向けた学校内での教育支援体制の整備を推進します。  

（１）校長のリーダーシップと学校経営  

特別支援教育の全校的な教育支援体制を確立するためには，校長がリーダーシップを発揮し，校長自

身が特別支援教育に関する理解を深めていく必要があります。特別支援教育に学校組織全体として取り

組むためには，校長が作成する学校経営計画（学校経営方針）の柱の一つとして，特別支援教育の充実

に向けた基本的な考え方や方針を示すことが必要です。  

学校経営上，校長が念頭におくべき事項として，次のような内容が考えられます。  

○特別支援教育を学校全体として行うために必要な体制の構築（組織対応）  

○特別支援教育に関する教員の専門性の向上（資質向上）  

○特別支援教育についての児童等，保護者及び地域への理解啓発（理解推進）  

○特別支援教育に関する外部の専門機関等との連携の推進（外部連携）  

（２）学校内での教育支援体制の構築・運営  

学校内での教育支援体制を確立するために，校長は次のような体制を構築し，効果的な運営に努めま

す。  

○校内委員会を設置して，児童等の実態把握を行い，学校全体で支援する体制を整備する。  

○特別支援教育コーディネーターを指名し，校務分掌に明確に位置付ける。  

○個別の教育支援計画及び個別の指導計画の作成に努め，管理する。 

○全ての教職員に対して，特別支援教育に関する校内研修を実施したり，校外での研修に参加させた

りすることにより，専門性の向上に努める。通級担当教員，特別支援学級担任については，特別支

援学校教諭免許状を未取得の教員に対して取得を促進するなど育成を図りつつ，特別支援教育に関

する専門的な知識を特に有する教員を充てるよう努める。  

○教員以外の専門スタッフの活用を行い，学校全体としての専門性を確保する。  

○児童等に対する合理的配慮の提供について，合意形成に向けた本人・保護者との建設的対話を丁寧

に行い，組織的に対応するための校内体制を整備する。 

 

（３）学校内での教育支援体制についての児童等・保護者や地域への周知  

特別支援教育を推進するために，特別支援教育の対象となる児童等や保護者，周囲の児童等や保護者

に対しても，特別支援教育についての正しい理解及び学校内での教育支援体制を広めていくことが重要

です。  

例えば，次のようなあらゆる機会をとらえて理解の推進を図る必要があります。  

○学校経営計画（学校経営方針）のホームページへの掲載等。  

○児童等向けには，儀式的行事での挨拶，全校朝会での講話等。  

○保護者向けには，学校だよりやＰＴＡ総会，研修会等での挨拶等。  

○地域向けには，学校評議員・学校運営協議会・学校関係者評価委員会への教育方針の説明等。 
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４．新時代の特別支援教育の在り方について 

（１）基本的な考え方 

○ 特別支援教育は、障害のある子供の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に

立ち、子供一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は

克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うものである。また、特別支援教育は、発達障害のあ

る子供も含めて、障害により特別な支援を必要とする子供が在籍する全ての学校において実施される

ものである。 

○ 一方で、少子化により学齢期の児童生徒の数が減少する中、特別支援教育に関する理解や認識の高

まり、障害のある子供の就学先決定の仕組みに関する制度の改正62等により、通常の学級に在籍しな

がら通級による指導を受ける児童生徒が大きく増加しているなど、特別支援教育を巡る状況が変化し

ている。また、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大による臨時休業により特別支援学校を始めと

する学校が障害のある子供にとってのセーフティネットとしての役割を果たすなど、社会全体で特別

支援教育が果たしている機能や役割等が再認識されるとともに、特別支援学校等だけでその全ての期

待に応えることの難しさなど、今後の課題も明らかになりつつある。 

○ また、障害者の権利に関する条約に基づくインクルーシブ教育システムの理念を構築し、特別支援

教育を進展させていくために、引き続き、障害のある子供と障害のない子供が可能な限り共に教育を

受けられる条件整備、障害のある子供の自立と社会参加を見据え、一人一人の教育的ニーズに最も的

確に応える指導を提供できるよう、通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といっ

た、連続性のある多様な学びの場第4章 初等中等教育の充実の一層の充実・整備を着実に進めてい

く必要がある。 

 

 

 

 

Ⅰ．基本的考え方  

１．我々の目指す共生社会（東京 2020 パラリンピック開催を契機として）  

我々は、障害の有無にかかわらず、女性も男性も、高齢者も若者も、すべての 人がお互いの人権や

尊厳を大切にし支え合い、誰もが生き生きとした人生を享受することのできる共生社会を実現するこ

とを目指している。この共生社会は、 様々な状況や状態の人々がすべて分け隔てなく包摂され、障害

のある人もない 人も、支え手側と受け手側に分かれることなく共に支え合い、多様な個人の能力が

発揮されている活力ある社会である。 

 

 

 

第 1 編 障害のある子供の教育支援の基本的な考え方 

１. 障害のある子供の教育に求められること 

  障害のある子供の自立と社会参加を見据え、子供一人一人の教育的ニーズに最も的確に応える指導

を提供できるよう…(中略)…これにより、障害の有無にかかわらず誰もがその能力を発揮し、共生社会

の一員として共に認め合い、支え合い、誇りを持って生きられる社会の構築を目指すこととしている。 

 

「令和の日本型学校教育」の構築を目指して（答申） 

                        中央教育審議会 令和３年１月 26日 

                              

ユニバーサルデザイン 2020 行動計画 

                           関係閣僚会議 平成29年２月 

                                

障害のある子供の教育支援の手引 

～子供たち一人一人の教育的ニーズを踏まえた学びの充実に向けて～ 文部科学省 令和３年６月 

                     

                                



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 急激な少子高齢化やグローバル化の進展など、

社会環境が大きく変化する中で、地域においては、

つながりや支え合いの希薄化による家庭や地域

の教育力の低下などの課題が指摘されている。ま

た、子どもの貧困や子育てに不安をもつ保護者の

増加など、家庭環境も大きく変化し、そのため規

範意識や他者とのコミュニケーション力が十分

に育たず、それが問題行動の要因の一つとなって

いる。一方学校においては、いじめや不登校、特

別な支援を要する子どもの増加など、子どもたち

を取り巻く課題はますます複雑化・困難化してい

る。 

これらの課題には、学校現場のみならず社会総

がかりで対応する必要があり、望ましい子どもの

育成及び生徒指導上の課題へ対応するために、学

校と家庭や地域等とが一体となった地域基盤を

再構築する取組が求められている。 

また、「小１プロブレム」「中１ギャップ」と呼

ばれる学校段階等間の接続上の課題も依然とし

て存在する。子どもたちがスムーズに学校に適応

できるようにするために、また、長いスパン、同

じベクトルで子どもたちの成長を積み上げてい

くために、学校段階等間の接続・連携をより一層

推進する必要がある。 

校長は、「社会に開かれた教育課程」の理念のも

と、家庭や地域の人々と共に子どもを育てていく

という視点に立ち、地域とともにある学校づくり

や、学校段階等間のより円滑な接続・連携、そし

てそれらに伴う教育環境の整備等を推進してい

く必要がある。 

本分科会では、校長のリーダーシップの下、子

ども一人一人の将来を見据え、家庭や地域等との

連携・協働や学校段階等間の円滑な接続・連携を

推進するための具体的な方策と成果を明らかに

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴  家庭や地域等と連携・協働を深め、創意ある

教育活動を展開する学校づくりの推進 

子どもたちが未来社会を切り拓くための資質・

能力を育成するためには、地域社会と連携を深め、

学校内外での子どもたちの生活の充実と活性化

を図ることが必要である。そのためには、その地

域の特色を生かし、継続的、双方向的な連携・協

働を推進して、それぞれの教育機能が確実に発揮

できるよう、その中心的な役割を果たすことが求

められている。 

校長は、この認識のもと、家庭や地域の実態を

重視し、教育目標やビジョンを保護者や地域と共

有しながら、その実現に向けて連携・協働してい

く、地域とともにある学校づくりを推進させてい

く必要がある。 

このような視点に立ち、家庭や地域等と連携・

協働を深め、創意ある教育活動を展開する上での、

校長の果たすべき役割と指導性を究明する。 

 

⑵ 成長の連続性を生かした学校段階等間の接

続・連携の推進 

次世代を担う子どもたちが、本来もっている能

力を十分に発揮し、自己実現を図っていくために

は、将来を見据え幼児期から小中学校９年間の成

長・発達を見通した教育を推進していくことが必

要である。 

幼・保・小・中がそれぞれの相互理解を図り、

接続期のカリキュラムの工夫・改善や教育活動の

成果や課題の共通理解、子ども同士の交流など、

成長を連続させるための具体的な取組を推進す

ることで「小１プロブレム」「中１ギャップ」

といった課題も解決されていく。 

校長は、中・長期的な展望に立ち、子どもたち

が各学校段階において、自身の能力を十分に発揮

できるように、円滑な接続・連携をより一層推進

しなければならない。 

このような視点に立ち、学校段階等間の成長の

連続性を重視し、円滑な接続・連携を推進する上

での、校長の果たすべき役割と指導性を究明する。 

分科会の趣旨 研究の視点 

第13分科会 社会との連携・協働 

Ⅴ 教育課題  研究課題 家庭や地域等との連携・協働、学校段階等間の

接続・連携の推進と校長の在り方 
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第 13分科会 「社会との連携・協働」 

研究課題  「家庭や地域等との連携・協働、学校段階等間の接続・連携の推進と校長の在り方」 

 

１．「研究課題」のもつ今日的な課題性や先見性、意識改革の必要性についての解説 

 社会の変化が加速度を増し、複雑で予測困難となってきているといった時代背景を踏まえた上で、学

習指導要領では、よりよい学校教育を通してよりよい社会を創るという理念を学校と社会とが共有し、

どのような資質・能力を身に付けられるようにするのかを明確にしながら、学校教育を学校内に閉じず、

地域の人的・物的資源も活用し、社会との連携・協働によりその実現を図る「社会に開かれた教育課程」

を重視することとしている。 

ここにみられるキーワードは、連携・協働、｢社会に開かれた教育課程｣である。 

さらに、平成 27年 12月の中教審答申では、これからの学校と地域の目指すべき連携・協働の姿とし

て、「地域と共にある学校への転換」「子どもも大人も学び合い育ち合う教育体制の構築」「学校を核

とした地域づくりの推進」の３点を挙げている。 

「地域とともにある学校への転換」については、開かれた学校から更に一歩踏み出し、地域でどのよ

うな子どもたちを育てるのか、何を実現していくのかという目標やビジョンを地域住民等と共有し、地

域と一体となって子どもたちを育む「地域とともにある学校」へと転換していくことを目指して、取組

を推進していくことが必要である、としている。「子どもも大人も学び合い育ち合う教育体制の構築」

については、地域の様々な機関や団体等がネットワーク化を図りながら、学校、家庭及び地域が相互に

協力し、地域全体で学びを展開していく「子どもも大人も学び合い育ち合う教育体制」を一体的・総合

的な体制として構築することが必要である、としている。「学校を核とした地域づくりの推進」につい

ては、学校を核とした連携・協働の取組を通じて、子どもたちに地域への愛着や誇りを育み、地域の将

来を担う人材の育成を図るとともに、地域住民のつながりを深め、自立した地域社会の基盤の構築・活

性化を図る「学校を核とした地域づくり」を推進していくことが重要である、としている。 

 また、平成 28年 12月に提示された小中一貫した教育課程の編成・実施に関する手引きでは、子ども

たちは義務教育９年間の中で日々の学習を積み上げて成長していくが、例えば、「小学校低学年の教員

は、中学校での学習や子どもたちが中学校を卒業するときの姿をイメージしながら日々の教育活動を行

っているのか」「中学校の教員は、小学校のどの学年で何を学んで、何につまずいて今の子どもたちの

姿があるのかを知った上で指導に当たっているのか」といった問いに向き合い、目の前の子どもたちの

課題に応じた対策を模索することの重要性について述べられている。さらに、様々な生徒指導上の課題

が早期化し、中学校からではなく、小学校高学年からの対応が必要になっているという指摘もあり、生

徒指導上の課題について小学校と中学校が連携し、義務教育の９年間で子どもたちの望ましい成長を促

すことの必要性も述べられている。また、学習指導要領総則編では、幼保小接続に関しては、小学校入

学当初、幼児期において自発的な活動としての遊びを通して育まれてきたことが、各教科等における学

習に円滑に接続されるよう、生活科を中心に、合科的・関連的に弾力的指導行うことと述べられている。 

 これらは、「社会に開かれた教育課程」の実現を中心に据えて、一体的な改革を進めるものであり、

今後、その進展と軌を一にしながら教育課程の改善を進めていく必要がある。 

 

２ 「研究課題」を究明する視点 

（１）家庭や地域等と連携・協働を深め、創意ある教育活動を展開する学校づくりの推進 

  ・地域と連携する教育活動の構築と校長の在り方 

  ・学校、家庭、地域をつなぐ体制の創造と校長の在り方 

（２）成長の連続性を生かした学校段階等間の接続・連携の推進 

   ・学校段階等間の望ましい接続・連携の推進と校長の在り方 

・成長の連続性を生かす接続・連携の推進と校長の在り方 
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３ 分科会の方向性と研究視点に関する資料 

 

 

 

 

第３章 生涯学習社会の実現 

３.社会全体で子供たちの学びを支援する取組の推進  

（１）地域と学校の連携・協働のための仕組み 

社会総掛かりでの教育の実現を図る上で、学校は、地域社会の中でその役割を果たし、地域とともに発展し

ていくことが重要です。学校と地域がパートナーとして連携・協働するために、これからの学校は、地域でど

のような子供たちを育てるのか、何を実現していくのかという目標やビジョンを保護者や地域住民等と共有し、

地域と一体となって子供たちを育む「地域とともにある学校」へと転換していく必要があります。また、地域

においても、学校と連携・協働してより多くの地域住民等が子供たちの成長を支える活動に参画するための基

盤を整備していくことが重要です。  

このため、文部科学省では、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき、「コミュニティ・スク

ール（学校運営協議会制度）」の導入を推進しており、全ての公立学校に学校運営協議会が設置されることを目

指しています。また、「社会教育法」 に基づき、幅広い地域住民等の参画により地域全体で子供たちの学びや

成長を支える様々な活動である「地域学校協働活動」を推進しており、全ての小中学校区において地域学校協

働活動が実施されることを目指しています。 

新学習指導要領の理念である、「社会に開かれた教育課程」の実現に向けては、コミュニティ・スクールと地

域学校協働活動を一体的に推進することにより、学校がと保護者や地域住民等とが教育課程に関する情報や課

題・目標を共有するとともに、学校教育を学校内に閉じずに、地域の人的・物的資源を活用しながら授業等を

実施するといったことが可能となります。実施後は活動の振り返りや評価を行い、次年度の教育課程や活動に

反映させるといったPDCAサイクルを機能させることが重要です。 

 また、学校運営協議会において保護者や地域住民等の理解と協力を得ながら、行事の見直しや必要な地域学

校協働活動に関する協議を行うなど、学校における働き方改革に取り組む上でも重要な仕組みです。 

さらには、地域と学校をつなぐコーディネーターである「地域学校協働活動推進員」が学校運営協議会の委

員となることで、協議の場である学校運営協議会と実働の場である地域学校協働活動が円滑に連携し、両者の

機能を高め、学校と地域の更なる連携・協働が推進されるなどの相乗効果が期待されます。 

 

 

 

 

目標（６）家庭・地域の教育力の向上、学校との連携・協働の推進 

○ 地域の教育力向上地域の教育力向上、学校との連携・協働推進 

・地域住民や保護者等が学校運営に参画する仕組みである学校運営協議会制度を全ての公立学校において導入

することを目指し、各地域における推進を担う人材の確保・育成等を通じて、コミュニティ・スクールの導

入の促進及び運営の充実を図る 。 

・地域と学校をつなぐ地域学校協働活動推進員の配置の促進や研修の充実及び地域学校協働本部の整備等によ

り 、全小中学校区における幅広い地域住民や地域の多様な機関・団体等の参画を通じた学校協働活動の全国

的な推進を図る。その際、関係府省が連携し、放課後や土曜日等の学習・体験プログラムの充実や、企業等

の外部人材活用を促進する。 

・児童生徒の地域行事やボランティア活動への参加や高校生らがビジネスの手法等を学び、地域の大人ととも

に地域課題を解決する取組を促進する。さらに、教師の担う重要な職責に対する社会における理解醸成を進

める。 

 

 

新しい時代の初等中等教育の在り方について（諮問）     文部科学大臣 平成３１年４月１７日  

 

・今世紀は、新しい知識・情報・技術が社会のあらゆる領域での活動の基盤となっている知識基盤社会と言われ

令和２年度 文部科学白書           文部科学省 

                    

                                

第３次教育振興基本計画    文部科学省 平成３０年６月１５日 
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ており、人工知能（AI）、ビッグデータ、Internet of Things(IoT)、ロボティクス等の先端技術が高度化してあ

らゆる産業や社会生活に取り入れられ、社会の在方そのものが現在とは「非連続的」言えるほど劇的に変わる

とされるSociety 5.0時代の到来が予想されています。 

・このような急激な社会的な変化が進む中で、子供たちが変化を前向きに受け止め、豊かな創造性を備え持続可

能な社会の創り手として、予測不可能な未来社会を自立的に生き、社会の形成に参画するための資質・能力を

一層確実に育成することが求められており、それに対応し、学校教育も変化していかなければなりません。 

・これからの時代学校は、教師を支援し教育の質を高めるツールとして情報通信技術（ICT）やAI等の先端技術

を活用することにより、地理的制約を超えて多様な他者と協働的に学ぶことを可能としていくこと 

・さらに、Society 5.0時代の教師には、ICT 活用指導力を含む子供たちの学びの変化に応じた資質・能力が求め

られます。 

 

 

 

 

 

第１章 時代の変化に伴う学校と地域の在り方について 

第１節 教育改革、地方創生等の動向から見る学校と地域の連携・協働の必要性 

◆ 地域社会のつながりや支え合いの希薄化等による地域社会の教育力の低下や、家庭教育の充実の必要性

が指摘されている。また、子供たちの規範意識等に関する課題に加え、学校が抱える課題は複雑化・困難

化している状況。 

◆ 「社会に開かれた教育課程」の実現に向けた学習指導要領の改訂や、チームとしての学校の実現、教員の

資質能力の向上等、昨今の学校教育を巡る改革の方向性や地方創生の動向において、学校と地域の連携・協

働の重要性が指摘されている。 

◆ これからの厳しい時代を生き抜く力の育成、地域から信頼される学校づくり、社会的な教育基盤の構築等

の観点から、学校と地域はパートナーとして相互に連携・協働していく必要があり、そのことを通じ、社会

総掛かりでの教育の実現を図る必要。 

第２節 これからの学校と地域の連携・協働の在り方【ポイント】 

◆ これからの学校と地域の連携・協働の姿として、以下の姿を目指す。 

○地域住民等と目標やビジョンを共有し、地域と一体となって子供たちを育む「地域とともにある学校」

への転換 

○地域の様々な機関や団体等がネットワーク化を図りながら、学校、家庭及び地域が相互に協力し、地域

全体で学びを展開していく「子供も大人も学び合い育ち合う教育体制」の構築 

○学校を核とした協働の取組を通じて、地域の将来を担う人材を育成し、自立した地域社会の基盤の構築

を図る「学校を核とした地域づくり」の推進 

◆ 上記の姿を具現化していくためには、学校と地域の双方で連携・協働を推進するための組織的・継続的な

仕組みの構築が必要。 

 

第２章 これからのコミュニティ・スクールの在り方と総合的な推進方策について 

 第２節 これからのコミュニティ・スクールの仕組みの在り方 

１．コミュニティ・スクールの仕組みの基本的方向性 

（５）小中一貫教育への対応など学校間連携の推進の観点 

地域ぐるみで子供たちの義務教育９年間の学びを支える仕組みとして、中学校区の複数の学校が連携した

教育支援体制を構築することは重要であり、小中一貫教育とコミュニティ・スクールを有機的に組み合わ

せて大きな成果を上げている例も見られる。これらの一体的な導入により、地域住民や保護者等と教職員

とが、学校の教育目標や、学校・子供たちが抱える課題やその解決策等について９年間を見通して共有

し、より広い地域からの組織的・継続的な学校支援体制を整えることが可能となる。特に、小中一貫教育

をこれから導入しようという地域においては、導入前から関係の小学校・中学校について学校運営協議会

を合同で設置し、学区の地域住民や保護者等の意向を反映させながら、新たなカリキュラムや学校施設の

在り方等を具体的に構想していく工夫も考えられる。 

 

新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在り方と今後の推進方策に 

ついて（答申）                  中央教育審議会 平成２７年１２月２１日 

 

 

                          平成２３年    文部科学省 



第 13分科会 社会との連携・協働 - 5 - 

 

第３章 地域の教育力の向上と地域における学校との協働体制の在り方について 

第１節 地域における学校との連携・協働の意義 

◆厳しい教育環境の中、子供を軸として、次代を担う子供たちの成長に向けての目標を共有し、地域社会と学

校が協働して取り組むことが必要。 

◆地域と学校が連携・協働することで、新しい人と人とのつながりも生まれ、地域の教育力の向上につなが 

る。 

◆地域の教育力の向上は、地域の課題解決や地域振興、さらには、持続可能な地域社会の源となり、「生涯学

習社会」の構築にも資する。 

第３節 地域における学校との協働体制の今後の方向性【ポイント】 

「支援」から「連携・協働」、「個別の活動」から「総合化・ネットワーク化」へ 

◆地域と学校がパートナーとして、共に子供たちを育て、共に地域を創る。 

◆地域と学校が連携・協働して、地域全体で未来を担う子供たちの成長を支えていく活動を「地域学校協働活

動」として、その取組を積極的に推進。 

◆従来の学校支援地域本部、放課後子供教室等の活動を基盤に、「支援」から「連携・協働」、個別の活動か

ら総合化・ネットワーク化を目指す新たな体制としての「地域学校協働本部」へ発展。 

◆地域学校協働本部には、①コーディネート機能、②多様な活動、③持続的な活動の３要素が必須。 

◆地域学校協働本部の実施を通じて、教職員と地域住民等との信頼関係が醸成され、コミュニティ・スクール

の導入につながっていく効果も期待される。 

◆地域学校協働活動の全国的な推進に向けて、地域学校協働本部が、早期に全小・中学校区をカバーして構築

されることを目指す。 

 

 

 

 

 

第３章 基本的な導入手順とＰＤＣＡの推進 

（１）現状把握と課題の特定 （地域とともにある学校づくり） 

・小中一貫教育の導入に当たっては、保護者や地域住民の声を丁寧に聴き、共に新しい学校づくりを行うとい

う姿勢が大切であり、地域住民等とビジョン・目標を共有し、地域一体となって子供たちを育む「地域とと

もにある学校」への転換を図ることが重要です。このような観点から、例えば学校運営協議会や学校支援組

織との定期会合等を通じて、地域住民とも教育上の課題を共有するとともに、地域の思いや願いを把握し、

新たな学校づくりに生かしていくことが考えられます。 

・小中一貫教育の導入を契機として、地域住民や保護者との議論を積み上げ、協力体制を築くことが、より良

い学校づくりにつながります。 

 

第４章 指導の一貫性の確保 

１．基本的な考え方 

・小中一貫教育の中核となるのは、義務教育９年間を見通し、系統性・連続性を確保した教育課程を編成・実

施することです。 

・第３章で述べたように、教職員の共通認識の下で、義務教育９年間を見通した学校教育の目標（中学校卒業

時点での目指す子供像）をなるべく具体的に設定した上で、目標達成のための手段として、各教科等の系統

性を重視した教育課程を編成し、各学年の年間指導計画として実施する必要があります。 

・その際には、それぞれ学校段階を超えたつながり（接続の円滑化）だけでなく、小学校段階内や中学校段階

内での異なる学年のつながりも含め、９年間の系統性・連続性を重視して、取組を改善することが重要で

す。発達の段階に応じた縦のつながりと、各教科等の横のつながりを意識しながら教育課程全体を編成して

いくことが求められます。 

・また、各教科等の内容項目の指導以外にも、児童生徒の実態や課題を踏まえ、個々の学年・学級の指導計画

レベルも含め、どのような取組を一貫させたり、発展的に継続させたりするかを検討することが求められま

す。小中一貫教育というと、相互乗り入れ指導や異学年交流、合同行事などがイメージされることが多いで

すが、それらは小中一貫教育の特長を生かした取組の一つに過ぎず、それらに取り組んだからといって、必

小中一貫した教育課程の編成・実施に関する手引き   文部科学省  平成２８年１２月２６日 
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ず成果を上げることができると考えるべきではありません。 

・このようにして義務教育９年間の一貫性を強めた教育活動を検討することにより、「これまで小学校と中学

校はそれぞれ組織的・継続的な取組を行うことができていたのか」といった基本的な事柄について改めて確

認し、改善につなげることが可能となります。 

・教育基本法では「学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、

体系的な教育が組織的に行われなければならない」とされており、小中一貫教育の取組は、こうした教育基

本法の要請を小学校段階と中学校段階を一貫させて徹底するものであると位置づけることができます。 

・なお、教育活動を効果的に展開していく上では、個々の教員の創意工夫を推奨することが重要であることは

言うまでもありません。このため、一貫性・継続性を強める取組を行う際は、全てを統一しようとするので

はなく、児童生徒の実態を勘案し、どのような取組を一貫させ、継続させることが望ましいかを吟味した上

で、共通認識を持って取り組むことが大切です。また、個々の教員の創意工夫を教職員集団で積極的に共有

し、効果的な取組が校内に広がるような手立てを講じることや、それらの手立てを一貫教育の教育課程や指

導計画に位置づけていくことも重要です。 

 

 

 

 

 

１ 改定の経緯及び基本方針 

（１） 改定の経緯 

  中央教育審議会答申においては、“よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創る”という目標を学校と社

会が共有し、連携・協働しながら、新しい時代に求められる資質・能力を子供たちに育む「社会に開かれた教

育課程」の実現を目指し、学習指導要領等が、学校、家庭、地域の関係者が幅広く共有し活用できる「学びの

地図」としての役割を果たすことができるよう、次の６点にわたってその枠組みを改善するとともに、各学校

において教育課程を軸に学校教育の改善・充実の好循環を生み出す「カリキュラム・マネジメント」の実現を

目指すことなどが求められた。 

（２）改訂の基本方針 

  今回の改訂は中央教育審議会答申を踏まえ、次の基本方針に基づき行った。 

① 今回の改訂の基本的な考え方 

ア 教育基本法、学校教育法などを踏まえ、これまでの我が国の学校教育の実践や蓄積を生かし、子たちが

未来社会を切り拓ひらくための資質・能力を一層確実に育成することを目指す。その際、子供たちに求め

られる資質・能力とは何かを社会と共有し、連携する「社会に開かれた教育課程」を重視すること。 

 

４ 学校段階等間の接続 

（１）幼児期の教育との接続及び低学年における教育全体の充実 

幼児期の終わりまでに育ってほしい姿を踏まえた指導を工夫することにより、幼稚園教育要領等に基づく

幼児期の教育を通して育まれた資質・能力を踏まえて教育活動を実施し、児童が主体的に自己を発揮しな

がら学びに向かうことが可能となるようにすること。 

また、低学年における教育全体において、例えば生活科において育成する自立し生活を豊かにしていくた

めの資質・能力が、他教科等の学習においても生かされるようにするなど、教科等間の関連を積極的に図

り、幼児期の教育及び中学年以降の教育との円滑な接続が図られるよう工夫すること。特に、小学校入学当

初においては、幼児期において自発的な活動としての遊びを通して育まれてきたことが、各教科等における

学習に円滑に接続されるよう、生活科を中心に、合科的・関連的な指導や弾力的な時間割の設定など、指導

の工夫や指導計画の作成を行うこと。 

 

（２）中学校及びその後の教育との接続、義務教育学校等の教育課程 

中学校学習指導要領及び高等学校学習指導要領を踏まえ、中学校教育及びその後の教育との円滑な接続が

図られるよう工夫すること。特に、義務教育学校、中学校連携型小学校及び中学校併設型小学校において

は、義務教育９年間を見通した計画的かつ継続的な教育課程を編成すること。 

小学校学習指導要領解説 総則編 

                              文部科学省 平成29年７月 

                                


